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【注記事項】 

本書に記載している内容は、文中に特別の記載のない限り、農林水産省所管の補助事業「令和５年

度みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業のうちスマート農業の総合推進対策のうちス

マートグリーンハウス先駆的開拓推進事業」として2023年4月から2024年3月まで実施した公開情報

調査、現地調査の成果に基づくものであり、表記している価格等は同期間における時価となります。

また、インドネシア語から日本語に翻訳した箇所もあり、的確に表現できていない内容も含まれて

いることをご理解下さい。 

尚、本書の内容はあくまで本事業の成果であり、農林水産省の見解ではないことを申し添えます。 

【免責事項】 

ジャパンプレミアムベジタブル株式会社は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、

あるいは懲罰的損害及び利益の喪失については、一切の責任を負いません。これは、たとえ損害の

可能性について知らされていた場合も同様とします。 
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1. 業務概要 

1.1 業務の背景・目的 

農林水産省では、スマート農業技術を有する国内事業者が、施設園芸作物の消費者ニーズが高い海外の国・地域

に進出し、施設園芸による現地生産ビジネスを展開することを支援するべく、「令和 5年度みどりの食料システム戦略実

現技術開発・実証事業のうちスマート農業の総合推進対策のうちスマートグリーンハウス先駆的開拓推進事業」を実施

している。本調査では経済成長を続け、施設園芸作物の消費者ニーズが高いと考えられるインドネシアにおいて、日本

企業が施設園芸栽培システム、サービスの事業展開を行うことを前提に調査を行うこととする。 

本調査はインドネシアにおいても代表的な施設園芸作物であるトマト、イチゴを対象に、スマート農業事業の展開を

目指す日本企業がインドネシアでの事業展開を検討する上で必要となる情報収集・分析を行い、日本企業の海外展

開推進に貢献することを目的とする。 

  

2. 調査方針 

2.1 調査の観点 

本調査では、日本企業のインドネシアでの事業展開に向けて、「事業化可能性の検討」、「現地法制度・慣習への

対応」、「知的財産の保護」の主に３つの観点から調査を実施した。また、インドネシアにおいて日本品質のトマト栽培

試験、現地教育を実施し、嗜好性調査、事業性調査を実施した。さらにインドネシア周辺国（シンガポール、マレーシ

ア、ブルネイ）でのトマト、イチゴを中心とした市場調査、種苗保護の調査を実施した。 

図表 1「調査の観点」 

調査観点 調査概要 

1.事業化可能性の検討  インドネシアでの事業展開を検討する上で前提として把握するべき動向(イン

ドネシア経済・農業の概況)、農作物生産・流通・販売の実態(サプライチェー

ン、スマート農業の取組事例)などを整理する。 

 インドネシアで事業展開を検討する農作物生産ソリューションの提供先になり

得る市場・顧客候補を整理する。 

2.現地法制度・慣習への対応  外資法人が現地で事業を行う上で遵守するべき法規制・商慣習(事業体設

立に係る規制等)、活用可能な制度(奨励制度等)、その対応方法を整理

する。 

3.知的財産の保護  外資法人が現地で事業を行う上で遵守するべき知的財産流出防止策に関

する日本・インドネシアの法規制・規則、その対応方法を整理する。 
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2.2 調査の進め方 

前述した 3 つの観点に沿って調査を実施するにあたり、Phase1・Phase2 に分けて情報収集を行う。Phase1(20

23年 8月-10月実施)では、主に公開情報から収集可能な情報を把握し、Phase2(2023年 11月-2024年 1

月実施)では、Phase1で把握した情報の深堀および仮説検証に向けて、インドネシア現地でのインタビューを含めた調

査を実施する。本調査については PwC社に委託をおこない調査をおこなった。 

日本品質のトマト生産事業性調査をおこなうためジャカルタ近郊のロイヤルものづくり協同組合で高温多湿地域向け

植物工場を使用した、日本品種のトマト（桃太郎）の栽培をおこなう。 

インドネシア周辺国（シンガポール、マレーシア、ブルネイ）でのトマト、イチゴを中心とした市場調査、種苗保護の調

査では、現地のスーパーを訪問し価格や品質を調査するとともに、政府機関、農業関連事業者を訪問し調査を実施す

る。 

 

2.3 調査項目 

インドネシアにおける日本企業のインドネシアでの事業展開に向けた調査では、前述した 3 つの観点に基づく下記

の項目に沿って情報収集を実施した。 

 

図表 2「調査項目」 

大分類 中分類 小分類 調査項目 

事業化可

能性検討の

検討 

インドネシア経済・産業

概況 

インドネシアの経済概況 国内総生産 

所得階層の変化 

食に関する消費概況 

インドネシアの食品産業概況 食関連サービスの動向 

食品の販売チャネル、小売形態 

インドネシアの農業概況 インドネシア経済全体における

農林水産業の位置づけ 

経済に占める農業の割合 

主要農産物 

農業政策 

インドネシアの園芸作物生産の

概況 

園芸作物の生産 

園芸作物の輸入 

施設園芸市場 

残留農薬基準 

インドネシアの農産物流通・販

売の概況 

サプライチェーン 

農業省の取り組み 

コールドチェーン 

園芸作物生産・流通・

販売に係るインドネシア

国内のプレイヤー 

- 農業生産法人  

農業協同組合  

小売  

レストランチェーン  

商社  

専門商社・卸売業者  
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資材メーカー  

財閥 

競合・連携先・事例 - インドネシアで施設園芸栽培システム導入、農

業生産に参入している企業・事例 

- 日本の公的な支援を受けて東南アジアで食

料、農業関連事業を行った事例 

- その他の事例 

現地法制

度・慣習へ

の対応 

事業体設立に関する規

制・認証 

インドネシアでの事業体の設立

方法 

外資法人の設立手続き 

国際雇用委託サービス 

国際雇用委託事業者 

事業実施に関する規

制・認証・奨励制度 

事業実施に関する規制・認証 外資法人に対する規制業種 

外資法人の土地所有の可否 

外国人就労規制・在留許可 

事業実施に関する奨励制度 外資法人に対する奨励制度 

外資法人を支援する投資促進機関 

外資法人に対する優先事業分野 

園芸作物生産・販売・

流通に関する規制・認

証 

園芸作物生産に関する規制・

認証 

園芸用施設の建築基準 

園芸作物生産における種子申請 

インドネシア国家規格・国際規格 

環境影響評価への対応 

農薬使用制限 

農作物・食品の販売に関する

法規制 

食品関連省庁・法規制 

知的財産の

保護 

日本から種苗の持ち出

しに関する規制 

- 改正種苗法に基づく種苗の持ち出し制限 

インドネシアへの種苗の

持ち込み規制 

- インドネシアにおける品種登録手続き 
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3. Phase1公開情報調査結果 

「事業化可能性の検討」、「現地法制度・慣習への対応」、「知的財産の保護」の主に３つの観点に基づき、前述の

調査項目に沿って把握した情報、およびそれら情報を踏まえたインドネシアでの事業展開におけるポイントを以下に示す。 

 

3.1 事業化可能性の検討 

事業化を検討するにあたって、「施設園芸作物(特にトマトおよびイチゴ)の栽培システム導入」を前提として、インドネ

シアの経済・産業概況(3.1.1 インドネシアの経済・産業概況)、インドネシアの農業全般に係る概況(3.1.2 インドネシ

アの農業概況)を把握した。また、スマート農業を推進する日本企業の製品・サービスの提供先になり得るターゲット市

場・顧客候補を整理(3.1.3 園芸作物生産・流通・販売に係るインドネシア国内のプレイヤー)し、スマート農業を推進

する日本企業の事業と類似するサービスや価値を提供する競合もしくは連携先となりうる企業を事例として把握した(3.

1.4 競合・連携先・事例)。 

 

3.1.1 インドネシアの経済・産業概況 

3.1.1.1 インドネシアの経済概況 調査結果 

■国内総生産 

インドネシア経済は 1997‐1998年のアジア通貨危機以降堅調に成長を続けており、一人当たり名目 GDPは 20

22年時点で 4,788米ドルとなり、同年に高中所得国(upper middle-income country)入りをしている1。一人

当たり名目 GDPは東南アジアの平均と比べて 2倍以上となっており、他の東南アジア諸国と比べても高い経済力を有

している(図表 3)。 

 

図表 3「一人当たり GDP の比較(米ドル)」1 

 
出所：The World Bank Database をもとに PwC が作成 

 

 

1 The World BankDatabank,https://databank.worldbank.org/ 
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■所得階層の変化 

堅調な経済成長の結果、2000年には 30.1％程度であった中間所得層(所得が USD 5,000～34,999の世

帯)が、2020年には 70.3%にまで増加している2。さらに富裕層(保有資産が USD100万を超える個人)の人口も

増加しており、2016年の 54,719人(人口の約 0.02％)から 2021年には 82,012人(同 0.03%)となり、2026

年には 134,015人(同 0.05%)と、10年間で 2倍以上の人数に達すると予測されている3。 

 

図表 4「インドネシアの世帯所得分布」24 

 
出所：経済産業省、医療国際展開カントリーレポートをもとに PwC が作成 

 

■食に関する消費概況 

2018年から 2019年にかけてインドネシアで行われた食に関する購買動向や消費傾向調査によると、中間所得層

のうち、特にジャカルタの所得が USD 6,000以上の世帯には新しいモノ・サービスが浸透し始めており、スーパーマーケッ

ト、コンビニエンスストア、フードデリバリーサービスを利用する世帯も多くなっている。また同所得層において直近 5 年間で、

調理済み食品を購入して自宅で食べる「中食」の頻度が増えたと感じている個人が 26.9％おり、外食、内食(自宅で

調理して食べること)に加えて中食を選択する中間所得層が増加している。加えて年代を問わず健康を意識した食生

活を実践する個人、世帯が増えているほか、インターネットやスマートフォンの普及により SNS等からの食に関する情報

発信が活発になり、食の流行に敏感な消費者が増加している5。食品の消費に関するキーワードとして「持続可能性」、

「環境にやさしい」、「オーガニック」が挙げられ、こうした食生活への志向や食品の選択がトレンドとなっている。また食品を

購入する際の基準として「新鮮さ」、「自然食品」、「フェアトレード」などが上位に挙がっている6。インドネシアではオーガニ

 

2経済産業省、医療国際展開カントリーレポート 新興国等のヘルスケア市場環境に関する基本情報 インドネシア編 https://www.

meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/iryou/downloadfiles/pdf/countryreport_Indonesia.pdf  
3Knight Frank, The Wealth Report 2022, 2022 https://www.knightfrank.com/siteassets/subscribe/the-weal

th-report-2022.pdf  
4世帯所得 500米ドル以下の世帯があるため数値を合計しても 100％にはならない。 
5山田コンサルティンググループ株式会社、2019 インドネシア中間所得層の食に関するレポート、2019 https://s3-ap-northeast-

1.amazonaws.com/ybc/ma/wp-content/uploads/2022/02/28143252/b421f6267bcce74d49ce8b2eb67b5ce0.

pdf  
6Statistia, Food trends in Indonesia – statistics and facts, https://www.statista.com/topics/11447/food-tren

ds-in-indonesia/#topicOverview 
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https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ybc/ma/wp-content/uploads/2022/02/28143252/b421f6267bcce74d49ce8b2eb67b5ce0.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ybc/ma/wp-content/uploads/2022/02/28143252/b421f6267bcce74d49ce8b2eb67b5ce0.pdf
https://www.statista.com/topics/11447/food-trends-in-indonesia/#topicOverview
https://www.statista.com/topics/11447/food-trends-in-indonesia/#topicOverview


 

11 / 117 

 

 

ックの健康食品への関心が高まっており、特にミレニアル世代と Z世代の間でオーガニック健康食品が注目されている。ま

た、インドネシアでは寿司やサラダといった生食への関心も高まっているほか、ユズやコンブチャといった栄養価が高く機能性

の高いとされる健康食品が注目されている7。 

 

3.1.1.2インドネシアの食品産業概況 調査結果 

■食関連サービスの動向 

上述した食に関する消費動向の変化、コロナ禍による食事様式の変化を背景に、フードデリバリー業界が急成長を遂

げている。図表 5 で示すようなオンラインフードデリバリーサービスの拡大とともに、客席・イートインスペースを設けずにフー

ドデリバリーをメインに食事を提供する形式の店舗「クラウドキッチン(Cloud kitchen)」が 2017年以降、年間平均で

6.75%の成長を記録している。 

 

図表 5「インドネシアのオンラインフードデリバリーサービス」58 

サービス名 概要 

GO-FOOD GO-JEK が運営するフードデリバリーサービスアプリ。インドネシアで 2018年―2019年に行

われた調査において、オンラインで食品を購入した経験のある個人の 80.8％が GO-FOOD を

利用したことがあると回答している 5。 

GrabFood 配車アプリ運営企業「Grab」が提供するフードデリバリーサービス。上記の調査においてはオンラ

イン購入経験者の GrabFood利用率は 34.1％であった 5。 

Foodpanda 2014年にシンガポールで設立され、現在はドイツに本社を置く多国籍企業 Delivery Hero

の傘下となっている。アジア 11 か国 400以上の都市でサービスを提供している8。 

出所：各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

インドネシアのデジタル経済は拡大しており、その中でも特に EC が成長をけん引しているとされ、2020年の ECでの

総取引額は 320億米ドルで、2019年に比べて 54％の成長を記録している9。主要 EC のなかでもインドネシア企業

の Tokopedia とシンガポールの IT大手 SEA が運営する Shopee が 2強とされており(図表 6)、食品を含む多くの

商品が取引されている。 

図表 6「インドネシアの主要 EC プラットフォーム」10 

 Tokopedia Shopee BukaLapak Lazada 

月間訪問数(万回) 12,930 12,980 3,537 3,219 

訪問・滞在時間 6分 17秒 6分 18秒 3分 52秒 6分 2秒 

出所：SimilarWeb、JETRO ウェブサイト10をもとに PwCが作成 

 

 

7Rukita ウェブサイト https://www.rukita.co/stories/tren-makanan/#6_Salmon  
8foospanda ウェブサイト https://www.foodpanda.com/about-foodpanda/  
9 Google, TEMASEK, Bain & Company, e-Conomy SEA 2020 

https://nextbn.ggvc.com/wp-content/uploads/2020/11/e-Conomy_SEA_2020_Report.pdf 
10JETRO ウェブサイト https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0302/bcfc2edd39c2966a.html  

https://www.rukita.co/stories/tren-makanan/#6_Salmon
https://www.foodpanda.com/about-foodpanda/
https://nextbn.ggvc.com/wp-content/uploads/2020/11/e-Conomy_SEA_2020_Report.pdf
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0302/bcfc2edd39c2966a.html


 

12 / 117 

 

 

■食品の販売チャネル、小売形態 

インドネシアにおいて食品の販売チャネルとして、小規模小売店(個人商店)、露天商、生鮮市場、屋台などの伝統

的な小売形態と、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなどの近代的な小売形態が挙げられる。生

鮮食品や調味料などは伝統的な形態の店舗から購入されることが多いが、所得階層が高いほど、生鮮食品の購入にお

いてもスーパーマーケットやハイパーマーケットの利用率が高まる傾向にある 5。近代的な小売形態についての詳細は 3.1.

3.3 にて記載する。 

 

3.1.1.3スマート農業事業の展開を目指す日本企業がインドネシア進出する際のポイント 

中・高所得、富裕層の増加に伴い、インドネシアでは今後より一層高品質な商品、サービスへの需要が高まると予想

される。農業関連の事業者においては、品質のみでなく、上記の食品選択の際のキーワードやトレンドに合わせ、「持続

可能性」、「環境にやさしい」、「オーガニック」、「新鮮さ」、「自然食品」、「フェアトレード」などを付加価値とすることで、イ

ンドネシアの中所得以上の消費者に訴求することができるものと考えられる。また、農産物や加工食品の販売先は小売

店のみでなく EC等多様なチャンネルを通じて流通させることで、消費者のニーズにこたえられる可能性があると考えられ

る。 

 

3.1.2 インドネシアの農業概況 

3.1.2.1インドネシアにおける農業の位置づけ 調査結果 

■農業がインドネシア経済に占める割合 

2022年のインドネシア国内総生産のうち農林水産業が占める割合は約 12.4％となっており、製造業、自動車産

業に次ぐ 3番目に高い割合となっている(図表 7)11。また産業別就業者割合についても、農林水産業が 38.7%を占

め、全産業の中で最も高い数値となっている 11。 

 

図表 7 「インドネシアの GDP部門別シェア(％)」11 

 
出所：Statista をもとに PwC が作成 

 

 

11Statista https://www.statista.com/  
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■主要農産物 

インドネシアは、上記の通り国内総生産に占める割合で見ても農林水産業が盛んに行われている国であり、主要農

産物(生産量の多い農産物)はアブラヤシ(パーム油の原料)、コメ、サトウキビ、トウモロコシ、キャッサバ等となっている。

特にパーム油はインドネシアが世界一の生産国で、年間に 4,476万トン(2020年)を生産しており、これは 2位のマレ

ーシアの 2倍以上の生産量となっている。農産物輸出も同様にパーム油が占める割合が非常に高く、2020年のインド

ネシアの農産物輸出総額 366億米ドルの内 50％以上をパームオイルとパーム核油が占めている(図表 8)12。 

図表 8「インドネシアの農産物輸出の内訳(百万米ドル)」12 

 
出所：FAOSTAT をもとに PwC が作成 

 

■農業政策 

インドネシア政府は 2020年に新たな 5か年計画として「農業省戦略計画 2020-2024」を発表した。本戦略計

画では、人材開発、インフラ整備、規制の簡素化、官僚制(による煩雑な手続き)の簡素化、経済変革の 5 つのビジョ

ン(図表 9)のもと、各テーマにおける戦略目標を設定している。また、国民の所得構造変化に伴う食の多様化や食品

嗜好の変化への対応、人口増加や Covid-19の感染拡大に伴う食料安全保障の強化等に向けて、テクノロジーを活

用した農林水産業の産業拡大が方針として示されている13。 

 

図表 9「農業戦略計画 2020‐2024 のビジョン」13 

ビジョン 概要 

1.人材開発 産業協力に支えられた、科学技術を習得し、ダイナミックで生産的、熟練した勤勉でグ

ローバルな人材/労働者を生み出す 

2.インフラ整備 生産地と流通地を結び、観光地へのアクセスを容易にするとともに、新たな雇用を生み

出し、国民経済の付加価値向上を加速するインフラ整備を継続する 

3.規制の簡素化 立法、法改正等により、あらゆる形態の規制を簡素化する 

 

12FAO,FAOSTAT https://www.fao.org/faostat/en/#home  
13インドネシア農業省、農業省戦略計画 2020-2024、2021 https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Draft%20Renstra%2

02020-2024%20edited%20BAPPENAS%20(Final).pdf 

17365 

1331 3004 

2152 

1546 

11227 

パーム油 パーム核油 ゴム 脂肪酸 調整食料品 その他

https://www.fao.org/faostat/en/#home
https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Draft%20Renstra%202020-2024%20edited%20BAPPENAS%20(Final).pdf
https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Draft%20Renstra%202020-2024%20edited%20BAPPENAS%20(Final).pdf
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4.官僚制の簡素化 雇用創出のための投資を優先し、官僚主義による煩雑な手続きや削減する。 

5.経済変革 インドネシア国民の社会正義と国家の繁栄のために、経済を天然資源依存から付加価

値の高い近代的な製造業とサービス業に移行させ、国際競争力を強化する 

出所：インドネシア農業省農業省戦略計画 2020-2024 をもとに PwC が作成 

 

またインドネシア政府は、政府の研究開発とイノベーション活動を統合的に調整するために、Badan Riset dan Ino

vasi Nasional (BRIN) 国立研究イノベーション庁を設立した。BRIN のビジョンは「大統領府の Vision とMission

である“主権、独立、相互協力に基づく個性ある先進的インドネシア”の実現に貢献する、信頼性が高く、専門的で、革

新的な国家研究革新庁となること」であり、このもとに 3 つのミッション(図表 10)を定め、調査・研究・開発等の支援を

行っている14。 

図表 10「国立研究イノベーション庁(BRIN)のミッション」14 

1. 研究、開発、調査、応用、発明、技術革新、全国的な原子力・宇宙総合事業の組織化、および BRIDA(州

レベルの下部組織)の職務遂行を監督・評価するための支援を行う。 

2. 全国的な統合原子力エネルギーおよび宇宙事業の組織における研究とイノベーションのための人材とインフラの

質を向上させ、BRIDAの任務遂行を促進する。 

3. 各研究開発分野における効果的かつ効率的なサービスを組織する。 

出所：BRIN ウェブサイトをもとに PwC が作成 

BRINはテーマ別に 12個の Research Organization(RO)を設置しており、各分野の研究機関を統合すること

でイノベーション、分野間の連携促進を図っている。12個の ROのうちの一つ Agriculture and Food となっており、

農業省の研究機関インドネシア農業研究開発庁(IAARD)から研究者が BRIN に異動した。 

 

 

14BRIN ウェブサイト https://www.brin.go.id/en/page/23/struktur-organisasi  

https://www.brin.go.id/en/page/23/struktur-organisasi
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図表 11「BRIN体制図」14 

出所：BRIN ウェブサイト 

3.1.2.2インドネシアの園芸作物生産の概況 調査結果 

■園芸作物の生産状況 

インドネシア農業省は、園芸、プランテーションなどの農業形態ごとに生産目標を定めており、2022年は園芸作物生

産量 1,203万トンのターゲットに対して 1,314万トンが生産されている。園芸作物の生産はアブラヤシ等の主要農産

物と比較して絶対的な生産量は少ないが、2020年から 2022年に掛けて生産目標、生産量ともに増加している15。

園芸作物による GDP も年々増加しており、2022年には約 281兆 5,000億インドネシアルピア(約 2.7兆円)に達

している(図表 12)16。 

 

 

15インドネシア農業省、KETANGGUHAN PERTANIAN  MENANGKAL  KRISIS PANGAN DUNIA,2023https://epublika

si.pertanian.go.id/pertanianpress/catalog/download/41/31/283?inline=1  
16Statista https://www.statista.com/  

https://epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress/catalog/download/41/31/283?inline=1
https://epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress/catalog/download/41/31/283?inline=1
https://www.statista.com/
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図表 12「園芸作物による GDP(兆インドネシアルピア)」16 

 
出所：Statista をもとに PwC が作成 

 

1.1 業務の背景・目的に記載の通り、本調査においてはインドネシアにおいても代表的な施設園芸作物であるトマト、

イチゴを対象として生産量等の概況を調査した。インドネシアでは年間約 116万 8,000 トン(2022年)のトマトが生

産されており、これは他の園芸作物の生産量と比較しても多く、生産量の多い地域は、北スマトラ州、西スマトラ州、西

ジャワ州、東ジャワ州となっている。イチゴは年間約 2万 8,000 トン(2022年)の生産量にとどまっており、トマトやその

ほかの園芸作物と比較すると生産量は多くない。イチゴの生産はそのほとんどが西ジャワ州で行われており、総生産量の

85%以上の約 2 万 5,000 トンが同州で生産されている17。西ジャワ州がトマトとイチゴの共通する生産地となっており、

同州ではそれ以外にも、タマネギ、ヒヨコマメ、インゲンマメ、キュウリ、カボチャ等の生産が盛んである 17。2022年の各作

物の西ジャワ州における生産量、インドネシア全体での生産量および全生産量に占める西ジャワ州の割合は図表 13

のとおり。 

 

図表 13「西ジャワ州が主要な産地18となっている農産物の生産量(2022年)」17 

 

西ジャワ州の生産量 

(トン) 

インドネシアの生産量 

(トン) 

全生産量に占める西ジャワ

州の割合 

タマネギ 157,968 638,735 24.7% 

ヒヨコマメ 92,165 325,602 28.3% 

インゲンマメ 81,661 360,872 22.6% 

キュウリ 135,520 444,057 30.5% 

カボチャ 102,821 461,804 22.3% 

 

17インドネシア中央統計局「Production of Vegetables by Province and Kind of Plant, 2022」2022 https://www.bps.

go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/eHEwRmg2VUZjY2lWNWNYaVhQK1h4QT09/da_05/

1  
18全生産量に占める西ジャワ州の割合が 20％以上の農産物の一部を抜粋 
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https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/eHEwRmg2VUZjY2lWNWNYaVhQK1h4QT09/da_05/1
https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/eHEwRmg2VUZjY2lWNWNYaVhQK1h4QT09/da_05/1
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イチゴ 25,413 28,895 87.9% 

トマト 272,962 1,168,744 23.4% 

出所：インドネシア中央統計局ウェブサイトをもとに PwC が作成 

 

■園芸作物の輸出 

園芸作物の輸出は量、金額ともに増加傾向にあり、2021年で 45万 6千トン、7億 900万米ドルを輸出してい

る(図表 14)。インドネシア農業省、STATISTIK PERTANIAN 2022 を見ると 2021年で園芸作物輸出量の約 5

8％（約 26万 5千トン）、輸出金額の約 48％(約 3億 3600万米ドル)をパイナップル(特にパイナップル加工品)

が占めており、トマトの輸出は 820 トン、104万米ドルと、量、金額ともに大きな割合ではない（詳細な内訳は同レポ

ートを参照）19。 

 

図表 14「インドネシアの園芸作物輸出量と輸出金額」19 

 
出所：インドネシア農業省 STATISTIK PERTANIAN 2022 をもとに PwC が作成 

 

■園芸作物の輸入 

園芸作物の輸入は量、金額ともに増加しており、2021年で 188万 7千トン、27億 1100万米ドルを輸入してい

る(図表 15)。品目を見ると特にトウガラシ、オレンジ、リンゴ、ブドウ、ナシが増加傾向にある 19。 

 

19インドネシア農業省、STATISTIK PERTANIAN 2022、2022 https://satudata.pertanian.go.id/datasets/publikasi 
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図表 15「インドネシアの園芸作物輸入量と輸入金額」19 

 
出所：インドネシア農業省 STATISTIK PERTANIAN 2022 をもとに PwC が作成 

 

インドネシアがトマトを一定量以上輸入する国はオーストラリアのみであったが、そのオーストラリアからの輸入量も減り

続けて、2020年時点で輸入が殆ど無くなっている(図表 16)20。 

 

図表 16「オーストラリアからのトマト輸入量(トン)」20 

 
出所：FAOFAOSTAT をもとに PwC が作成 

 

 一方、イチゴの輸入は主要な輸入先国 3か国の内、オーストラリアと韓国からの輸入量が増加傾向にあり、アメリカは

2017年から 2019年にかけて減少し、その後 2021年にかけて増加している。特に、韓国からの輸入は 2015年時

点では殆ど無かったが、2021年には 170 トン以上と急激に増加している 20(図表 17)。また輸入単価も増加傾向が

みられるが、特に韓国産のイチゴの価格が上昇しており、2021年では USD14.5/㎏と、オーストラリア、アメリカ産の約

1.5倍になっている(図表 18)21。 

 

20FAO、FAOSTAThttps://www.fao.org/faostat/en/#home 
21年間の輸入金額を年間の輸入量で割った参考単価であり、季節性や個別の品質は考慮していない。 
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図表 17「オーストラリア、韓国、アメリカからのイチゴの輸入量(トン)」20 

 
出所：FAOFAOSTAT をもとに PwC が作成 

 

図表 18「オーストラリア、韓国、アメリカからのイチゴの輸入単価(米ドル/㎏)」20 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

オーストラリア 4.4 - 2.1 6.1 8.8 7.9 8.1 

韓国 3.6 3.3 5.3 9.8 8.8 11.5 14.5 

アメリカ 6.2 7.7 2.8 6.4 8.8 8.4 9.7 

出所：FAOFAOSTAT をもとに PwC が作成 

 

■施設園芸市場 

インドネシアの施設園芸市場は、2021年の 4,624万 7,000米ドルから年平均 6.40%で成長し、2028年には

7,139万 9,000米ドルに達すると推定されている22。Knowledge Sourcing Intelligence のレポートによると、近

年、耕地の縮小、地域の持続可能な製品に対する消費者の需要の高まり、大都市への移住などを背景に施設園芸に

よる農産物生産への投資が急増している23。また同レポートでは、AIなどのテクノロジーの発展に伴い台頭してきたインド

ネシアのアグリテック企業が市場成長の原動力になっており、生産のみならず、サプライチェーン、市場アクセス、農業金融

など様々な面で変革を主導していると述べている。また、施設園芸の中でも特に水耕栽培の分野が高い成長率を見込

まれており、特に温度、湿度、光合成、養分供給などの環境制御を正確にコントロールできる水耕栽培システムは、高

い生産性のみならず環境への影響を最小限に抑えられるという点から、持続可能な方法で生産される食品を求める消

費者の需要を満たすものであると言われている。 

  

 

22本項における「施設園芸」にはガラスハウスやビニールハウスを用いた温室栽培、閉鎖環境での栽培(植物工場)の両方を含む。 
23Knowledge Sourcing Intelligence「Indonesia Indoor Farming Market」 https://www.knowledge-sourcing.co

m/report/indonesia-indoor-farming-market  
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■残留農薬基準 

農林水産省がまとめている 「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」を見ると、インドネシアの農薬ごとの基

準値を見ると「基準値なし」となっているものが多く、これらは残留基準値に依らず使用可能となっている。例えば、トマト

ではリストにある 308 の農薬の内 238 項目が基準値なし、イチゴでは 297 の内 244 が基準値なしとなっている。また、

基準値が設定されているものに関しても、日本の農薬基準と比べると一部を除き日本の方が厳格な基準値となっている

(図表 19)(図表 20)2425。 

 

図表 19「トマトの残留農薬基準の比較(一部抜粋26)」24 

農薬の有効成分 
日本の基準値

(mg/kg) 

CODEX27の基準値

(mg/kg) 

インドネシアの基準値
28(mg/kg) 

1,3-ジクロロプロペン 0.01 - 基準値なし 

4-クロルフェノキシ酢酸 0.1 - 基準値なし 

BHC 0.2 - 基準値なし 

DBEDC 10 - 基準値なし 

DCIP 0.02 - 基準値なし 

DDT 0.2 - 基準値なし 

EPTC 0.1 - 基準値なし 

γ-BHC 2 - 基準値なし 

アイオキシニル 0.1 - 基準値なし 

アクリナトリン 0.5 - 基準値なし 

出所：農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」をもとに PwC が作成 

 

図表 20「イチゴの残留農薬基準の比較(一部抜粋 26)」24 

農薬の有効成分 
日本の基準値

(mg/kg) 

CODEX27の基準

値(mg/kg) 

インドネシアの基準

値(mg/kg) 

1,3-ジクロロプロペン 0.01 - 基準値なし 

2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-PA) 0.1 0.1 基準値なし 

4-クロルフェノキシ酢酸 0.02 - 基準値なし 

BHC 0.2 - 基準値なし 

 

24農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_ki

sei.html  
25残留農薬基準値は各国のweb サイト等各種情報に基づいて農林水産省が作成しているが、正確性を保証するものではない 
26アルファベット順に最初の 10項目を 
27CODEX(コーデックス)委員会は、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的とする国際的な政府間機

関であり、国際食品規格の策定等を行っている。 
28インドネシアの残留農薬基準は、規制する農薬と基準値をリスト化しそれ以外は使用可とする、いわゆるネガティブリストになっている。 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html
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DBEDC 20 - 基準値なし 

DDT 0.2 - 基準値なし 

EPTC 0.1 - 基準値なし 

γ-BHC 2 - 基準値なし 

アイオキシニル 0.1 - 基準値なし 

アクリナトリン 0.3 - 基準値なし 

出所：農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」をもとに PwC が作成 

 

3.1.2.3インドネシアの農産物流通・販売の概況 調査結果 

■サプライチェーン 

インドネシアにおける農産物の出荷・流通ルートは品目や品質(売り先)によって若干異なるものの、集荷業者や仲買

人を経て伝統的な市場やスーパーマーケットに並ぶことが多い29。園芸作物は、ある程度保存できる米等の穀物とは異

なり鮮度を長期にわたって保持することが難しいため、出荷施設が未整備な状態では、収穫後できるだけ早く流通・取

引を行う必要がある。 

 

■農業省の取り組み  

農業省は農産物の効率的な取引、生産者の所得向上を目指し、生産出荷施設アグリビジネス・サブターミナル(Sta

siun Terminal Agribisnis: STA)の整備を進めている。STA は農家からの作物を集荷し、倉庫での保管や選果を

行ったうえで、商人への販売チャネルとして機能することが想定されており、保冷倉庫、選果場、包装スペース等が用意さ

れ、それらが民間業者に貸し出される。保冷倉庫を備えることで、近代的なスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホテ

ル、レストランなどへの高品質品の出荷も行える。また、選果を通じて、農民に対してマーケットが受け入れる品質基準が

いかなるものかを認識させる役割もあるとされている30。 

 

■コールドチェーン 

コールドチェーン物流に関して、インドネシアの冷凍冷蔵食品消費は増加しており、B to B、B to Cの取引においてコ

ールドチェーン物流サービスの需要が高まることが予想されている。インドネシアの冷凍冷蔵食品の消費量は上昇傾向で

推移しており、2025年には 2020年比で約 30％増加すると予測されている。ECの利用拡大と若者の都市への流

入による生活様式の変化等の要因により B to C のコールドチェーンの需要も非常に高まっている。インドネシアにおける

コールドチェーン広範なコールドチェーン物流の実現に向けた課題としてトラックドライバー、倉庫作業員などの物流従事

者の作業品質(手技、知識)、物流現場のオペレーション不備が挙げられる。また島嶼国であるため輸送方法がトラック、

飛行機、船舶など多岐にわたり、コールドチェーンの結節点が多く貨物を輸送する際にコールドチェーンの切れ目が生じや

 

29農林水産省、インドネシアにおける生鮮青果物流通の課題 https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_ch

ain/attach/pdf/1130haifu_gfvc-9.pdf  
30農林水産省、インドネシアにおけるフードバリューチェーン構築の 枠組作りのための生産・流通・投資環境調査 https://www.maff.

go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/document/area/attach/pdf/asean-44.pdf 

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/attach/pdf/1130haifu_gfvc-9.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/attach/pdf/1130haifu_gfvc-9.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/document/area/attach/pdf/asean-44.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/document/area/attach/pdf/asean-44.pdf
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すい環境にあるなど、物流インフラの整備は未だ十分ではない31。B to B 分野のコールドチェーン物流サービスに関する

国家規格がないことも課題の一つで、現在策定を検討している。これに対し日本の国土交通省は、日本式コールドチェ

ーン物流サービス規格の(JSA-S1004)の ASEAN への普及を図っており、その一環としてインドネシアにおける同規格

普及に向けたアクションプランを策定している。 

 

3.1.2.4スマート農業事業の展開を目指す日本企業がインドネシア進出する際のポイント 

国内総生産に占める割合が高く就業人口も多いことから、インドネシアにおいて農林水産業の重要性は非常に高い。

特にアブラヤシ、パーム油の生産量、輸出額も他の農産物に比べて非常に多いことから、アブラヤシの生産・加工がイン

ドネシアの基幹産業であることが伺える。 

農業政策においては食の多様化や嗜好の変化への対応、テクノロジーを活用した農林水産業の拡大も方針として示

されている。このことから先進的な技術を活用した農業によって変化する国内の需要を満たすこと(今後需要が高まるで

あろう高品質の園芸作物を、テクノロジーを活用して生産・販売すること)はインドネシアの農業政策と合致しており、そう

した事業は実施の妥当性、必要性が高く、将来的なニーズもあるものと考えられる。 

インドネシアにおいて園芸作物の生産は、過去の統計データ等から今後も増加していくことが予想されている。施設園

芸に関しても同様に生産量、金額ともに伸びていくことが予想されるが、特に環境制御技術を用いた水耕栽培への移行

が増加していくことが予想される。トマトとイチゴ、キュウリに関しては西ジャワ州が共通する生産地となっており、首都ジャカ

ルタとの距離も近く輸送にかかる時間、コストの面での優位性があることから、この地域でさらなる産地、流通網の形成が

進む可能性がある。インドネシアの園芸作物の輸入金額は上昇傾向にあるが、輸入量が横ばい、微減している年でも

輸入金額が増加していることから、高価格の園芸作物に対する需要が伸びている可能性も考えられ、実際にイチゴの輸

入単価は上昇傾向にある。2021年でのイチゴの 1㎏あたりの輸入単価(図表 18)は、各国からの輸入イチゴと競合

する品質のイチゴ生産をインドネシアで行う際の出荷価格の目安になりうる。園芸作物に関する調査から、例えば西ジャ

ワ州などジャカルタから距離の近い地域において輸入農産物と同等以上の品質、付加価値かつ同等以下の価格の農

産物を生産することで、輸入農産物を代替しその市場を獲得できる可能性がある。残留農薬の基準値に関しては日本

に比べて厳格ではないものの、実際の使用に関しては現地のガイドラインや、市場での入手可能性(もしくは販売規制)、

特定の農薬の使用による生産物の市場価値への影響等を考慮する必要があると考えられる。 

インドネシアにおけるサプライチェーンに関する取り組みは、政府のものであっても STAのような事例ベースのものに限ら

れるが、STA の例のように効率的な取引(サプライチェーンの短縮)を行うことによって価格交渉力を高めたり、農産物の

販売価格を上げたりすることができると考えられる。また今後インドネシアにおいても日本式のコールドチェーン構築にむけ

た取り組みが加速する可能性もあり、農産物の輸送における活用も期待される。 

  

 

31 現代文化研究所、ASEAN におけるコールドチェーン物流サービスの展開に関する調査報告書 https://www.global-marketin

g-labo.jp/column/?id=1654155874-989336 https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001610

291.pdf  

 

https://www.global-marketing-labo.jp/column/?id=1654155874-989336
https://www.global-marketing-labo.jp/column/?id=1654155874-989336
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001610291.pdf
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001610291.pdf
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3.1.3 園芸作物生産・流通・販売に係るインドネシア国内のプレイヤー 

上記調査結果から、トマト・イチゴの生産を念頭に一般的な園芸作物の開発から消費のサプライチェーンを整理した。

基本的な構造として生産段階である農業生産法人/中小規模生産農家から集荷商人/農業協同組合/卸売商人に

よる出荷、流通を経て小売店に並び、消費者に届くことを図示している(図表 21)32。 

 

図表 21 「インドネシアにおける園芸作物のサプライチェーン」32 

 
出所：SPEEDA農業、専門食品業界(インドネシア)等を PwC作成 

 

市場、顧客を検討するにあたっては、スマート農業を推進する日本企業が提供する栽培システムを導入する農業生

産法人(生産農家)が一義的なターゲットとなると考えられる。また、1件当たりの規模は小さい中小生産農家に関して

も、複数の生産農家が所属する農業協同組合や、その支援を行う農村協同組合(KUD,詳細は後述)を通じてターゲ

ットの候補とすることも考えられる。加えて、サプライチェーン上の生産以外を主たる事業として行っている企業が生産法

人を立ち上げ、農産物の生産に参入することも考えられるため、その可能性のある農業資材メーカー、小売り、レストラン

チェーン、商社等もターゲットの候補とし、調査結果を下記の項目で記載する。加えて、新規参入のみではなく、それらの

事業者と提携して取引関係のある生産法人や生産農家にアプローチすることも検討する。図表 22 に記載のとおり、小

売、レストランチェーン等は商品や原材料としての農産物を生産者や農業生産法人から直接調達しているケースもある

と考えられる。その場合、商品や原材料の品質安定化・向上に向けて、小売、レストランチェーンから取引のある生産者

や生産法人に対してスマート農業を推進する日本企業の栽培システム導入を促す可能性がある。そのため、これに該当

する属性の企業である小売とレストランチェーンに関しては、農業生産に新規参入するプレイヤーとしてのみでなく、取引

先の生産者、生産法人にアプローチするための連携先という観点からもターゲット候補として検討する。 

 

32SPEEDA https://jp.ub-speeda.com/ 

https://jp.ub-speeda.com/


 

24 / 117 

 

 

図表 22「各プレイヤーを顧客候補とする理由」 

出所：PwC が作成 

 

3.1.3.1農業生産法人 

まずインドネシアの農業生産法人を、売り上げ規模を基準にリストアップした。大規模の農業生産法人は多くが、アブ

ラヤシ、ゴム、カカオ、林業等のプランテーションを運営する企業であったため、施設園芸を行う農業生産法人を追加で調

査し、リストに追加した(図表 23)。施設園芸を行う農業生産法人は、西ジャワ州等ジャカルタに近い地域に生産圃場

を持つ農業生産法人が多い傾向にある。 

 

属性 事業概要 顧客候補とする理由 

農業生産

法人 

農産物の生産、

農場経営を行う企

業 

既に農産物生産を行っていることから、新しい栽培システムを導入する障壁が低い

のではないかと考えられる。システムの導入を通じて、生産性の向上や品質安定

化・向上に伴う収益改善の余地がある。 

農業協同

組合 

生産者のグループ

およびその支援団

体 

参画している生産農家に対して栽培システムを導入するために、組合としてシステ

ムを購入する可能性がある。 

小売 スーパーマーケッ

ト、GMSの運営 

小売データ等から自社で把握している消費者ニーズに沿った農産物を効率的に調

達するために、自社で農産物生産を行う可能性がある。農産物の調達を契約農

家等から行っている場合、生産効率の向上や品質安定化・向上に向けて、その契

約農家に対して栽培システム導入を促す可能性がある。 

レストランチ

ェーン 

レストラン、専門店

の運営 

消費者のニーズに沿った農作物(材料)を効率的に調達するために、自社で農作

物生産を行う可能性がある。農産物の調達を契約農家等から行っている場合、

生産効率の向上や品質安定化・向上に向けて、その契約農家に対して栽培シス

テム導入を促す可能性がある。 

商社 国内外の物流 取引先の小売、外食チェーン等のニーズに沿った農産物を効率的に調達するため

に、自社で農産物生産を行う可能性がある。取引先の小売、外食チェーン等が

農産物の調達を契約農家等から行っている場合、生産効率の向上や品質安定

化・向上に向けて、取引先を通じて契約農家に栽培システム導入を間接的に促

す可能性がある。 

専門商社・

卸売業者 

各商材の卸売販

売 

同上 

資材メーカ

ー 

農業用資材の販

売 

農業関連の商材を扱っていることから農産物生産のノウハウを持っている可能性が

高く、農産物生産の収益性や事業としての将来性等によっては、農産物生産に

参入する余地がある。農業資材の提供を行っている農業生産法人に対して、生

産性の向上や品質安定化・向上のため栽培システムを紹介する可能性がある。 
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図表 23「インドネシアの農業生産法人」32 

No 会社名 事業内容 取扱作物 活動地域 

1 PT Sinar Mas Agro 

Resources & Technology 

Tbk 

アブラヤシプランテーションの

運営、パーム油加工 

アブラヤシ ジャカルタ、ジャワ島、ス

マトラ島、カリマンタン島

各地 

2 PT Barito Pacific Tbk プランテーション、鉱業、不動

産、貿易、再生可能エネル

ギー、運輸事業を行う 

アブラヤシ ジャカルタ 

3 PT Astra Agro Lestari Tbk アブラヤシのプランテーションを

栽培し、複数のアブラヤシ工

場を運営 

アブラヤシ ジャカルタ、スラウェシ島、

カリマンタン島、スマトラ

島各地 

4 PT Salim 

IvomasPratamaTbk 

アブラヤシのプランテーションを

栽培し、複数のアブラヤシ工

場を運営 

アブラヤシ ジャカルタ、ジャワ島、ス

ラウェシ島、カリマンタン

島、スマトラ島各地 

5 PT PP London Sumatra 

Indonesia Tbk 

アブラヤシ、ゴム、カカオ、チャ

のプランテーション、加工を行

う 

アブラヤシ、ゴ

ム、カカオ、チャ 

メダン、北スマトラ州、南

スマトラ州、西ジャワ州、

東ジャワ州、東カリマンタ

ン州、南スラウェシ州、北

スラウェシ州 

6 PT Jaya Agra Wattie Tbk アブラヤシとゴムのプランテー

ション、加工を行う企業 

アブラヤシ、ゴ

ム 

南カリマンタン、ジャワ島

(備考欄) 

7 PT Bumi 

TeknokulturaUnggulTbk 

カカオの加工会社 カカオ ジャカルタ、バンテン州

(ジャワ島西部) 

8 PT Toba Pulp Lestari Tbk パルプメーカー。プランテーショ

ンの管理、製紙を行う 

- 北スマトラ、スマトラ島各

地 

9 GUNUNG SLAMAT, PT (非上

場) 

紅茶、緑茶等の製造販売、

チャのプランテーションを行う。

約 6000ha を所有 

チャ 西ジャワ州、ジャワ島各

地 

10 PT. AGRO ABADI 

CEMERLANG (非上場) 

アブラヤシのプランテーション

運営 

アブラヤシ 
 

11 Gemilang Makmur Subur, 

PT (非上場) 

アブラヤシのプランテーション

運営 

アブラヤシ 西カリマンタン 

12 TRIMITRA LESTARI, PT (非

上場) 

アブラヤシのプランテーション

運営 

アブラヤシ スマトラ中部、カリマンタ

ン 

13 PT. TUNGGAL AGATHIS 

INDAH WOOD INDUSTRIES 

林業、木材加工 － ジャカルタ 

14 PT. PERUSAHAAN 

PERSEROAN (PERSERO)PT. 

PERKEBUNAN NUSANTARA 

プランテーション、アグロツーリ

ズム 

アブラヤシ、ゴ

ム、カカオ、チ

ャ、コーヒー 

メダン、北スマトラ州 
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III 

15 PT. SALIM IVOMAS 

PRATAMA TBK 

林業、木材加工 － ジャカルタ 

16 PT. AGRA BAREKSA 

INDONESIA 

林業、木材加工 － ジャカルタ 

17 PT. GREAT GIANT 

PINEAPPLE 

世界最大級のパイン加工工

場。 

パイナップル ジャカルタ 

18 PT. ERNA DJULIAWATI 林業、木材加工 － ジャカルタ 

19 PT. INTRACAWOOD 

MANUFACTURING 

林業、木材加工 － Kota Tarakan 

20 PT. BAKRIE SUMATERA 

PLANTATIONS TBK 

林業、木材加工 － ジャカルタ、北スマトラ

州、西スマトラ州、ジャン

ビ州 

21 PT. DJAJANTI NUSANTARA 林業、木材加工 － ジャカルタ 

22 PERUSAHAAN UMUM 

PERHUTANI 

林業、木材加工、エコツーリ

ズム、アグロフォレストリー(コ

メ、コーン、砂糖、コーヒー) 

コメ、コーン、

砂糖、コーヒー 

ジャカルタ、東ジャワ州、

西ジャワ州、中部ジャワ

州 

23 PT. SAMPOERNA AGRO 

TBK 

アブラヤシ加工、苗木生産 アブラヤシ ジャカルタ 

24 PD. PAYA PINANG パームオイル、ゴムのプランテ

ーション 

アブラヤシ、ゴ

ム 

北スマトラ州 

25 PT. PERKEBUNAN 

NUSANTARA XI (PERSERO) 

サトウキビ、テンサイのプランテ

ーション 

サトウキビ、テ

ンサイ 

スラバヤ、東ジャワ州 

26 PT. SAWIT SUMBERMAS 

SARANA TBK 

アブラヤシのプランテーション、

加工 

アブラヤシ ジャカルタ、カリマンタン島 

27 PT. PG KREBET BARU サトウキビ、テンサイのプランテ

ーション、加工 

サトウキビ、テ

ンサイ 

マラン、東ジャワ州 

28 PT. PAMOR GANDA 林業 － ベンクル(スマトラ島西海

岸) 

29 PT. HASFARM PRODUCTS 

LTD. 

花卉栽培、加工、販売 花卉 ジャカルタ 

30 Wanosari Farm 園芸作物栽培、販売 トマト ジャカルタ 

31 Batamindo Green Farm 園芸作物栽培、販売 トマト 西ジャワ州 

32 Amazing Farm 

(PT Momenta Agrikultura) 

園芸作物栽培、販売 トマト 西ジャワ州 

33 Forever Green Hydroponic 

Farm 

園芸作物栽培、販売 トマト ジャカルタ 

34 AKG FARM 園芸作物栽培、販売、アグ 葉物野菜 西ジャワ州 
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ロツーリズム 

35 ag@mhydroponik 園芸作物栽培、販売 葉物野菜 リアウ諸島州 

36 The Farmhill 園芸作物栽培、販売 メロン、トマト 中部ジャワ州 

37 Beleaf Farm 園芸作物栽培、販売 葉物野菜、 

トマト 

西ジャワ州 

出所：SPEEDA、各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

No30-37の施設園芸作物の栽培と販売を行う農業生産法人は、温室、養液栽培、環境制御等を行う近代的な

栽培手法を用いている法人も多い(図表 24は No32Amazing Farmのウェブサイト33から引用)。 

 

図表 24「施設園芸栽培を行う農業生産法人 イメージ」 

 
出所：Amazing Farm ウェブサイト 

 

3.1.3.2農業協同組合 

インドネシアの代表的な農業協同組合である「農村協同組合(KUD)」は、国レベルに Induk KUDが設置され、州

レベルの Pusat KUDが現在 31存在している。複数の村ごとに１つの KUD(組合店舗)がおかれ、農産物の販売事

業、農薬・肥料の購買事業、組合員への融資、農業技術指導等多岐にわたる業務を行っている。この複数村ごとの K

UD に個人の農家あるいは農家グループがアクセスしている。 

 

図表 25「インドネシアの農業協同組合」34 

No 名前 事業内容 取扱作物 活動地域 

1 農村協同組合(KUD) 農産物の販売事業、農薬・肥料の

購買事業、組合員への融資、農業

技術指導等多岐にわたる業務を行

っている。 

－ インドネシア各地 

2 Sugih Mukti JICA の「インドネシア国官民協力 トマト等 ジャカルタ、西ジャ

 

33Amazing Farm ウェブサイト https://www.amazingfarm.com/?lang=en 

https://www.amazingfarm.com/?lang=en
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3 Mujagi による農産物流通システム改善プロ

ジェクト」34の対象農家グループのう

ち、プロジェクトにおいてトマトを生

産、販売したグループ。 

ワ州 

4 CikandangAgro, Yosen 

5 HitdaMandiri 

6 Mukti Tani Jando 

7 Barokha Kurnia Tani 

8 Mekar Tani 

9 Lyco Farm 

10 Sinar Mukti 

11 Jual Sapi di 

SamarindaPetaniBinaan Bank 

Indonesia 

ハラル牛の生産を行う組合 
 

東カリマンタン州 

12 Young Farmer Farm 畜産、加工販売を行う組合 
 

西ジャワ州 

出所：JICA報告書等をもとに PwC が作成 

 

3.1.3.3小売 

インドネシア・日本の小売企業を、売り上げ規模等を基準にリストアップした(図表 26)。 

 

図表 26「インドネシアの小売企業」32 

No 会社名 事業内容 業態 

1 PT Multipolar Tbk PT Matahari Putra Prima Tbk を傘下

に持つ投資持ち株会 

GMS 

2 PT Matahari Putra Prima Tbk 190店舗以上の店舗(mini-market 含

む)を持つ小売業者。  

GMS 

3 PT Hero Supermarket Tbk スーパー24店舗、ドラッグストア 300店舗、

IKEA7店舗を運営する小売業者。 

GMS 

4 PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk アパレル Ramayana104店舗とスーパー

Robinson を 73店舗運営する小売企

業。 

GMS 

5 TRANS RETAIL INDONESIA, PT  Transmart,Carrefour を運営 GMS 

6 CARREFOUR INDONESIA, PT  Carrefourのフランチャイザー(直営からは

2012年に撤退) 

GMS 

7 LOTTE SHOPPING INDONESIA, PT  － GMS 

8 PT Supra Boga Lestari Tbk ブランド Ranch Market, Farmers 

Market等を計 70店舗運営する小売企

業。 

食品スーパー 

 

34JICA インドネシア国官民協力による農産物流通システム改善プロジェクト業務完了報告書、2021 https://libopac.jica.go.jp

/images/report/P1000044981.html  

https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000044981.html
https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000044981.html
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9 Alfa RetailindoTbk コンビニエンスストア Alfamart を運営する小

売企業。BtoB も行う 

食品スーパー 

10 P.T. LION SUPER INDO  スーパーマーケットブランド SuperINDO 食品スーパー 

11 AEON MALL 大型のショッピングモールを 5店舗運営 GMS 

12 Papaya Fresh Gallery(パパイヤフレッシュ

ギャラリー 

ジャカルタで 4店舗を展開する日系スーパー 食品スーパー 

13 

COSMO 

南ジャカルタで 1店舗のみ展開の日本食ス

ーパー 

食品スーパー 

14 Jakaichi Mart(じゃかるた市場) 南ジャカルタで 1店舗のみ展開の日本食ス

ーパー 

食品スーパー 

出所：SPEEDA、各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

3.1.3.4レストランチェーン 

インドネシアのレストランチェーンを図表 27の通り記載する。またスマート農業を推進する日本企業の事業を念頭に、

一定量のトマト・イチゴの需要があると考えられる専門店(No 14-16)も記載した。 

 

図表 27「インドネシアのレストランチェーン」32 

No 会社名 事業内容 

1 Champ Resto Indonesia Tbk, 

PT 

日本食、フレンチベーカリーなど多くのブランドを運営 

2 C.V. SARI RASA NUSANTARA Sarirasa グループ。インドネシア料理のレストラン運営、ケータリング

サービスを提供している。 

3 Aneka Oasis Indah, PT - 

4 Eatertainment Indonesia, PT - 

5 Eatwell Culinary Indonesia, PT 日本食、中華、インドネシア料理のレストランを運営 

6 JUN NJAN RESTAURANT 中華、シーフードレストラン 

7 KAZASUKI RESTAURANT - 

8 Ming Cipta Rasa, PT - 

9 OASIS RESTAURANT 高級インドネシア料理レストラン 

10 PAREGU RESTAURANT - 

11 Prima Cipta Lestari, PT - 

12 PT. PENDEKAR BODOH - 

13 Ta Wan Restaurant 中華料理レストランチェーン 

14 SALADSTOP! サラダバー 

15 SERASA SALAD サラダバー、ドレッシング製造 

16 Salad Point ID サラダバー 

出所：SPEEDA、各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 
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3.1.3.5総合商社 

インドネシアの総合商社を、売り上げ規模等を基準に図表 28のとおりリストアップした。食品を取り扱う総合商社は

あるものの、トマトやイチゴ等の園芸作物を扱う総合商社は含まれないため、より小規模な専門商社、卸売業者が施設

園芸作物の流通を担っている可能性が高い。 

 

図表 28「インドネシアの総合商社」32 

No 会社名 事業内容 取扱商材 活動地域 

1 P.T. ITOCHU INDONESIA 伊藤忠商事のインドネシア支社 － ジャカルタ,ス

ラバヤ 

2 P.T. SUMITOMO 

INDONESIA 

工業製品のほか、農産物、食品

も取り扱う 

穀物、砂糖、バナナ、

食用鶏、水産物 

ジャカルタ 

3 P.T. MITSUI INDONESIA 国内、海外物流事業に係る各種

サービスを行う総合商社 

－ ジャカルタ、

西ジャワ州 

4 P.T. SOJITZ INDONESIA 物流に加えエネルギー、都市開発

事業も行う 

－ ジャカルタ 

5 P.T. SUMBER SETIA 

ABADI 

住宅用建材等を扱う総合商社 住宅用建材 ジャカルタ 

6 BERDIKARI, CV 電子機器等を扱う総合商社 電子機器 東ジャワ州 

7 P.T. TARGET PRIMA 

LESTARI 

医薬品、健康食品等を扱う 医薬品、健康食品 ジャカルタ 

8 P.T. PELITA SATRIA 

PERKASA   

総合物流事業 － 中部ジャワ

州 

9 P.T. FANINDO 

CHIPTRONIC 

化学品、化学研究機材等を扱う

商社 

化学品、化学研究機

材 

リアウ(スマト

ラ島中部) 

10 P.T. SWISS NIAGA 

INTERNASIONAL 

石炭、鉄鋼製品、燃料を扱う商

社 

石炭、鉄鋼製品、燃

料 

ジャカルタ 

11 P.T. ANEKA DIMARCO 家庭用電子機器部品、美容製

品等を扱う総合商社 

家庭用電子機器部

品、美容製品 

ジャカルタ 

12 P.T. DUTA PERMATA 

MURNI  

テキスタイル、紙、電池、衛生用

品、食用油、コメ、砂糖等を扱う

商社 

コメ、砂糖、パームオイ

ル、マーガリン 

ジャカルタ 

13 P.T. PERUSAHAAN 

DAGANG DAN INDUSTRI 

ARGAPURA   

工業製品の物流のほか、自動車

部品の製造も行う 

工業製品、自動車部

品 

ジャカルタ 

14 P.T. KONDO 

INTERNATIONAL   

化学製品、食品、肥料を扱う商

社 

スパイス、肥料、コメ

(日本米) 

ジャカルタ 

15 P.T. SANDVIK 

INDONESIA  

掘削用機器等を扱う総合商社の

インドネシア支店 

掘削機 ジャカルタ 

16 P.T. DAYA PIONEER 動力機械を扱う商社 動力機械(小型船舶 ジャカルタ 
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INTERNATIONAL   エンジン、ローバー) 

17 P.T. TUNAS WIJAYA 

SAKTI   

電子機器等を扱う総合商社 電子機器 ジャカルタ 

18 P.T. UCHIMURA 

INDONESIA   

ゴム製品、レジン製品等を扱う商

社 

ゴム製品、レジン ジャカルタ 

19 P.T. PERUSAHAAN 

PERDAGANGAN 

INDONESIA   

自動車用化学品、研削・切断用

砥石、工業用ホッチキスの製造 

自動車用化学品 

 研削・切断用砥石 

ジャカルタ 

20 P.T. NAGASE IMPOR 

EKSPOR INDONESIA   

長瀬産業(化学系専門商社)の

子会社で、物流事情を行ってい

る。 

－ ジャカルタ 

21 PT Akbar Indo Makmur 

StimecTbk 

石炭交易を主たる事業として行う － ジャカルタ 

22 THE INDONESIA 

TRADING COMPANY   

木製家具、手工芸品を扱う商社 木製家具、手工芸品 バリ 

23 P.T. RAJAWALI NUSINDO   小麦粉やパン粉等の食品も扱う

総合商社 

小麦加工品、調味料 ジャカルタ 

出所：SPEEDA、各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

3.1.3.6専門商社・卸売業者 

インドネシアの農産物専門商社・卸売業者の一部を図表 29のとおり記載した。 

図表 29「インドネシアの農産物専門商社・卸売業者」32 

No 会社名 事業内容 取扱商材 活動地域 

1 PT 

BuyungPoetraSembadaTbk 

農産物卸売 － ジャカルタ 

2 P.T. MEGA ELTRA 農産物卸売 － バンテン州 

3 P.T. ASAL JAYA 農産物卸売 － 東ジャワ州 

4 AGRICO INTERNATIONAL, 

PT 

穀物、飼料、油脂原料をメインに扱う 穀類、飼料、

油脂原料 

ジャカルタ、

東ジャワ州 

5 P.T. DAKAI IMPEX 農産物卸売 － 東ジャワ州 

6 P.T. SINAR UNIGRAIN 

INDONESIA 

穀物をメインで扱う 穀類 東ジャワ州 

7 LIKA DAYATAMA, PT 落花生を取り扱う食品卸 落花生 東ジャワ州 

8 PT. ALAMANDA SEJATI 

UTAMA 

近隣国への農産物輸出 野菜、果物、

花卉、キノコ

等 

西ジャワ州 

出所：SPEEDA、各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 
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3.1.3.7農業資材メーカー 

農業資材メーカーは肥料、農薬、種苗、農業施設の建材等を製造し、直接あるいは代理店等を通じ農業生産法

人や農業協同組合、生産農家に販売を行う企業を指す。売上規模等を基準に図表 30 の通りリストアップした。 

図表 30「インドネシアの農業資材メーカー」32 

No 会社名 事業内容 所在地 

1 PT BISI International 

Tbk 

農産物の栽培・卸売、農業遺伝子工学の研究開発、肥料・

農薬の卸売、種子の開発 

東ジャワ州 

2 ASD-Bakrie Oil Palm 

Seed Indonesia, PT 

種子の研究、種子生産、加工販売、マーケティング ジャカルタ 

3 BRANITA SANDHINI, 

PT 

- ジャカルタ 

4 MONAGRO KIMIA, PT - ジャカルタ 

5 P.T. DU PONT 

INDONESIA 

農薬販売、スマートテクノロジー、電気自動車、上水技術 ジャカルタ 

6 P.T. TANINDO 

INTERTRACO 

- ランプン州 

7 PT. EAST WEST SEED 

INDONESIA 

野菜種子の生産、供給 西ジャワ州 

8 PT. PRIMASID 

ANDALANUTAMA 

- ジャカルタ 

9 SYNGENTA 

INDONESIA, PT 

種子の開発・生産・提供 ジャカルタ 

10 PT Indo 

AcidatamaTbk 

化学肥料の製造、販売 中部ジャワ州 

11 HARINA CHEMICALS 

INDUSTRI, PT 

化学肥料と農薬の製造、販売 ジャカルタ 

12 Rolimex Suburin 

HutaniPersada, PT 

- ジャカルタ 

13 Agrifam 温施設園芸資材、栽培システムの販売 西ジャワ州 

出所：SPEEDA、各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

3.1.3.8財閥 

インドネシアの財閥企業は図表 21で図示したサプライチェーン上のいずれかにのみ該当するものではないが、多岐に

わたる事業を行っており、新規分野への参入も行っている。また、傘下の子会社に農業生産法人、小売りやレストランチ

ェーンを持つケースもあることから、売り上げ規模の大きい財閥のうち、農業生産、食品小売り、外食事業を行う(あるい

は子会社を持つ)ものを図表 31 のとおり記載する。 
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図表 31「インドネシアの財閥企業」 

財閥名 子会社名 事業内容 

Astra International PT ASTRA AGRO LESTARI TBK  アブラヤシのプランテーション 

Bakrie Group PT. Bakrie Sumatera Plantations 

TBK 

アブラヤシのプランテーション 

Barito Pacific PT Royal Indo Mandiri アブラヤシのプランテーション 

CT Corp  ― バスキン・ロビンス、ウェンディーズなどのファス

トフード店の運営 

TRANS RETAIL INDONESIA, PT  カルフールの店舗運営 

Lippo Group Matahari Putra Prima ハイパーマート運営 

Royal Golden Eagle  Asian Agri アブラヤシのプランテーション 

Apical パーム油の精製 

Salim Group Indofood Sukses Makmur Tbk PT 総合食品会社 

Sinar Mas Group Golden Agri-Resources Ltd.  アブラヤシのプランテーション 

Harita Group ― アブラヤシのプランテーション 

Hasnur Group PT Hasnur Citra Terpadu 

PT Barito Putera Plantation 

アブラヤシのプランテーション 

Rajawali Corpora EAGLE HIGH PLANTATIONS アブラヤシのプランテーション 

出所：各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

3.1.3.9 リストアップを踏まえた顧客候補の絞り込み 

調査の結果、スマート農業を推進する日本企業の顧客候補企業として 100社以上がリストアップされたたが、今後

アプローチ等を行う上で、絞り込みを検討する必要がある。絞り込みの条件や基準によって最終的な候補者数は変わっ

てくるが、図表 32 に絞り込みの考え方の一例を示す。なお、図表 33 においては、小売、レストランチェーンは“自社で

農業生産に参入するケース”のみを記載している。また、図表 22 に記載の通り、小売、レストランチェーン等の企業につ

いては、自社で参入するケース以外に“契約農家にアプローチするケース”も検討可能であり、その場合の候補企業を図

表 34 に示す。 
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図表 32「顧客候補絞り込みのイメージ」 

 
出所：PwC が作成 

図表 33「候補企業ショートリスト案」 

 

企業名 事業内容 

農業生産

法人 

Batamindo Green Farm 園芸作物栽培、販売(トマト) 

Amazing Farm 

(PT Momenta Agrikultura) 

園芸作物栽培、販売(トマト) 

Forever Green Hydroponic 

Farm 

園芸作物栽培、販売(トマト) 

The Farmhill 園芸作物栽培、販売(メロン、トマト) 

Beleaf Farm 園芸作物栽培、販売(葉物野菜、トマト) 

小売 PT Matahari Putra Prima Tbk 190店舗以上の店舗(Hypermart ,mini-market等)を持

つ 

PT Hero Supermarket Tbk スーパー24店舗、ドラッグストア 300店舗、IKEA7店舗を運

営 

PT Ramayana Lestari 

Sentosa Tbk 

アパレル Ramayana104店舗とスーパーRobinson を 73店

舗運営 

TRANS RETAIL INDONESIA, 

PT 

Transmart,Carrefour を運営 

LOTTE SHOPPING 

INDONESIA, PT 

Lotte Martの運営 
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PT Supra Boga Lestari Tbk ブランド Ranch Market, Farmers Market等を計 70店

舗運営 

Alfa RetailindoTbk コンビニエンスストア Alfamart を運営。BtoB も行う 

P.T. LION SUPER INDO スーパーマーケットブランド SuperINDO の運営 

AEON MALL 大型のショッピングモールを 5店舗運営 

レストラン

チェーン 

Champ Resto Indonesia Tbk, 

PT 

日本食、フレンチベーカリーなど多くのブランドを運営 

専門商社 PT. ALAMANDA SEJATI 

UTAMA 

近隣国への輸出がメイン。野菜、果物、花卉、キノコ等を取り扱

う。 

資材メーカ

ー 

Agrifam 温施設園芸資材、栽培システムの販売 

出所：SPEEDA、各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

図表 34 「小売・レストランチェーンの候補企業(契約農家にアプローチするケース)」 

 

企業名 事業内容 

小売 TRANS RETAIL INDONESIA, 

PT  

Transmart,Carrefour を運営 

LOTTE SHOPPING INDONESIA, 

PT  

Lotte Martの運営 

PT Supra Boga Lestari Tbk ブランド Ranch Market, Farmers Market等を計 70

店舗運 

AEON MALL 大型のショッピングモールを 5店舗運営 

レストランチェ

ーン 

Champ Resto Indonesia Tbk, 

PT 

日本食、フレンチベーカリーなど多くのブランドを運営 

SALADSTOP! サラダバー 

SERASA SALAD サラダバー、ドレッシング製造 

Salad Point ID サラダバー 

出所：SPEEDA、各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

3.1.3.10スマート農業事業の展開を目指す日本企業がインドネシア進出する際のポイント 

施設園芸を行う農業生産法人は西ジャワ州に多い傾向にあった。施設園芸は広い土地を必要としないため、消費

地に近い地域に集まっていると推察される。さらに、中間コストの削減、農産物の品質維持のため、卸売業者を介さずに

直接小売に販売する傾向が見られ、ある程度の生産施設(資金)を持つ農業生産法人は首都近郊で卸売業者を介さ

ないサプライチェーンを構築している可能性がある。こうした農業生産法人は一定以上の生産性を確保するため、すでに

近代的な栽培システムを導入していることが考えられるため、これらの農業生産法人に新しく栽培システムを導入する際

には、既存の栽培システムとの比較優位性を明確にする必要があると考えられる。 

農業協同組合に関して、KUD の業務のひとつが組合員への融資であることから、園芸作物の生産支援を積極的に

行い、かつ経済力(融資元本)のある KUD と連携して生産農家グループにアプローチすることが有効であると考えられる。 
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小売、レストランチェーンが農業生産に新規参入するケースでは、自社で生産を行うことによってニーズにあった商品/

原材料を調達できるというメリットはあるが、事業(農産物の生産・販売)そのものの収益性も重要であるため、スマート農

業を推進する日本企業の栽培システムを導入して農産物の生産を行った際の収量とコストを明確にする必要があると考

えられる。 

 

3.1.4 競合・連携先・事例 

スマート農業を推進する日本企業の事業をインドネシアで実施するにあたって、先行し類似するビジネスや類似する価

値を提供している会社が存在する。これらはスマート農業を推進する日本企業と競合する立場にもなりえるが、サービス

を提供するにあたっての連携先ともなりえる。これらを分類別に事例として以下の通り記載する。 

 

3.1.4.1インドネシアで施設園芸栽培システム導入、農業生産に参入している企業・事例 

インドネシアでトマト等の施設園芸栽培のシステム導入、あるいは農業生産へ参入している事例を図表 35 に示す。

今回調査を行った海外の企業が農業生産に参入しているケースでは、インドネシアの企業との共同実証研究、合弁会

社の設立、現地企業との契約等を行った上で事業を行っている。 

 

図表 35「施設園芸栽培システム導入、農業生産への参入および支援の事例」35 36 37 

企業・組織名 国 事業名・概要 

大林組 日本 PT. Persada Hijau Cemerlang と共同実証研究契約を締結し、太陽光型

植物工場による大規模水耕栽培の実証実験(ミニトマト・葉物野菜生産)を通じ

て高品質の施設園芸作物の安定供給を目指す。大林組グループのオーク香取フ

ァームの太陽光型植物工場(千葉県香取市)で得た大規模水耕栽培のノウハウ

あり35。 

ファームシップ 日本 コンテナ型植物工場「BlockFARM」の海外展開および海外市場での青果物流

通ネットワークの構築を目的として、現地に合弁会社「Pt. Vertical Farm 

Indonesia」を設立36。 

FIRMMIT 

(Bigbang Angels) 

韓国 イチゴ栽培のスマートファーム構築契約をインドネシアの KORINDO グループと締

結、テスト栽培を行った37。 

出所：各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

3.1.4.2 日本の公的な支援を受けて東南アジアで食料、農業関連事業を行った事例 

日本の公的な支援によってインドネシアもしくは東南アジアで事業あるいは事業に先立つ調査を行った事例を図表 3

6 に示す。事例はいずれも JICAの民間連携事業によるもので、JICAは日本の民間企業の優れた製品、技術を活用

 

35大林組ウェブサイト https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20200124_1.html  
36ファームシップウェブサイト https://farmship.co.jp/news/418/  
37ウェブサイト https://www.korit.jp/news_platum_bigbangangels2  

https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20200124_1.html
https://farmship.co.jp/news/418/
https://www.korit.jp/news_platum_bigbangangels2
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による開発途上国の社会的・経済的課題の解決を目的に、開発途上国への海外展開を検討している日本企業を支

援している38。 

 

図表 36「日本の公的な支援を受けて東南アジアで食料、農業関連事業を行った事例」38 

企業名 事業名・概要 

有限会社木之内農園 高付加価値イチゴの無病苗開発を通じた産地 6次化案件化調査。西ジャワ州ガ

ルト県において、イチゴの生産性向上に必要な技術やノウハウ提供を通じた対象地

域農業従事者の所得向上案件が提案されている39。 

株式会社ミヨシ 土壌環境に配慮した高付加価値花卉とイチゴの選抜・栽培技術の普及・実証・ビ

ジネス化事業40。 

株式会社姫路生花卸売市場 育苗及び生産の近代化による高品質花卉の産地育成普及・実証事業 40。 

株式会社銀嶺食品 バトゥ市青果物のサプライチェーン再構築と福島との共同ブランディング事業案件化調

査。福島モデルを通して、産地ブランディングを行う。福島モデル：果物などの農産物の

生産(一次)・加工(二次)・販売(三次)を統合した６次産業化。高品質の安全・安心

な農作物を安定的に市場へ供給する体制を構築することを目指す41。 

イーサポートリンク株式会社 ジャカルタ特別州消費者向け高付加価値農産物の供給改善を通じた零細農家所得

向上のための案件化。調査生鮮成果物向けのサプライチェーンシステム「イーサポートリ

ンクシステム」の導入・普及を目指す。農産物の市場・販売動向や相場予測を反映し

た需給調整システムを構築し近代的流通市場での流通・販売価格や売れ筋ニーズを

可視化するとともに、トレーサビリティーシステムを構築することで品質・安全性を可視化

42。 

出所：JICA ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

3.1.4.3 その他の事例 

インドネシアの企業を中心に産地直送の生鮮野菜販売、BtoC のプラットフォームを提供する企業などの事例を図表 

37 に示す。 

図表 37「その他の事例」43-49 

企業名 事業名・概要 

KECIPIR 主に有機農家の商品を販売、マーケティング、流通させるオンラインプラットフォームを提供
43。 

Sayurbox 果物や野菜のオンライン小売業者。個人がプラットフォーム上で果物や野菜を注文し、玄関

 

38JICA ウェブサイト https://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/about/outline.html  
39同案件業務完了報告書、https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12319802.pdf  
40JICA ウェブサイト https://www2.jica.go.jp/ja/priv_sme_partner/index.php  
41同案件業務完了報告書 https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12338927.pdf  
42同案件業務完了報告書 https://libopac.jica.go.jp/images/report/12306387.pdf  
43ウェブサイト https://kecipir.com/  

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/about/outline.html
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12319802.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/priv_sme_partner/index.php
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12338927.pdf
https://libopac.jica.go.jp/images/report/12306387.pdf
https://kecipir.com/
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先まで配達してもらうことができる44。 

Chilibeli 果物や野菜を提供するオンライン・コミュニティ・ベースのプラットフォーム。このプラットフォーム

は、農家、バイヤー、エージェントを結びつけ、農産物を売買し、宅配サービスを提供してい

る。紹介コードを使って友人や隣人、家族を招待し、買い物券を獲得することもできる45。 

EdenFarm 農家直送の野菜や果物を提供するアプリ型企業間マーケットプレイス。商品カタログには、

オレンジ、ブドウ、リンゴ、イチゴなどの果物が掲載されている。また、唐辛子、ニンニク、ショウ

ガなどの野菜も提供している46。 

TaniHub 農産物を取引するためのアプリベースのマーケットプレイス。このプラットフォームでは、農家や

生産者が小売業者、卸売業者、個人顧客に商品を販売することができる。商品カタログに

は、果物、野菜、穀物、肉、魚介類などが含まれる47。 

East West Seed 

Indonesia(EWINDO) 

Smart Seeds: EWINDO とオランダが共同で行ったプロジェクト。農家に情報を提供する

サービス(唐辛子、トマト、キュウリの栽培情報)を行っている48。 

8villages 農民融資、農産物流通、EC。インドネシア全土で農業生産・流通のプラットフォームを提

供。複雑な農産物物流をスマート技術で簡素化し、農民所得向上を目指している49。 

出所：各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

3.1.4.4スマート農業事業の展開を目指す日本企業がインドネシア進出する際のポイント 

今回調査した海外の企業が農業生産の分野で参入するケースでは、現地企業との合弁や契約に基づく参入が多か

ったことから、現地でのパートナーとなる企業や組織が重要になると考えられる。JICA等の公的な支援による海外進出

に関しては、いずれの事例においても事業実施国の社会・経済的な課題の解決が目的とされており、同機関からの支援

を考える場合には社会課題の解決への貢献が重要な要素になると考えられる。また、そのほかの事例として調査した関

連分野の企業はオンラインのプラットフォーム等を提供しており、日本の事業者が農産物流通に参入する場合には競合

となる一方、農産物生産をインドネシアで行う際には既存の流通に依らないサプライチェーンの構築や、販売先の多角化

に活用可能であると考えられる。 

 

 

44Tracxn ウェブサイト https://tracxn.com/d/companies/sayurbox/__l7KGYE8nSUTkOs7w3XuCqBJfEoQCSqK9D

7GMRs0D3Qw  
45Tracxn ウェブサイト https://tracxn.com/d/companies/chilibeli/__uH8LR-MjnyQ3cXbra3qlJbXNyu-brzZJaJMpW

Q3vloA  
46同社ウェブサイト https://www.edenfarm.id/en  
47JETRO ウェブサイト https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/10/59823f7f7ba0de16.html  
48G4AW ウェブサイト https://g4aw.spaceoffice.nl/en/g4aw-projects/g4aw-projects/11/smartseeds.html  
49World Economic Forum ウェブサイト https://jp.weforum.org/organizations/8villages-indonesia  

https://tracxn.com/d/companies/sayurbox/__l7KGYE8nSUTkOs7w3XuCqBJfEoQCSqK9D7GMRs0D3Qw
https://tracxn.com/d/companies/sayurbox/__l7KGYE8nSUTkOs7w3XuCqBJfEoQCSqK9D7GMRs0D3Qw
https://tracxn.com/d/companies/chilibeli/__uH8LR-MjnyQ3cXbra3qlJbXNyu-brzZJaJMpWQ3vloA
https://tracxn.com/d/companies/chilibeli/__uH8LR-MjnyQ3cXbra3qlJbXNyu-brzZJaJMpWQ3vloA
https://www.edenfarm.id/en
https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/10/59823f7f7ba0de16.html
https://g4aw.spaceoffice.nl/en/g4aw-projects/g4aw-projects/11/smartseeds.html
https://jp.weforum.org/organizations/8villages-indonesia
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3.2 現地法制度・慣習への対応 

本項目では、スマート農業事業を展開する日本企業がインドネシアで事業展開を行う際に、その阻害要因となり得る

法規制・認証制度、また活用可能な奨励制度等について、事業体設立、事業開始時、事業実施時のプロセスに沿っ

て把握した。 

事業体設立時においては、外資法人選択し得る事業形態やその設立手続きを整理した(3.2.1 「外資法人による

事業体設立時の規制・認証」)。また、外資法人が事業を開始にあたり留意するべき規制として、外国人就業規則、規

制業種、事業開始の後押しに繋がる奨励制度を併せて把握した(3.2.2 「外資法人による事業開始時の規制・認

証」)。さらに、事業開始後は、農作物生産において必要な規制・認証制度、生産した農作物の販売・流通に関連する

規制・認証を把握した(3.2.3 「外資法人による事業実施時の規制・認証」)。 

 

図表 38 「調査対象とする法規制・認証制度の整理」 

 
 

 

3.2.1 事業体設立に関する規制・認証 

3.2.1.1 事業体設立に関する規制・認証 

■事業設立形態 

インドネシアで事業展開するためには事業体の設立が必要となるが、事業形態の選択肢としては、主に現地法人、

支店、駐在員事務所の 3 つが考えられる。 

現地法人は、外資法人、内資法人の 2 種類があり、それぞれ資本金、名義人国籍、業種制限等の条件が異なる。

外資法人の場合は、最低資本金 100億ルピア(2022年 11月時点で約 9,350万円)が必要となるが、外国人を

名義人として設立することができ、株主や役員になることも可能である。ただし、業種規制に該当する場合は、設立禁止

や資本比率等の規制が掛かることがある。 

他方、内資法人の場合は、最低資本金 5,000万ルピア(2022年 11月時点で約 47万円)で設立が可能であ

り、外資法人のような業種制限は存在しない。ただし、外国法人・個人からの一切の出資が認められておらず、法人登

記の際には、インドネシア国籍の名義人が 2名必要となる。さらに、会社設立後も日本人が株主になることは許されて

おらず、会社所有者はインドネシア国籍でなければならない。 

支店は金融業・保険業等の特定業種にのみ許可されている事業形態であり、また、駐在員事務所は、販売や営業

といった営利活動が一切認められていないことから、スマート農業事業者にとっては、現地法人が一般的な事業形態とな

ると考えられる(図表 39)。 
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図表 39「インドネシアで事業展開するため事業形態」50 

事業形態 概要 

現地法人 

• 外資法人(PMA)と内資法人(PMDN)に分けられ、いずれの形態も販売・営業等の

営利活動が可能である。 

• それぞれ資本金、名義人国籍、業種制限等の条件が異なる。 

 

外資法人(PMA) 

• 外資のみ、または外資＋内資(インドネシア現地法人との合弁会社設立等)での設

立が可能であり、設立に必要な資本金として、最低授権資本 100億ルピア(9,35

0万円、2022/11)が必要。 

• 業種制限がある(ネガティブリストに該当する小売・飲食等の事業分野では資本比率

等の規制を受ける)。 

内資法人(PMDN) 

• 最低授権資本 5,000万ルピア(約 47万円、2022/11時点)で設立可能。外資

法人のような業種制限は無い。 

• 一切の外国法人・個人からの出資が許可されておらず、法人登記の際にもインドネシ

ア国籍の名義人を 2名集めることになる。 

• 会社設立後も日本人が株主になることは許されず、法人のオーナーはインドネシア人

でなければならない。ただし、役員には外国人がなることは可能。 

支店 
• 本社と同一の事業体として定款や社内規定をそのまま活用することが可能だが、金

融業・保険業等の特定業種にのみ許可されている。 

駐在員事務所 

• インドネシアの駐在員事務所の形態には、外国商事駐在員事務所・外国建設駐在

員事務所・外国駐在員事務所の 3形態がある。 

• それぞれ機能や事業内容が異なるが、最長 5年までの設立認可と販売や営業とい

った営利活動が認められていない点は共通している。 

 

外国商事駐在員事

務所 

• 商業省に登録、貿易の円滑化を目的として国内でのマーケティング・宣伝活動が可

能だが、営利活動は禁止されている。 

外国建設駐在員事

務所 
• 公共事業庁に登録、建設工事を受注するための事業形態。 

外国駐在員事務所 
• 投資調整庁に登録、企業間調整や進出準備を目的として設立、設立可能な地域

が限られており、代表者はインドネシアに居住している必要がある。 

出所：JETRO「外資に関する規制」をもとに PwC が作成 

  

 

50JETRO「外資に関する規制」2023 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/invest_02.html 
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■外資法人の設立手続き 

外資法人を設立する場合は、設立登記を端として各種書類の準備・手続き等が必要になる(図表 40)。 

外資法人の設立手続きに関する詳細は JETRO より公開されている下記図表を参照のこと(図表 41)。 

 

図表 40 「現地法人設立の手続き」51 

 
 

図表 41 「外国企業の会社設立手続き・必要書類」52 

 
 

 

 

5128 JETRO「外国企業の会社設立手続き・必要書類」2023 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_09/pdfs/idn12A010_kaisyasetsuritsu.pdf 
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■国際雇用委託サービス 

前述の事業形態について、現地法人を設立する場合は、外資法人または内資法人が選択肢として存在するが、現

地法人を設立せずに海外で事業を行う方法として国際雇用委託サービスがある。 

近年、海外に進出する日本企業は増加している中、法律や商習慣が異なる海外での法人設立手続きや現地での

人材登用の難しさが。事業の障壁になるケースも多く見られる。国際雇用委託サービスは、海外法人を設立する際に必

要な決算・税務申告、雇用に関する給与支払、福利厚生など、人事・労務、法務・税務のバックオフィス業務を全面的

に代行してくれるサービスであり、欧米を中心に近年利用が拡大している。 

人材雇用においては、国際雇用委託サービス事業者が現地での候補人材の探索から行い、自社の戦略・基準に従

って人材は自ら選定することができる。良い人材が見つかった際には、国際雇用委託サービス事業者が法律上の雇用主

として現地人材を雇用する。ただし、その人材は利用企業の指揮監督下にあり、利用企業の一員として現地業務を行

うこととなる。 

このように、国際雇用委託サービスを活用することで、現地法人の設立が不要となるだけでなく、指示出しやレポーティ

ングも直接現地雇用者と行うことができることから、日本人が現地での就業を行わない限りは、雇用委託サービスを活用

することも有効である(図表 42)。 

 

図表 42「国際雇用委託サービスの仕組み」53 

 
出所：各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

 

  

 

53東洋経済オンライン「現地法人をつくらずに海外で事業展開する方法」2020 

https://toyokeizai.net/articles/-/327698 
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国際雇用委託事業者ごとにサービス提供可能な国や地域は異なるが、ここではインドネシアに拠点を有する国際雇

用委託事業者の例を下記に示す(図表 43)。 

 

図表 43「インドネシアに拠点を有する国際雇用委託事業者(例)」 

企業名 概要 

Innvare Japan株式会社54 ・人材紹介・雇用サービスにおいて 20年以上の実績を有する 

・アジア太平洋地域に特に強みを有する 

Globalication Partners55 ・180 カ国以上の国で人材紹介・雇用サービスを展開 

Go Global株式会社56 ・100 カ国以上で人材紹介・雇用サービスを展開する日本初の企業 

・厚労省後援「HRアワード 2023」に入賞 

Atlas Technology Solutions57 ・160 カ国以上の国で人材紹介・雇用サービスを展開 

株式会社東京コンサルティングファーム
58 

・インドネシア進出に特化し、コンサルティングサービスも提供 

・日系会計事務所であり、海外現地では多数の日本人駐在員も常

駐 

出所：各社ウェブサイト等をもとに PwCが作成 

 

3.2.1.2スマート農業事業の展開を目指す日本企業がインドネシア進出する際のポイント 

以上を踏まえると、事業設立形態については、スマート農業を推進する日本企業にとっては、現地法人を設立するか、

国際雇用委託サービスを活用するかのいずれかであると考えられる。 

現地法人を設立する場合、外資法人は多額の資本金が必要であり、主に大企業によって取られる形態であるため、

内資法人が有力となる可能性が高い。しかし、内資法人を設立するためには、現地インドネシア人との連携が必須であ

り、日本側で事業をコントロールし得る体制を構築する必要がある。 

また、事業体を設立せずに事業を行う方法として、国際雇用委託サービスの活用も有効である。ただし、日本人の現

地就業を前提としていないため、いずれは現地法人の設立を検討する必要があるとも考えられる。 

 

 

  

 

54Innvare Japan株式会社 ホームページ 

https://www.innovare-group.com/indonesia 
55Globalication Partners ホームページ 

https://www.globalization-partners.com/jp/ 
56Go Global株式会社 ホームページ 

https://goglobalgeo.com/ja-jp/ 
57Atlas Technology Solutions ホームページ 

https://www.atlashxm.com/jp/ 
58株式会社東京コンサルティングファーム ホームページ 

https://www.kuno-cpa.co.jp/tcf/indonesia/、https://kuno-cpa.co.jp/ 
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3.2.2 事業実施に関する規制・認証・奨励制度 

3.2.2.1 事業実施に関する規制・認証 

■外資法人に対する規制業種 

外資法人が現地法人を設立する場合、規制・禁止対象となる業種が存在しており、事業実施時には留意する必要

がある。規制の対象は主に、「テクノロジーを使用しない、または簡易なテクノロジーしか使用しない事業活動」「工程がユ

ニーク、労働集約的、かつ伝統的な文化遺産を有する事業活動」が中心となっており、リストとして公開されている図表 

46)。 

図表 44、図表 45では、規制・禁止業種リストのなかでも、特に農業・食品製造に関連する業種を一部抜粋した。

インドネシア現地の協同組合及び中小零細企業が行うことが推奨されている事業分野として、小規模(25ha未満)の

農作物生産、テクノロジーを活用しない農業機器等が挙げられる。 

外資法人による実施が制限されている事業分野は農業・食関連はほとんど無く、唯一地理的表示を取得済みのコー

ヒー加工産業は内資 100%とされている。 

 

図表 44 「インドネシア現地の協同組合及び中小零細企業が行うことが推奨されている事業分野」 

No 事業分野 備考 

1 25Ha 未満の面積の食用作物農業  

・ハイブリッド米 

・インブリード米 

・トウモロコシ 

・大豆 

・ピーナツ 

・緑豆 

インドネシア現地の協同組合及び中小零細企業が

行うことが推奨されている 

20 動力駆動ではない金属製の農業用切削

具、及び手工具を含む農業用切削具及び

手工具 

104 農業機械及びその設備 インドネシア現地の協同組合及び中小零細企業と

のパートナーシップに基づいて行うことが推奨されてい

る 

※農業・食品製造に関連する業種を一部抜粋 

出所：JETRO「外資に関する規制／規制業種・禁止業種」をもとに PwC が作成 

 

図表 45 「外資法人による実施が制限されている事業分野」 

No 事業分野 製品スコープ 

1 地理的表示を取得済みのコーヒー加工産業 内資 100% 

※農業・食品製造に関連する業種を一部抜粋 

出所：JETRO「外資に関する規制／規制業種・禁止業種」をもとに PwC が作成 
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規制業種・禁止業種の詳細は、ジェトロより公開されている下記図表を参照いただきたい(図表 46)。 

 

図表 46 「規制業種・禁止業種リスト」59 

 
 

  

 

59JETRO「外資に関する規制／規制業種・禁止業種」2023 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A040_list2021_49.pdf 
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また、インドネシア国内での生産量が特に多いパームヤシ、サトウキビ、ゴム、茶、綿、コーヒーの栽培においては、農園

事業に係る規制が存在しており、栽培面積制限、事業認可の取得が求められている(図表 47)。 

 

図表 47 「農園事業に係る規制」60 

必要な手続き 概要 

農園事業の分類

と許認可 

■農園作物の栽培事業 

・25ha以下は栽培用農園事業登録証(STD-B)、25ha超は栽培用農園事業認可(IUP-B)

を取得する必要がある。 

・面積上限：サトウキビ 15万 ha、パーム 10万 ha、ゴム・茶・綿は 2万 ha、コーヒー1万 ha 

■農園収穫物の加工事業 

パームヤシ、茶、サトウキビの特定の規模以上の加工事業は、加工事業用農園事業認可(IUP-

P)、その他は加工事業用農園事業登録証(STD-P)を取得する必要がある。 

■栽培・加工統合事業 

・パームヤシ 1000ha以上、茶 240ha以上、サトウキビ 2,000ha以上の栽培を行う場合、農

園事業認可(IUP)を取得する必要がある。 

・面積上限：サトウキビ 15万 ha、パーム 10万 ha、ゴムと茶、綿は 2万 ha、コーヒー1万 ha 

外資による農園

事業参加 

■外資法人または外国人の場合は、国内事業者と提携し、インドネシア法人を設立しなければな

らない。投資申請では、農業省内の農園担当総局からの技術推薦状の事前取得が必要。 

その他 ■IUP-B保有者には、原料の 20％以上を自己の農園から調達する義務がある。 

■250ha以上の IUP-B または IUP保有者には、周辺地域に用地面積の 20％以上の広さを

持つ住民農園の開発便宜を提供する義務がある。 

■焼却によらない開墾技術を用い、火災を防止する開墾の人材と施設、設備、システムを備えて

いることが必要。 

出所：JETRO「外資に関するその他規制」をもとに PwCが作成 

  

 

60JETRO「外資に関するその他規制」2023 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7E010_sonotazeisei.pdf 
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■外資法人の土地所有の可否 

土地基本法の規定により、インドネシア全国土の最高管理権は国家に属している。土地所有権は、インドネシア国

民(個人)にのみ認められているが、外国人や外国企業は、所有権に代わる許可を取得した上で、保有可能となる。 

 

図表 48 「外国企業の土地所有の可否」61 

必要な手続き 備考 

① 所有権 インドネシア国民(個人)、または国家のみ保有 

② 事業権 国家に属する農地を貸借して開発する権利。期間は最長 35年、更新も可能 

③ 建設権 土地の上に建物を建設・保有する権利。期間は通常 25～30年、地方政府に申請

すれば更新も可能 

④ 利用権 国家ないし個人に属する土地を一定の期間、開発、利用する権利。期間は最長 25

年、更新も可能 

⑤開墾権 - 

⑥森林産出物採取権 - 

⑦賃借権 - 

⑧小作権 - 

⑨土地質権 - 

⑩滞在権 - 

⑪農地賃借権 - 

※①～⑥は国の許可が必要、⑦～⑪は当事者間で権利の移転・取得可能 

出所：JETRO「外資に関する規制」をもとに PwC が作成 

  

 

61 JETRO「外資に関する規制」2023 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/invest_02.html#block5 
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■外国人就労規制・在留許可 

政令 2021年第 34号では、インドネシア人の雇用を優先することが大原則としつつ、インドネシア人が担うことができ

ない特定の役職に限り、特定の期間、外国人を雇用することができるとしている。外国人がインドネシア現地で就業・労

働する場合は、外国人雇用計画書の申請や暫定居住ビザ・居住許可証の取得等の続きが必要となる(図表 49)。 

 

図表 49「外国人の就労規則」62 

必要な手続き 概要 

外国人雇用計画書 

(Pengesahan RPTKA) 

• インドネシアで事業を行う、現地法人・駐在員事務所が外国人を雇用する場合、

RPTKA の承認取得が必要であり、RPTKAは外国人が就労するうえで必要な滞

在ビザ・許可の推薦状としても使用される。労務省 HP「外国人労働者オンライン」

を通じて申請する(TKA Online：https://tkaonline.kemnaker.go.id/) 

• 申請フォームには雇用主の名称・住所・代表者氏名、外国人労働者を雇用する理

由、外国人従業員が就こうとしている役職の名称と職務内容、外国人労働者の人

数・雇用期間・就業地、インドネシア人労働者の雇用人数と創出される雇用機会、

外国人従業員に付くインドネシア人後継情報、後継インドネシア人の指名と教育・

訓練および外国人労働者のインドネシア語教育についてのコミットメントを記載する。 

• 期間は通常 1~2年だが、RPTKAの期間は通常 1～2年だが、新首都『ヌサンタ

ラ』において事業活動を行う法人の場合は、期間 10年の RPTKAが供与されるこ

とがあるとされている。 

外国人労働者雇用保証金 

(DKPTKA) 

• 外国人を雇用する雇用主には DKPTKAの支払いが義務付けられ、外国人一人

につき、就労期間 1 カ月にあたり 100 ドルを政府に前払いする。 

• 新首都『ヌサンタラ』にて政府の戦略的プロジェクトに関わる事業を行う雇用 主の場

合、特定の期間において DKP-TKA が免除されるとされている。 

暫定居住ビザ(Vitas) • TKA Online に入力されたデータが出入国管理総局へ通知され、暫定居住許可

(ITAS)のための手数料を納付する。審査に問題なければビザ同意書が発行され、

それをもとに指定の在外公館へ出頭して Vitasの発給を受ける。 

• Vitas の滞在期間は 2年以内となっている。 

居住許可証(ITAS) • ITAS(一時滞在許可/暫定居住許可)は、一時的にインドネシアに居住する場合に

必要な許可証であり、Vitasの発給を受けた外国人労働者が、法務人権大臣が

定める特定の空港に到着した際、空港の入管の特別審査カウンターで供与される。 

国家社会保障への加入 • 6 カ月を超えてインドネシアで就労する外国人は国家社会保障に加入する必要が

ある。 

出所：JETRO「外国人就労規則」をもとに PwCが作成 

 

62 JETRO「外国人就労規則」2023 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/invest_05.html 

https://tkaonline.kemnaker.go.id/
https://tkaonline.kemnaker.go.id/
https://tkaonline.kemnaker.go.id/
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2019年 12月 31日付労働大臣決定 2019年第 349号にて外国人労働者の就任が禁じられる役職が改めら

れ、人事担当取締役に始まり人事や人的資源開発、リクルートといった分野に関わる 18 の役職が外国人労働者の

就労禁止対象として規定されている(図表 50)。 

 

図表 50 「外国人労働者の就労が禁止されている役職」63 

役職名(英語) 役職名(日本語) 

Personnel Director 人事部長 

Industrial Relation Manager インダストリアル・リレーション・マネージャー 

Human Resource Manager 人事部長 

Personnel Development Supervisor 人材開発責任者 

Personnel Recruitment Supervisor 人事採用責任者 

Personnel Placement Supervisor 人材配置責任者 

Employee Career Development Supervisor 従業員キャリア開発責任者 

Personnel Declare Administrator 人事管理者 

Personnel and Careers Specialist 人事・採用スペシャリスト 

Personnel Specialist 人事スペシャリスト 

Career Advisor キャリアアドバイザー 

Job Advisor ジョブアドバイザー 

Job Advisor and Counseling ジョブアドバイザーとカウンセリング 

Employee Mediator 従業員仲介者 

Job Training Administrator 職業訓練管理者 

Job Interviewer 採用面接官 

Job Analyst 職業アナリスト 

Occupational Safety Specialist 労働安全スペシャリスト 

出所：JETRO「外資に関する規制／規制業種・禁止業種」をもとに PwC が作成 

  

 

63インドネシア労働省「外国人労働者の就労が禁止されている役職」2019 

https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-1636-Keputusan%20Menaker.html 
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日本人が現地で就労するためには、労働が可能な暫定居住ビザの取得が必要である。シングルエントリービザ・マルチ

エントリービザは、商談・打合せ・監査等しかできず、就労できない。特に商談目的の滞在の場合、滞在中の活動が就

労行為にあたらないようにするなど留意が必要な場合がある(就労にあたる行為の解釈は「利益を上げる行為・会社内

での作業・現場指導」等が含まれる)。なお、就労とみなされる範囲は、その担当入国管理官の解釈に委ねられる部分

もあり、どのビザを取得するべきか、専門家への確認が必要となる場合もある(図表 51)。 

 

図表 51 「ビザ(査証)制度」64 

必要な手続き 利用目的 活動内容 滞在可能期間 備考 

到着ビザ 観光、親族訪問、社会訪問、芸術･文

化、政府用務、商業目的でないスポーツ、

視察・短期講座・短期トレーニング、商談、

商品の購入、講演、セミナー参加、国際展

示会参加、インドネシア本社または駐在事

務所での会議、トランジットに利用される 

商談など 

(就労不可) 

30日(1回に限

り 30日延長可

能) 

・料金：50万

ルピア(インドネシ

ア入国時または

オンライン申請時

に支払い) 

・パスポートの残

存期間が 6 カ月

以上必要 

シングルエントリ

ー訪問ビザ A 

観光、親族訪問、社会訪問、芸術･文

化、政府用務、商業目的でないスポーツ、

視察・短期講座・短期トレーニング、商談、

商品の購入、講演、セミナー参加、国際展

示会参加、インドネシア本社または駐在事

務所での会議、トランジット、緊急時の作

業(自然災害などの救助や復旧活動)に利

用される 

商談など 

(就労不可) 

60日(1回につ

き最大 30日

間、４回まで延

長可能) 

・インドネシアから

出国すると失効 

シングルエントリ

ー訪問ビザ B 

インデックス B211A ビザに加えて、工業品

の品質・デザイン向上のための産業技術の

導入と革新のための育成、指導、訓練の

実施及び輸出拡大への協力、子会社にお

ける監査、品質管理、または検査の実施、

外国人労働者候補の勤務能力を判断す

るためのトライアル、の目的で利用される 

シングルエントリ

ー訪問ビザ C 

インデックス B211A ビザに加えて、管轄当

局から許可済みのジャーナリスト活動、管

 

64JETRO「在留許可」2023 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/invest_05.html 
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轄当局から許可済みの非商業目的の映

画製作の目的で利用される 

マルチエントリー

訪問ビザ 

親族訪問、社会訪問、芸術･文化、政府

用務、商談、商品の購入、セミナー参加、

国際展示会参加、インドネシア本社または

駐在事務所での会議、トランジットに利用

される 

商談など 

(就労不可) 

１回の入国につ

き 60日(延長不

可) 

・有効期間(1

年)内であれば

数次訪問が可

能 

暫定居住ビザ 労働、国際機関の専門家、研修・研究、

留学、リタイアメントの目的で利用される 

就労あるいは 

就労以外(研

修・研究、留

学、リタイアメ

ント等) 

１年間 滞在目的により

最長 1 年あるい

は 2 年有効 

セカンドホーム・ビ

ザ 

投資家や観光客、シニア向けに利用される 高齢者・高齢

者観光 

5年または 10年 ・投資家や観光

客、シニア向けに

インドネシアの長

期滞在を許可す

る 

出所：JETRO「在留許可」をもとに PwCが作成 
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外国人就労規則、査証制度については、ジェトロから詳細案内が公開されているため、下記を参照いただきたい(図

表 52、図表 53)。 

 

図表 52 「外国人就労規制」65 

 
 

  

 

65インドネシア「外国人就業規制」2023 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_05/pdfs/idn10A010_gaikokujinsyugyoukisei.pd

f 
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図表 53 「在留許可」66 

 
 

 

  

 

66インドネシア「在留許可」詳細 2023 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_05/pdfs/idn10B010_zairyukyoka.pdf 
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3.2.2.2 事業実施に関する奨励制度 

■外資法人に対する奨励制度 

外資法人が現地法人を設立する際に活用可能な奨励制度として、タックスホリデー制度、タックスアローワンス制度、

イベントアローワンス制度、関税免除措置等が挙げられる。制度ごとに対象業種が定められているが、主な業種として、

資源、エネルギー、医療、インフラ分野が多く見受けられ、農業・食分野は含まれていない。また、経済特区、自由貿易

地区に制定されている地域では、これら奨励制度の優先適用等が行われる。 

運用実態が公開情報と異なる場合も考えられるため、自社事業が奨励制度の対象になり得るか行政機関に確認す

る方ことが必要であると考えられる(図表 54)。 

 

図表 54 「インドネシアの外資に対する奨励制度」67 

制度 概要 

タックスホリデー制度 • 投資優先事業に指定された分野のうち、主にパイオニア産業の 18分野に対し、租税総

局長が決定した商業生産の開始より 5年から 20年にわたり、投資額に応じて法人税

を 50％または 100％減額する便宜が供与される。 

タックスアローワンス制度 • 投資優先事業に指定された分野のうち 183分野について、特定の事業分野、特定の

地域への既存の投資に対し法人税に関わる便宜が供与される。 

イベントアローワンス制度 • 投資優先事業に指定された分野のうち 45分野について、労働集約型産業向けの法

人税軽減とグロス所得の軽減の便宜が供与される。 

特定の投資に対する機

械・原材料の輸入関税

免除措置(マスターリスト) 

• 投資優先事業に指定された 246分野について、事業開始・拡大時の機械(設備)・物

資・原材料の輸入にかかる関税が免除される。 

• 新規／拡張投資にも適用できる。 

経済特区 • 経済特区における投資について、ネガティブリストの不適用(規制分野に対する外資出

資 100％可)、タックスホリデー・タックスアローワンスの優先適用、輸入関税の留保(保

税)、輸入にかかる諸税(付加価値税、前払い法人税、奢侈税)の不徴収などの便宜が

供与される。 

• 外資出資規制をはじめとした条件付き投資規定も、経済特区には適用されない。 

自由貿易地区 • バタム島、ビンタン島、カリムン島、およびアチェ特別州のサバン島地域について、輸入関

税の留保(保税)、輸入にかかる諸税(付加価値税、前払い法人税、奢侈税)の不徴収

などの便宜が供与される。 

出所：JETRO「外資に関する奨励 各種優遇措置」をもとに PwC が作成 

 

  

 

67JETRO「外資に関する奨励 各種優遇措置」2023 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_03/pdfs/idn8B010_gaishiyugu.pdf 
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インドネシアの外資に対する奨励制度については、ジェトロから詳細案内が公開されているため、下記を参照いただき

たい(図表 55)。 

 

図表 55 「インドネシアの外資に対する奨励 詳細」68 

 
 

  

 

68JETRO「外資に関する奨励 各種優遇措置」2023 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_03/pdfs/idn8B010_gaishiyugu.pdf 
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■外資法人を支援する投資促進機関 

外資法人がインドネシア進出する際に活用可能な機関として、インドネシアの投資促進機関として下記が挙げられる。

特に、インドネシア投資庁の日本事務所(IIPC Tokyo)は、東京に拠点を有し、日本企業のインドネシア進出に向けて

各種支援を提供しており、有効に活用し得ると考えられる(図表 56)。 

 

図表 56「インドネシアの外資に対する投資促進機関」69 

中分類 概要 

インドネシア投資省

(BKPM) 

• インドネシア投資省(BKPM:Indonesian Investment Coordinating Board)は、イン

ドネシア共和国大統領の直属機関であり、投資環境の整備、外資法人に対する支援サー

ビスの調整などを通じて、国内外の直接投資を促進することを使命としている。 

IIPC Tokyo(BKP

M日本事務所) 

• 日本企業のインドネシアへの進出・設立の成功を支援するために、BKPM が開設。 

• IIPC Tokyoは、法人に対する投資アドバイス、許認可申請サポート、現地パートナーとの

マッチング、他の政府機関との橋渡し等を通じて、日本企業のインドネシア進出支援を行う。 

輸出・投資拡大 

国家チーム 

• 輸出・投資の拡大の為の政策案作成、輸出・投資の拡大過程で生じた問題の解決策の

検討・決定を行う。 

• また、規制緩和、観光・貿易・投資促進活動の統合、投資拡大を目指した政府便宜の供

与や取り消しの検討・見直し・推薦等を行う。 

ワンドア統合サービス

(PTSP) 

• 投資に必要な許認可等の供与権限を有する担当省庁/部署からその権限を投資管轄機

関に委任・集中させて、許認可等の申請から発行までのプロセスを一カ所に集約することによ

り、投資家が一カ所で手続きを済ませられるようにする制度。 

自由貿易地域管理

庁 

• バタム、ビンタン、カリムン各島市に自由貿易地域/港管理庁が設置され、地域の投資関

連、輸出入関連、工業分野等の許認可類の付与権限が委譲されている。 

国家経済特区協議

会 

• 外資法人の経済活動を促進させる経済特区に関する制度を策定する。 

• 約 50社の現地企業が所属している。 

出所：JETRO「外資に対する投資促進機関」をもとに PwC が作成 

 

  

 

69JETRO「外資に対する投資促進機関」2023 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/invest_01.html 
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■外資法人に対する優先事業分野 

外資法人を奨励する優先事業分野が定められており、該当する場合は、インドネシア政府から特定事業分野及び/

又は特定地域における投資向けの所得税の便宜が供与される。 

また、インドネシア政府は、次の条件を 1 つでも満たす事業を奨励する目的で、各種便宜を供与すると定めている。 

1. 多くの労働者を雇い入れる。 

2. 高い優先分野に含まれる。 

3. インフラ開発を含む。 

4. 技術移転を実施する。 

5. 先駆的な事業を実施する。 

6. 辺境地、後進地、境界地域またはその他必要とみなされる地域への投資。 

7. 自然環境保護の維持を行う。 

8. 研究開発、革新活動を行う。 

9. 零細・中小企業または協同組合とパートナーシップを締結する。 

10. 国産の資本財、機械または設備を利用。 

11. 観光事業の拡張を含む。 

 

図表 57 「優先事業分野リスト(2021 年プライオリティーリスト)」70 

No 事業分野 製品スコープ 

1 トウモロコシ農業 • トウモロコシ種苗・栽培 

2 大豆農業 • 大豆種苗・栽培 

3 ハイブリッド米農業 • ハイブリッド稲種苗・栽培 

4 インブリード米農業 • インブリード稲種苗・栽培 

5 各種イモ類農業 • キャッサバプランテーション 

6 サトウキビ農業 • サトウキビプランテーション事業 

• サトウキビの育種及び育苗を含む 

7 繊維作物農業 • 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

8 熱帯・亜熱帯果物農業  • バナナ栽培、パイナップル栽培、マンゴスチン栽培 

9 飲料材料用作物農業  • コーヒー、紅茶、カカオ 

10 コショウプランテーション • コショウ 

11 スパイス、芳香油/フレッシュナー、 • ナツメグ 

 

70JETRO「外資に関する規制／規制業種・禁止業種」2023 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/idn7A040_list2021_49.pdf 
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麻薬及びその他の薬用作物農業 

12 観賞用作物農業  • ドラセナ、蘭、ジャスミン 

45 果物と野菜の加工及び缶詰保存

処理産業 

• 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 
シリアル食品産業  • シリアル食品製造 

60 乳児用食品産業  • 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ  

133 農業及び林業機器産業  • 農業用トラクター組立 

• 精米機器製造 

※農業・食品製造に関連する業種を一部抜粋 

出所：JETRO「外資に関する規制／規制業種・禁止業種」をもとに PwC が作成 

 

優先事業分野リストの全体は、ジェトロから公開されている下記を参照いただきたい(図表 58)。 

 

図表 58 「優先事業分野リスト」71 

 
 

 

 

71JETRO「外資に関する規制／規制業種・禁止業種」2023 
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3.2.2.3スマート農業事業の展開を目指す日本企業がインドネシア進出する際のポイント 

スマート農業を推進する日本企業が実施する園芸生産事業においては、規制等は該当しないように見受けられる。 

なお、事業体設立において内資法人を設立する場合、または雇用委託サービスを活用する場合は、日本人が現地

就労を行う際に、外国人就労規制・在留許可を申請する必要がある。 

外資法人に対する奨励について、園芸作物生産は優先事業では無いが、観賞用作物農業など関連するものはある。

また、先駆的な事業や研究開発要素のある事業については、インドネシア政府としても適宜便宜を供与していくとされて

おり、奨励を受けられるかどうか、運用実態の確認が必要である。 

外資法人の現地進出をサポートしている機関はあるが、IIPC Tokyo(BKPM日本事務所)は特に日本企業に対し

て、投資アドバイス、許認可申請のサポート、現地パートナーとのマッチング、他の政府機関との橋渡し等、幅広くサポー

トしており、適宜サポートを受けることが有用であると考えられる。 

 

3.2.3 園芸作物生産・販売・流通に関する規制・認証 

3.2.3.1 園芸作物生産に関する規制・認証 

■園芸用施設の建築基準 

インドネシアの建築基準規制では、建築法政令 106 条 7 項に則って下記(1)~(4)の発行が求められる。 

(1)建築同意制度(PBG) 

(2)建築物機能適合証明書(SLF) 

(3)建築物解体技術計画(RTB) 

(4)建築物の所有権の証明書(SBKBG) 

こちらは一般建築物向けの基準となっており、施設園芸用設備に対する基準については、インドネシア政府等からの

公開情報は存在せず、園芸用設備に対する基準の有無、その内容については深堀調査が必要である。 

 

下記は参考として、日本では国土交通省により、園芸用施設に対する安全構造基準が定められている。 
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図表 59 「日本の建築基準法における農業用温室の取り扱い」72 

 

 

図表 60 「日本の園芸用施設安全構造基準」 

 

 

72農林水産省「施設園芸をめぐる情勢」2023 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/sisetsu/attach/pdf/index-1.pdf 
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■園芸作物生産における種子申請 

農業省園芸種苗総局から公開されている「種子規制」によると、園芸植物の生産を行う場合は、インドネシア農業省

に対して園芸植物品種登録の届け出が必要である73。 

申請方法は、インドネシア農業省 植物品種保護及び農業ライセンスセンターのホームページで案内されており、対象

となる作物ごとに申請に必要な手続き(PerizinanBerusaha)が記載されている74。 

 

図表 61「品種登録申請」 

 
 

■インドネシア国家規格・国際規格 

インドネシア国家規格(Standar Nasional Indonesia：SNI)は単なる製品規格にとどまらず、サービス、プロセス、

試験方法、デザインの標準化等を含むインドネシア独自の包括的な規格である。SNIは、国家標準化庁(BSN)と国

家認定委員会(KAN)の 2 つの非省政府機関によって管理・監督され、適正評価機関(LPK)によって運営されている。 

原則として SNIは任意取得の規格であるが、特定の製品等について、その安全性・衛生・環境保護の目的から必

要と判断される場合、SNIの取得をインドネシア政府が義務付けており、100以上の品目が強制適用の対象となって

いる。強制適用の対象製品は、輸入品・国内品を問わず、SNI を取得しない限りインドネシア国内での流通は認めら

れていない。75 

 

 

 

 

73「PERATURAN PERBENIHANHORTIKULTURA」2015 

https://fungsional.pertanian.go.id/ujikompjf/assets/file/elearning/elearning_72_5f22877e3243e.pdf 

 
74PVTPP Kementerian Pertanian RI 

https://perizinan.pertanian.go.id/portal-simpel/public/ 
75JETRO「インドネシア国家規格(SNI)について」 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/standards/idn_sni.pdf 
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図表 62 「取得必須のインドネシア国家規格(SNI)例」76 

名称 日本語名称 連絡先 

SNI 8267:2016 有機肥料としての液体キトサンの品質

と加工要件 

2019年農業大臣規則第 01号 

SNI 7763:2018 固形有機肥料の品質要求・試験広報 2019年農業大臣規則第 01号 

SNI 482:2018 土壌改良剤および肥料添加剤として

使用される農業用石灰の品質要求事

項と試験方法 

2019年農業大臣規則第 01号 

SNI 13-7168-2006 農業土壌改良剤としてのゼオライトの

品質要件 

2019年農業大臣規則第 01号 

SNI 02-3776-2005 農業用天然リン酸肥料 産業大臣規則第 106/M-IND/

PER/11/2015号 

※農業に関連する規格を一部抜粋 

出所：JETRO「インドネシア国家規格(SNI)について」をもとに PwCが作成 

 

■環境影響評価への対応 

インドネシアでは、環境汚染対策に関する各種法令が制定されている。その中でも、環境影響評価制度(通称 AMA

DAL)は、旧環境管理法第 16条の規定(環境に重大な影響を及ぼす可能性のある事業は環境影響評価を実施し

なければならない)にもとづいて、1986年に導入され、1993年の「環境影響業過に関する政令」、1999年に改定が

実施された。環境影響評価の対象となる事業または活動の種類及び規模については、「環境影響評価を実施すべき

事業または活動及び規模に関する環境大臣玲(2001年第 17号)により定められている。 

 

図表 63 「環境影響評価が必要な活動」77 

分野 活動の種類 

農業 食品作物の栽培(加工場の有無を問わない) 

園芸作物の栽培(加工場の有無を問わない) 

プランテーションによる食品作物栽培 

水産・漁業 中・高レベルの技術による魚/エビの養殖 

(加工施設の有無を問わない) 

 

76http://sispk.bsn.go.id/RegulasiTeknis/SniWajib 
77環境省「インドネシアにおける環境汚染対策に係る法制度」 

https://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/indonesia/files/law/files/law.pdf 
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水上養殖 

林業 自然林における木材利用 

人工林における木材利用 

出所：環境省「インドネシアにおける環境汚染対策に係る法制度」等をもとに PwC が作成 

 

なお、AMDAL報告書の作成を専門的に委託可能なコンサルタントが行政機関と繋がっており、これら業種に関する

情報は環境省のWebサイトで公開されている。 

 

図表 64 「EIA コンサルタント・専門家・環境調査に関連する団体」78 

名称 

EIA Forum  

EnvironmentalExpert Association  

Environmentalleague 

EnvironmentalAssessment ExpertAssociation 

Environmental 

Expert Association 

IndonesianEnvironmentalScientistsAssociation-IESA 

Center forEnvironmentalStudies (CES) 

Indonesian Instituteof Sciences (LIPI) 

出所：公益財団法人 地球環境戦略研究機関「日本企業の海外における事業展開に際しての環境影響評価 

ガイドブック～インドネシア編(改訂版)～」2018 をもとに PwC が作成 

 

■農薬使用制限 

インドネシア政府は、農薬の調達・生産・流通・使用・保管の各レベルにおいて、定められた規制に従い、薬品の発

行・使用が行われるよう、農薬に関連する規制を発布している。農業大臣から許可を得た農薬でなければならず、適用

される規則に従ってラベル付け／包装され品質が指定された許容範囲内でなければならないと定めている。ガイドラインと

なる「農業規制集 2020」では、農薬の管理に適用される法律と規制が記載されている79。農業大臣規則 24では、

薬品使用に関するすべての領域で禁止されているアクティブな材料が規定されている80。 

 

78公益財団法人地球環境戦略研究機関「日本企業の海外における事業展開に際しての環境影響評価ガイドブック～インドネシア編

(改訂版)～」2018 

http://assess.env.go.jp/files/0_db/seika/4724_01/20180410_02.pdf 
79農業省「農薬規制集 2020」2020 

https://psp.pertanian.go.id/storage/475/buku-kump-peraturan-pestisida.pdf 
80農業省「農業大臣規則 24」2011 
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規制対象となる成分等の詳細は、本規制集を参照いただきたい。 

前述したインドネシア独自の規格である SNIのほか、農作物の生産・流通に係る国際規格として ISOや GAP認

証等が挙げられる。インドネシアにおけるこれら規格・認証制度の取得実態、重要視されているかどうか等については、深

堀調査が必要である。 

 

図表 65 「農作物生産に関する国際規格」81 

フェーズ 略称 名称 概要 

生産 SNI Standar Nasional I

ndonesia  

・ISO、HACCP と近い位置づけだがインドネシア国家

規格。 

・任意だが、特定の製品等について安全性や衛生、環

境保護などの目的から必要と判断される場合、政府機

関は SNI の取得を義務付けている。 

生産 ISO9001/2015(製

造者認証) 

Quality manageme

nt systems — Requ

irements 

・国際標準であり、品質管理システムの要件を指定し

た規格。 

・プロセス並びにその結果としての製品及びサービスを監

視するもの。 

生産 ISO 9001-HACCP

(食品安全) 

- ・日本品質保証機構独自の規格。品質マネジメントシ

ステムの国際規格 ISO 9001 をベースに、食品安全

管理システムを構築する HACCP の考え方を組み込ん

だもの。 

販売 ISO/IEC 17011(適

合性評価認定) 

Conformity assess

ment — Requireme

nts for accreditatio

n bodies accreditin

g conformity asses

sment bodies 

・国際標準であり、適合性評価機関を評価および認定

する認定機関の能力、一貫した運営、および公平性に

関する要件を規定した規格。 

・試験所認定制度の運用に関する要求事項。 

販売 ISO/IEC ガイド 65(製

品認証) 

General requireme

nts for bodies oper

ating product certifi

cation systems 

・国際標準であり、製品認証システムを運用するサード

パーティに対する一般要件を指定した規格。  

 

 

https://sib3pop.menlhk.go.id/uploads/Regulasi/Permentan242011.pdf 
81一般財団法人 日本品質保証機構「ISO 9001-HACCP(食品安全)」 

https://www.jqa.jp/service_list/management/service/iso9001_haccp/ 
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販売 Global GAP 

(農業規範) 

GlobalGood Agricul

ture Practice 

・適正農業規範に関する国際標準。 

・食品安全基準の適用、特に生鮮および加工された果

物や野菜の生産を促進するもの。 

※2014年にメロン生産組合がインドネシアへの輸出の

ために GLOBALG.A.P.を取得とあるが、任意／必須

は書かれていない 

販売 GHP(食品衛生) Good Hygiene Prac

tices (GHP) 

・食品安全のための適正衛生国際基準。 

・コーデックス(FAO及びWHO により設置された国際

的な政府間機関)の食品衛生一般原則 (CXC 1-19

69) に規定されている。 

・食品安全管理プログラムの基礎であり、GHP を導入

することで食品事業者に食品安全上の危険を制御す

るシステムが提供される 

販売 GMP(適正製造) Good manufacturin

g practice and goo

d distribution practi

ce 

・適正製造に関する国際基準。 

・高品質な食品を生産するための基準を確立することを

目的としており、原材料から最終製品に至るまで、食品

の安全性と品質を確保するように設計されている。器や

設備、原材料、製造プロセス、食品加工施設、食品

接触面などを含む幅広い分野をカバー。 

・最初の公式 GMP は 1960 年代に世界保健機関 

(WHO) と国連食糧農業機関 (FAO) によって開発さ

れたが、米国では Current Good Manufacturing 

Practices (CGMPs)として FDA が食品業界に対す

る GMP 規制の施行を担当。他の国も GMP を施行

する独自の規制機関がある。 

販売 HACCP(食品安全) Hazard Analysis Cri

tical Control Point 

(HACCP) 

・国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)

の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会か

ら発表された国際基準。 

・原材料の生産、調達、取り扱いから最終製品の製

造、流通、消費に至るまでの生物学的、化学的、物理

的危害の分析と管理を通じて食品の安全に取り組む

管理システム。 

出所：一般財団法人 日本品質保証機構ウェブサイト等をもとに PwCが作成 
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3.2.3.2農作物・食品の販売に関する法規制 

■食品関連省庁・法規制 

食品安全、品質、及び栄養に関するインドネシア政府規定によれば、食料規制及び安全性の監督の責務は複数の

機関が担っている。農業・食関連は農業省、漁業関連は海洋水産省、健康関連は保健省及び国家医薬品食品監

督庁(BPOM)のその所轄となっている。 

下記、食産業に特に関連する各政府機関の概要を示す(図表 66)。 

 

図表 66 「食品関連省庁」 

省庁 概要 

インドネシア国家医薬品食品

監督庁(BPOM)  

 国家医薬品食品監督庁(BPOM)は、大統領の直属に置かれる行政庁である

非省政府機関であり、省に属さない独立組織である。 

 医薬品及び食品(加工食品に限る)に関する監督権限を持ち、インドネシアの食

品安全管理システムを管轄する。 

 食品医薬品分野における国家政策の評価と組織化、特定の政策の実施、モニ

タリング等の機能を持ち、食品及び医薬品の評価分野における政府機関の活

動、行政、ガバナンス、指導及び行政サービスの実施に関する指導及び開発を

行う。加工食品に関しては、主に以下の業務を所管している。 

- 輸入食品の監視(食品の登録、搬入承認) 

- 流通前及び流通食品の監視 

- 大規模製造業者の登録・管理 

インドネシア農業省  農業省はインドネシア共和国の中央省庁の１つであり、生鮮食品(農畜産物)

に関する監督権限を持つ。 

 ISO/IEC17011の実施、GMPや HACCP等の認証、生鮮食品の登録、包

装施設の登録、農畜産物の輸出入や残留農薬の規定についての発令などを行

う。 

インドネシア海洋水産省  海洋水産省(MoMAF)は、インドネシア共和国の中央省庁の１つであり、水産

物に関する監督権限を持つ。 

 インドネシア国内における水産物の一次生産、加工、流通の全段階に渡る管理

を規定し、養殖生産工程管理(GAP)、適正取扱規範(GHP)及び HACCP

証明書の発行並びに衛生証明書の発行を行っている。 

出所：農林水産省 「令和２年度輸出環境整備推進委託事業(食品規格等調査) 調査報告書」をもとに 

PwC が作成 
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下記、参考としてインドネシア政府が規定する食品に関連する法令を示す(図表 67、図表 68)。 

 

図表 67 「食品関連法令」82 

法令 概要 

食品法  食料に関する基本的な法律であり、第 2章 第 3条では、食料主権、食料自給率、食料安

全保障に基づき、公平に、普及し、持続可能な利益をもたらす基本的な人間の必要性を満た

すために、食料活動が実施されることが明記されている。 

 第 3章では、準備、手頃な価格、食品消費と栄養の充足のための活動の計画、実施及び制

御、並びに調整された統合された人々を巻き込んで食品の安全性を守ること、第 7章では、食

品安全の要件を定めている。 

食品の安全性、品

質及び栄養に関す

る政府規則 

 食品の安全、品質及び栄養に関する効果的な育成及び監督体制の実現を規定しており、第 

1章 第 2条において、食品生産、保存、輸送、流通機能を含む食品チェーンの営業管理責

任者は現行法制に規定する衛生要件を満たさなければならない旨が明示されている。 

 更に、第 3条では、食品チェーンすべてにおいて、衛生要件は適正規範ガイドラインを適用して

達成しなければならず、これには下記が含まれている。 

(a) 適正農業規範 Proper method of Cultivation 

(b) 適正生鮮食品生産規範 Proper Method of Fresh-Food Production 

(c) 適正製造規範 Proper Method of Processed-Food Production 

(d) 適正食品流通規範 Proper Method of Food Distribution 

(e) 適正食品小売規範 Proper Method of Retail および 

(f) 適正調理済食品(ファストフード製造規範) Proper Method of Fast Food Production 

食品表示及び広

告に関する政府規

則 

 食品法を食品関連規制の制定の主たる根拠として、インドネシア政府は 1999 年、食品表示

及び広告に関するインドネシア政府規定 No.69/1999 を発布した。 

 条項中の主要点は、第 2章 第 2条(1)項において、販売目的で包装済み食品を製造し、

又はインドネシア国内に輸入する者は、食品包装上に、又は包装内にラベルの貼付を行わなけ

ればならないと定められている。 

 同第 2条(2)項において、第 1項記載のラベルは剥がしにくく、褪色・損傷しにくい方法で、包

装の読みやすい部位に貼付しなければならないと定められている。 

 第 3条において、第 2項記載のラベルは、食品に関する情報を示すものとし、少なくとも以下の

項目を含まなければならない： 

(a)製品名 

(b)原材料一覧 

(C)正味重量または正味容量 

(d)包装済み食品の製造業者、またはインドネシア国内に輸入業者の氏名および住所 

 

82農林水産省 「令和２年度輸出環境整備推進委託事業(食品規格等調査) 調査報告書」2020 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/attach/pdf/asia-116.pdf 
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(e)賞味期限となる年月日 

インドネシア国家

医薬品食品監督

庁(BPOM)規則  

包装済み食品(Pre-packaged Food)として取引される、国内で生産された或いはインドネシア

国内へ輸入された全ての加工食品に対し、販売に先立って配布/販売許可の取得が義務付けら

れており、他に、以下の要件がある：  

■取引認証(ラベルに TM 又は®ロゴがある製品の場合) 

■インドネシア国家規格(SNI)の製品認証が必須となる製品：ミネラルウォーター、小麦粉、ヨウ

素添加塩、ココ ア粉末および精白糖 

■有機認証(有機製品の場合) 

■GMO フリー(遺伝子組み換えでない：GMO-Free)認証(ダイズ、トウモロコシ、ジャガイモ及び

トマトを用いた 製品の場合)。 

高温の複合精製工程を経た油脂などの製品派生物(レシチンを含む)には、遺伝子組換えでな 

い(non-GMO)という記載は必要ない。 

■食品への放射線照射についての記載(放射線照射処理した製品の場合)など 

出所：農林水産省 「令和２年度輸出環境整備推進委託事業(食品規格等調査) 調査報告書」をもとに 

PwC が作成 

図表 68 「食品表示法令」 

名称 概要 

有機食品  インドネシアの有機加工食品の要求事項を満たす加工食品は、ラベルに「オーガ

ニック」とインドネシアの「オーガニック」のロゴを使用することがある。 

 国内及び輸入有機食品は、インドネシア国内に所在し、かつ、国家認定委員

会(KAN)によって認定された、インドネシアの有機認証機関又は外国の有機認

証機関によって発行された有機認証を有していなければならない。 

 また、輸入された有機製品は、KANが認定する原産国の認証者が発行する有

機証書を有することも認められている。外部の有機ロゴは、インドネシアのロゴの

横に配置できる()。 

天然素材食品  天然原料から製造された食品のラベルには、該当する天然原料の含有量がイン

ドネシア国内基準(SNI)に規定されている最低含有量以上である場合、食品

が天然成分に由来するという情報を含めることができる。 

出所：農林水産省 「令和２年度輸出環境整備推進委託事業(食品規格等調査) 調査報告書」をもとに 

PwC が作成 

図表 69 「有機食品表示」 
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3.2.3.3スマート農業事業の展開を目指す日本企業がインドネシア進出する際のポイント 

園芸作物の生産・販売・流通において、園芸用施設の建築基準や農薬の使用制限などが存在するため、農作物生

産時には留意する必要がある。また、国際認証の取得は必須ではないが、特に環境保護規制に対しては厳しく見られ

る傾向が見受けられる。いずれにしても、インドネシア国内での位置づけ、運用実態は現地調査で確認する必要がある。

農作物の流通、販売においては、食品表示に関する規制などが存在し、生産主体にとっては留意するべきである。 

 

 

3.3 知的財産の保護 

知的財産の保護に関連して、日本から種苗を持ち出す際に留意するべき規制(3.3.1 「日本から種苗の持ち出しに

関する規制」)、インドネシアへ種苗を持ち込む際の規制(3.3.2 「インドネシアへの種苗の持ち込み規制」)を把握した。 

 

3.3.1 日本から種苗の持ち出しに関する規制 

■改正種苗法に基づく種苗の持ち出し制限 

改正種苗法の改正に伴い、海外持ち出し制限が厳格化されており、育成者権者による登録に基づき、品種ごとに海

外持ち出し制限が定められている。海外への持ち出しを行う場合、必要に応じて育成者権者の許諾を得る必要である。

インドネシアは UPOV非加盟国であるため、海外持ち出しにあたって育成権者の許諾が必要である。許諾申請等は品

種ごとに異なるため、育成権保有機関からの案内に従う必要がある(図表 70)。 

 

図表 70 「種苗の海外への持ち出し制限」83 

 
 

 

83出所：農林水産省「 改正種苗法について～法改正の概要と留意点～(令和 3年 4月版)」2021 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/shubyoho-44.pdf 
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下記、輸出先国の制限が掛かる届け出品種を示す。トマト、イチゴについても多くの品種が登録されており、国外に持

ち出す場合は、育成権者の許諾を受ける必要がある(図表 71)。 

 

図表 71 「改正種苗法経過措置による輸出先国の制限に係る届出品種(トマト、イチゴ)」84 

作物 品種名(登録品種) 品種名(出願中品種) 

トマト とよこま、にたきこま、とまと中間母本農 9号、とまと中間母本

農 10号、とまと中間母本農 11号、THY102、THY11

3、すずこま、鈴玉((国研)農業・食品産業技術総合研究

機構)、ちばさんさん(千葉県)、サンドパル(愛知県)、岡山 T

MT1号(岡山県)、瀬戸 TTY(個人)、SC9-011、SAKT

OM011、SAKTOM012(民間団体)、KGM991、KGM9

92、KGM993、KGM022、KGM031、KGM032、KGM0

41、KGM042、KGM043、KGM061、KGM081、KGM0

82、KGM091、KGM124、KGM131、KGM132、KGM1

33、KGM141、KGM142、KGM151、KGM152、KGM1

53、KGM161、KGM162、KGM163、KGM164、KGM1

65、KGM166、KGM167、KGM160、KGM169、KGM1

72、KGM175、KGM181(民間団体)、BO-8、ハル-ス-4

8、ハル-06-05(民間団体) 

• ベースアップ((国研)農業・食品産業技術

総合研究機構)、湘南ポモロンレッド 35R、

湘南ポモロンゴールド G4(神奈川県)、福

井 1826号、福井 1832号(福井県)、M

ST1201(民間団体)、KGM173、KGM1

74、KGM182、KGM184、KGM191、K

GM192、KGM193、KGM194、KGM19

5、KGM196、KGM197、KGM201、KG

M202(民間団体)、ハル-08-13(民間団

体) 

イチゴ いちご中間母本農 1号、久留米 IH1号、久留米 IH4

号、いちご中間母本農 2号、デコルージュ、なつあかり、カレ

ンベリー、おおきみ、こいのか、桃薫、おい Cベリー、豊雪姫、

• あまえくぼ、そよかの、夏のしずく、夢つづき 2

号、ぽりっちご((国研)農業・食品産業技術

総合研究機構)、にこにこベリー(宮城県)、

 

84農林水産省「改正種苗法経過措置による輸出先国の制限に係る届出品種」2021 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/attach/pdf/index-7.pdf 
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夏の輝、PM10号、PM11号、恋みのり、夢つづき((国研)

農業・食品産業技術総合研究機構)、けんたろう、きたのさ

ち、なつじろう、ゆきララ((地独)北海道立総合研究機構)、

おとめ心、サマーティアラ(山形県)、もういっこ(宮城県)、ふく

はる香、ふくあや香(福島県)、ひたち姫、いばらキッス(茨城

県)、とちひめ、とちひとみ、なつおとめ、栃木 i27号(栃木

県)、やよいひめ、おぜあかりん(群馬県)、埼園い 1号、埼園

い 3号(埼玉県)、ふさの香、桜香、千葉 S05-3、千葉 S4

号、千葉 F-1号(千葉県)、東京おひさまベリー(東京都)、

サマープリンセス、サマーリリカル(長野県)、紅ほっぺ、きらぴ香

(静岡県)、新潟 S3号(新潟県)、美濃娘、華かがり(岐阜

県)、ゆめのか(愛知県)、かおり野、三重母本 1号、よつぼ

し(三重県)、兵庫 I-3号、兵庫 I-4号(兵庫県)、古都華

(奈良県)、まりひめ、紀の香(和歌山県)、とっておき(鳥取

県)、岡山 STB1号(岡山県)、山口 ST9号(山口県)、サ

マーアミーゴ、阿波ほうべに(徳島県)、さぬき姫、A8S4-147

(香川県)、あまおとめ、紅い雫(愛媛県)、福岡 S6号(福岡

県)、佐賀 i5号、佐賀 i9号(佐賀県)、熊研い 548、熊本

VS02E、熊本 VS03(熊本県)、大分 6号(大分県)、みや

ざきなつはるか、こいはるか(宮崎県)、和田彩花、和田初こ

い、MYAG-AO(民間団体)、エッチエス-138、すずあかね、

すずあかね R(民間団体)、ペチカピュア、ペチカエバー、ペチカ

ほのか(民間団体)、Sunraku、Sunmitsu、MYAG-2AD

(民間団体)、ももいろほっぺ 8号(民間団体)、BA1203H

(民間団体)、13FPFH4273(民間団体)、HD06-1、HD

06-11(民間団体)、信大 BS8-9(大学)、みくのか(個

人)、雪うさぎ、天使の実(個人)、桜桃壱号(個人) 

栃木 iW1号、栃木 i37号(栃木県)、かな

こまち(神奈川県)、MYAGMIE-1(三重

県)、愛経 4号(愛知県)、珠姫、奈乃華

(奈良県)、鹿児島 6号(鹿児島県)、MY

AG-YKB、MYAG-BAA、MYAGFRA-1

(民間団体)、FL 09 127(民間団体)、信

大 SUS-1(大学)、ひとよ(個人)、新初の

香、新みくのか、初の香 3号、みくのか 3

号、初の香 4号(個人)、ももこ(個人)、11

AE3659(民間団体) 

出所：農林水産省「改正種苗法経過措置による輸出先国の制限に係る届出品種」をもとに PwCが作成 

 

対象品種の詳細は、農林水産省より公開されている下記図表を参照いただきたい(図表 72)。 
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図表 72 「改正種苗法経過措置による輸出先国の制限に係る届出品種」85 

 
3.3.2 インドネシアへの種苗の持ち込みに関する規制 

■インドネシアにおける品種登録手続き 

植物品種保護については、国連生物多様性条約(UN-CBD)、植物品種保護国際同盟(UPOV)などを中心に、

国際的にも種苗の知的財産権保護に対する関心は高まっている。その中で、インドネシアでも、新品種の保護、優良品

種の育成促進等に法的根拠を与えて、種苗産業を発展させることを目的として、2000 年に植物品種保護法が成立、

2004年には、植物品種権の付与及び保護品種の利用に関する規則が制定された。 

植物品種保護制度(PVP：Plant Variety Protection)においては、食用作物、園芸作物、林業植物、海藻な

ど、あらゆる植物が保護対象となっており、出願申請を行えばすべて保護対象とされる。 

当該法令に即して、インドネシアで商業的に野菜を販売するには、元となる種子もインドネシア国内で品種登録され

ている必要がある。インドネシア農業省直轄の植物品種保護・農業許認可センター(PVTPP centre)が制度の運営当

局であり、当センターは下記のような組織構造となっている(図表 73 「植物品種保護・農業許可センターの組織構

造」)。 

 

 

 

 

 

 

85農林水産省「改正種苗法経過措置による輸出先国の制限に係る届出品種」2021 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/attach/pdf/index-7.pdf 
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図表 73 「植物品種保護・農業許可センターの組織構造」86 

 
 

出願から登録までの流れは下記のようになっている(図表 74 「植物品種保護制度の出願・登録手続き」)。 

また、育成者権者以外の者が種子の生産または増殖当を行う場合は、育成者権者の許諾が必要となる。 

  

 

86公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF) 

「インドネシアにおける植物品種保護出願マニュアル」2017 

https://pvp-conso.org/wp-content/themes/pvp-conso/images/pdf/indonesia02.pdf 
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図表 74 「植物品種保護制度の出願・登録手続き」87 

 

  

 

87公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF) 

「インドネシアにおける植物品種保護出願マニュアル」2017 

https://pvp-conso.org/wp-content/themes/pvp-conso/images/pdf/indonesia02.pdf 
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詳細は、下記図表を参照いただきたい(図表 75 「インドネシアにおける植物品種保護出願マニュアル」)。 

 

図表 75 「インドネシアにおける植物品種保護出願マニュアル」88 

 
 

3.3.3 スマート農業事業の展開を目指す日本企業がインドネシア進出する際のポイント 

近年、日本に限らず国際的に種苗の知的財産権保護に対する関心は高まっており、インドネシアでも、新品種の保

護、優良品種の育成促進等を目的として、インドネシア国内での品種登録制度が存在する。スマート農業を推進する

日本企業が海外での農業生産事業を展開するにあたっては、日本からの種苗の持ち出し、海外現地国への持ち込み

において、種苗の育成者権者や政府に対して届け出が必要となる。申請は複数の手続きに沿って行われ、数ヶ月以上

を要する場合もあることから、時間的な猶予を持って対応することが必要と考えられる。 

 

  

 

88公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF) 

「インドネシアにおける植物品種保護出願マニュアル」2017 

https://pvp-conso.org/wp-content/themes/pvp-conso/images/pdf/indonesia02.pdf 
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4. Phase1公開情報調査まとめ 

■事業化可能性の検討 

インドネシアの経済は堅調な成長を続け、中・高所得、富裕層も増加傾向にあり、これに伴いインドネシアでは今後よ

り一層高品質な商品、サービスへの需要が高まると予想される。農産物、食品においても品質、価格のみでなく「持続

可能性」、「環境」、「オーガニック」等の付加価値をつけ、EC等多様なチャンネルを通じて流通させることで中所得以上

の消費者に訴求することができるものと考えられる。 

インドネシアにおいて農林水産業の重要性は非常に高く、特にアブラヤシの生産・加工はインドネシアの基幹産業とな

っている。農業政策においては食の多様化や嗜好の変化への対応、テクノロジーを活用した農林水産業の拡大も方針

として示されており、先進的な技術を活用した農業によって変化する国内の需要を満たすことが必要とされている。インド

ネシアにおいて園芸作物の生産は今後も増加していくとみられ、特に環境制御技術を用いた水耕栽培による施設園芸

作物栽培が成長分野とが予想される。トマトとイチゴに関しては西ジャワ州が共通する生産地となっており、同州は首都

ジャカルタとの距離も近いため、主に輸送にかかる時間、コストの面での優位性がある。インドネシアの園芸作物輸入は

増加傾向にあるが、西ジャワ州などジャカルタから距離の近い地域において輸入農産物と同等以上の品質、付加価値

かつ同等以下の価格の農産物を生産することで、輸入農産物を代替しその市場を獲得できる可能性がある。 

インドネシアにおける園芸作物サプライチェーンの各プレイヤーの調査から顧客になり得る候補企業として 100社以上

をリストアップし、Phese2でのヒアリングに向けた絞り込みも行った。最終的なショートリスト案として、自社で農業生産に

参入するケースでは 17社、契約農家にアプローチするケースでは 8社89がリストアップされた。競合あるいは連携先にな

る可能性のある企業の事例からは、現地でのパートナー企業の重要性が確認された。また日本の公的なスキームによる

海外事情展開を検討する際には、事業実施国の社会課題の解決への貢献が重要である点も重要である。 

 

■現地法制度・慣習への対応 

事業実施形態については外資法人を設立するか、国際雇用委託サービスを活用するかのいずれかであると考えられ

る。現地法人を設立する場合、外資法人は多額の資本金が必要なことから内資法人が有力となる可能性が高い。内

資法人を設立するためには現地の企業、個人との連携が必須であり、事業実施の体制構築を慎重に行う必要がある。

また、事業体を設立せずに事業を行う方法として国際雇用委託サービスの活用も有効であるが、日本人の現地就業を

前提としていないため、いずれは現地法人の設立を検討する必要があると考えられる。 

事業実施規制に関しては、スマート農業を推進する日本企業が実施する園芸生産事業は規制に該当しないものと

考えられる。なお、内資法人を設立する場合、あるいは雇用委託サービスを活用する場合は、日本人が現地就労を行

う際に外国人就労規制・在留許可を申請する必要がある。外資法人に対する奨励について、園芸作物生産は優先

事業では無いが、先駆的な事業や研究開発要素のある事業についてはインドネシア政府としても適宜便宜を供与して

いくとされており、運用実態の確認が必要である。 

園芸作物の生産・販売・流通に関しては、園芸用施設の建築基準や農薬の使用、制限食品表示に関する規制な

どに留意する必要がある。いずれもインドネシア国内での位置づけ、運用実態は現地調査で確認する必要がある。 

 

 

 

 

89前者と後者で同一企業の重複あり 
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■知的財産の保護 

インドネシアでも新品種の保護、優良品種の育成促進等を目的として植物品種保護法が成立し、植物品種権の付

与及び保護品種の利用に関する規則が制定された。植物品種保護制度において、食用作物、園芸作物、林業植物、

海藻など、あらゆる植物が保護対象となっており出願申請を行えばすべて保護対象とされる。当該法令に即してインドネ

シアで商業的に野菜を販売するには、元となる種子もインドネシア国内で品種登録されている必要がある。 
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5. Phase2 ヒアリング調査内容 

本章ではヒアリングの結果を対象ごとに記載する。 

 

5.1 調査の観点と実施方針 

本調査では、1.ターゲット市場・顧客の特定、2.事業を実施するうえで必要な連携体制の構築、3.法規制・認証制

度の運用実態の把握の 3 つの観点から調査を実施した。Phase1 で実施済みの調査を踏まえた Phase2 における実

施方針は図表 76の通り。 

図表 76調査の観点と実施方針 

調査の観点 Ph1実施事項 Ph2実施方針 

ターゲット市場・顧客

の特定 

農産物サプライチェーンに関わるプレイヤーを

特定し、顧客候補の洗い出し・候補出しを

行う。 

絞り込みを行った顧客候補に対してヒアリングを行

い、園芸作物生産に対する課題・ニーズ把握を行う

ことで、顧客像を具体化する。 

事業を実施する上で

必要な連携体制の

構築 

農産物サプライチェーンに関わる、事業を実

施するために連携が必要なステークホルダー

の洗い出し・候補出しを行う。 

絞り込みを行ったステークホルダーに対してヒアリングを

行い、連携の可能性を検討することで、事業実施体

制の検討を行う。 

法規制・認証制度の

運用実態の把握 

主にインドネシア政府から公式に発信されて

いる法規制・認証制度に関する情報を収

集し、対応が必要な制度を把握する。 

行政機関・自治体・農業生産法人等にヒアリングを

行い、Ph1で把握した規制・認証の運用実態を把

握し、その対応方針を検討する。 

 

5.2 調査の進め方(ヒアリング対象) 

本調査では上記の方針に沿ってインドネシア国内の企業、政府機関等へのヒアリングを実施した。まずターゲット市

場・顧客の特定のため、Phase1 での調査から農産物生産事業への参入の可能性がある顧客候補として、農業生産

法人、農業生産組合、小売企業、レストラン、卸売企業へヒアリングを実施することとした。また、これらの企業、組織に

は、農産物の生産から販売までのサプライチェーン上の課題、スマート農業関連の製品・サービスの市場での可能性につ

いてもヒアリングの中で確認を行った。 

次に事業を実施するうえでの連携体制の構築を検討するため、生産者への公的なサービス提供を実施している地方

自治体の農業局へのヒアリングを実施することとした。また、インドネシアへの進出を検討している外資企業への支援内容

を把握するためインドネシア投資省東京事務所(BKMP)、日本企業がインドネシアで事業を実施するうえでのボトルネッ

クを把握し、実施体制の検討のために東京コンサルティングをそれぞれ対象とすることとした。これらに加えてインドネシアで

生産者の能力強化、サプライチェーン構築を行う JICA プロジェクト(官民協力による農産物流通システム改善プロジェク

トフェーズ 2)専門家にもヒアリングを実施した。 

最後に法規制・認証制度の運用実態の把握のために、残留農薬等の食品安全に関する公的な業務を所掌する N

ational Food Agencyへヒアリングを実施することとした。調査の観点ごとのヒアリング対象は図表 77の通り。なお、ひ

とつの機関から複数の調査の観点について聞き取るケースもある。 
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図表 77 ヒアリング対象機関および事業概要 

調査の観点 属性 組織名 事業内容 

ターゲット市

場・顧客の特

定 

農業生産法

人 

Amazing Farm 農産物(トマト、葉物野菜)の生産、集荷、卸売事業を行

う企業 

小売 Papaya Fresh Gallery 主に食料品を取り扱う小売企業 

農業協同組合 Asbenindo 農産物種子の国内流通に関する調整を行う組合 

卸売 Agri Sumber Lestari 農産物(野菜・果物)の卸売事業を行う企業 

レストラン BARTISSERIE 健康意識の高い中高所得層をターゲットにしたレストラン 

事業を実施す

る上で必要な

連携体制の構

築 

地方自治体 ガルト県農業局 同県の農業振興、生産者支援 

行政機関 インドネシア共和国投資省 外国企業によるインドネシアへの投資促進 

会計事務所/

GRE事業者 

東京コンサルティング 日本企業の東南アジアをはじめとする海外進出支援、コン

サルティング 

開発機関 JICA 官民協力による農産物流通システム改善プロジェクト 

法規制・認証

制度の運用実

態の把握 

行政機関 National Food Agency 食料・栄養安全保障、食の多様化、食の安全に関する

政策の調整、策定、実施を担う大統領府直轄の公的機

関 

 

5.3 調査項目(ヒアリング項目) 

 対象ごとのヒアリング項目は図表 78 のとおり。 

図表 78 ヒアリング項目 

調査の観点 組織名 ヒアリング項目 

ターゲット市

場・顧客の特

定 

Amazing Farm ■現在生産/販売/取扱いをしている農産物について 

• 生産量、集出荷量、販売量の増減等 

• 販売価格、購入価格のトレンド等 

■農作物のサプライチェーンについて 

• 農産物の販売先 仕入れ元 

• 農産物の販売、仕入れ方法(契約栽培、市場卸売経由等) 

■現状に対する課題とニーズ 

• 施設園芸作物に求める品質と価格 

• 施設園芸作物に期待する付加価値 

• 日本の品種、農産物生産技術へのニーズ 

• 農産物生産事業拡大もしくは参入の可能性、意欲 

• サプライチェーン上の課題 

Papaya Fresh Gallery 

Asbenindo 

Agri Sumber Lestari 

BARTISSERIE 

事業を実施す

る上で必要な

ガルト県農業局 ■農業政策、地域農業戦略 

• 重点作物(穀物/換金作物)とその理由 
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連携体制構築 ■生産者、事業者支援の体制、制度 

• 生産者への支援の有無とその内容(各種補助金等) 

• 関連サービス事業者への投資、優遇制度の有無 

■現状に対する課題とニーズ 

• 農産物生産における課題(生産者数、生産性、需要創出等) 

• 生産者支援を行う上での課題(予算不足、公平性の確保等) 

インドネシア共和国投資省 ■外資法人の事業実施において農業関連企業が該当する規制 

• 規制・禁止業種リスト(農業・食品製造を含む) 

■外資法人への投資、支援制度の有無とその内容 

東京コンサルティング ■法律、商習慣に関する留意点 

• 事業を開始するにあたり注意すべき法律(労働基準法等) 

• 内資法人設立時の留意点 

• 日本企業がインドネシアに進出する際に発生したトラブルの事例等 

■国際雇用委託サービスの詳細 

• 国際雇用委託サービスを利用したうえで、日本人が現地で働くことが

可能か 

• 国際雇用委託サービスを利用した製品、サービスを販売した際のキ

ャッシュフロー 

JICA ■インドネシアの農業、農産物生産技術について 

• 生産者グループ、農業組合の実態 

• 農産物生産技術の水準 

• スマート農業へのニーズ 

■日本の農産物のブランディング 

• 高品質農産物のニーズ 

• ブランディングにおける行政機関の役割 

法規制・認証

制度の運用実

態の把握 

National Food Agency ■農業分野に関連する規制・認証制度の運用実態 

• インドネシア国家規格(SNI) 

• 環境影響評価制度(AMADAL) 

• 残留農薬基準 

• 国際規格(ISO・GAP認証等) 

• 植物品種保護出願 
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6. Phase2 ヒアリング調査結果 

本章ではヒアリングの結果を対象ごとに記載する。 

 

6.1 ターゲット市場・顧客の特定 

本項目では、ターゲット市場の特定、顧客像の具体化を主な目的として行ったヒアリングの結果を下記の通り示す。 

 

6.1.1 Amazing Farm 

【日時】 2023年 12月 14日 9:00‐10:00 

【ヒアリング先】 Amazing Farm 

【組織概要】  

Amazing Farmは水耕栽培による農産物生産に加え、加盟生産者からの農産物の集荷、農産物の輸出入、卸

売を行っている。農産物生産に関して、COVID19のパンデミック以前はメロン等の果物の自社生産を行っていたが、現

在は野菜のみ生産している。 

ヒアリング結果概要 

Amazing Farmの事業と課題について 

• 天候不順による生育不良、病害等で加盟生産者の生産する農産物の品質と供給が安定しないことが課題にな

っている。加盟生産者から集荷した農産物の品質保証を行っており、それらにも”Amazing Farm”のラベルを貼

付し出荷を行っている。 

• 事業ポートフォリオの拡大を検討しており、食肉の加工・販売、キャッサバやテンペのチップス等の製造・販売は選択

肢となっている。 

インドネシア産高品質農産物(特にイチゴ)の需要について 

• COVID19パンデミック以前は、イチゴの輸入元はアメリカやオーストラリアがメインで、食感が硬いものが多かった

が、現在は韓国産の甘いイチゴが市場で優位になっている。甘い品種のイチゴは柔らかく品質を保持できる期間が

短いため、取扱いが難しい。 

• 現状消費者は高品質のイチゴというと輸入ものを求めがちだが、輸入のイチゴは関税に加えて生産、輸送コストも

かかり非常に高額で販売されているため、インドネシア産の高品質なイチゴでそれを代替することは可能。 

日本の農産物について 

• 日本産の農産物、特に果物の品質は素晴らしく、例えば同じシャインマスカットでも中国産/韓国産と日本産では

まったくの別物であると言って良い。日本のブランド力は高いため、メイドインジャパンでなくとも日本と同じ品種、手

法や技術をもってインドネシアで生産され、その農産物の品質が伴えば強力なブランドとして機能する。 

 

6.1.2 Papaya Fresh Garally 

【日時】 2023年 12月 11日 9:00‐10:00 

【ヒアリング先】 Papaya Fresh Garally 

【組織概要】  

インドネシア国内で 12店舗を持つ日系の食品スーパー。取り扱う農産物はバンドン、チアンジュール、ボゴール等の生

産者から調達しており、現在自社での農産物生産は行っていない。 
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ヒアリング結果概要 

インドネシアの農産物生産について 

• インドネシアの農業の実態として、スマート農業以前に、効率的に農業を行う、農業で儲けるというカルチャーが

根付いておらず、インドネシア全体で農業の水準は低い傾向にある。グリーンハウスで農業を行っている生産者も

限られ、露地栽培が中心となっている。 

• 課題として、安定供給が難しい点が挙げられる。生産物の品質(大きさ、糖度)のばらつき、輸送・コールドチェー

ンが確立されていないことが背景として考えられる。さらに、農業指導が不十分・ノウハウを横連携する仕組が欠

如していることから、安定生産が難しい。インドネシアは農薬基準も厳しいため、使用できる農薬も限られてい

る。 

農作物の輸入の限界、現地生産に対するニーズ 

• 高品質野菜・果物の需要は高まっている。 

• Papaya、シャトレーゼなど高品質野菜・果物を調達して加工食品として販売している小売・食品企業は、需

要にミートするためにイチゴ生産を自社生産する可能性は多分にある。契約農家でも安定供給が難しく、かつ

輸入関税が高いためコストを抑えたいという考えもある。 

インドネシア国民の健康意識の高まり 

• 何が有機・無農薬なのかの基準が定められていない。インドネシアでは、GAP認証も浸透しておらず、認証に対

する理解が農家も消費者も追いついていない。輸出向けには認証取得が有効に働くと思うが、国内需要を満た

すことが優先だと考えている。ただし、今後、認証制度が整備されることによって、より有機・機能性食品のニーズ

が高まっていくことが予想される。 

• 健康意識は高まっているが肥満・糖尿病が死亡原因 1位となっている。近年のサラダ専門レストランの台頭によ

って、健康食品＝サラダという機運が醸成されており、それにより小売店のサラダの販売促進・売上に繋がってい

る。 

農作物出荷・流通のサプライチェーン構築の難しさ 

• インドネシアでは、輸送事業者が横断的に農作物を集荷・流通させる仕組みが無く、仲買人や生産者が

独自に出荷を行うことが通常である。そのため、安定したサプライチェーン構築が課題であり、農作物の輸送中

の品質維持(輸送中に作物がダメージを受けない)が守られない場合が多くある。 

• Papayaは、時間をかけて生産者との関係性を築くことにより、輸送時の品質安定に努めてもらえている(梱包

や冷蔵コンテナの使用等)が、新規参入事業者がローカルな農家から農作物を調達する場合のサプライチェーン

構築は極めて難しい。 
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6.1.3 Asbenindo 

【日時】 2023年 12月 12日 9:00‐10:00 

【ヒアリング先】 Asbenindo 

【組織概要】  

Asbenindoは種子の輸入業者等が加盟する組合/協会(Association)で、種子に関するインドネシア国内の調

整業務に関わっている。 

ヒアリング結果概要 

西ジャワ州の農業生産の現状、課題(特にトウガラシについて) 

• トウガラシの価格は現在高騰しており、生産者からの出荷価格で IDR100,000(日本円で約 920円)に達し

ている。価格の乱高下は生産者の安定的な収益の確保にとって望ましくないため、IDR40,000-

50,000/kg(日本円で 370円～460円) 程度で安定する方が望ましい。 

• 課題として天候不順による病害の発生、病害を予防するための生産技術・資材の不足が最も大きい課題とな

っている。また、農産物価格の乱高下(トウガラシは現在の価格の 10%まで低下することもある)、生産者が資

金や農業投資にアクセスできないこと、サプライチェーン(35㎏/袋単位で輸送しており、重量に加え輸送時のダ

メージも大きい)なども課題である。 

• 病害の発生予防のためスクリーンハウス(農業用スクリーンによる雨よけ)を設置している生産者はいるが、トウガラ

シ生産をグリーンハウスで行っている生産者はほとんど存在しない。また GAP(Good Agriculture Practice)

や環境認証の基準にはまだ至っておらず、取得も難しい。 

トウガラシ生産者組合について 

• 上記の課題に生産者自身が対処できるようトウガラシ生産者組合を設立した。同組合の役割はトウガラシ栽

培の SOP(Standard Operational Procedure:標準作業手順書)の作成、灌漑整備、肥料購入のサポ

ート等となっている。 

• また生産者が自ら栽培方法や営農を改善させていくことは非常に難しいため、栽培技術指導(教育)も重要で、

そのためにはデモンストレーション(変化の視覚化)が効果的と考えている。栽培技術や営農に関する指導は、技

術向上や収益改善に対するモチベーションの高い生産を選んで行うことが重要となる。 

• 同組合設立の際にインドネシア中央銀行、農業省および関係政府機関へ出資と支援を依頼しており、試験的

に組合として 200平米の土地でトウガラシの実証栽培を行うための投資を得た。しかし十分な投資とは言え

ず、生産者のキャッシュフローが改善されるような農業金融(Credit Scheme)の整備が必要と考えている。 

 

圃場視察 

• 同日の午後、圃場視察を実施。視察先の生産者は 3haの土地でメロン、サツマイモ、トウガラシ等を栽培して

おり 7人の従業員を雇用している。 

• メロンのみ、竹もしくは竹と金属によって建てられたグリーンハウスで栽培しており、メロンはシンガポール等海外への

輸出向けに栽培している。グリーンハウス内では養液(水)を循環させるタイプの水耕栽培を行っており、水量、水

温、pH をリアルタイムで計測しスマートフォンで見られるよう養液(水)のタンクに制御装置が取り付けられていた。 
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6.1.4 Agri Sumber Lestari 

【日時】 2023年 12月 13日 9:00‐10:00 

【ヒアリング先】 Agri Sumber Lestari 

【組織概要】  

Agri Sumber Lestariは、イチゴのほかスイカ、マンゴスチン、マンゴー等を小売店に販売する卸売業者 

ヒアリング結果概要 

ジャカルタのイチゴ流通、販売について 

• ロッテマートは自国(韓国)産の販売を積極的に行っており、毎週イチゴの販売促進イベントを行い、平日で 1店

舗当たり 30パック、週末で 50-100パックを販売している。AEONや Runch Mart等の中高所得者向けス

ーパーはアメリカ、オーストラリア産も含め輸入イチゴを販売しているが、それ以外の大衆向けスーパーではインドネ

シア産のイチゴを扱っている。 

• インドネシア産のイチゴに関して、天候不順が生産量に影響するなど、共有の不安定さが課題となっている。 

• イチゴはインドネシア人消費者にとっては小さくて酸っぱい果物であり、もっと甘くて大きいイチゴが欲しい、というよ

うな課題は消費者側に顕在化していなかった。しかし、韓国企業がインドネシア国内の食のトレンドやライフスタイ

ルの変化に合わせたプロモーションによって需要を掘り起こし外国産(特に韓国産)のイチゴがスーパーで売れるよ

うになっている。 

• インドネシア産のイチゴの品種はアメリカ原産の外皮の硬いものであり輸送に伴うダメージは比較的少なく、集荷

時の返品(Reject)は 1％以下。輸入品は輸送管理が厳格に行われているため基本的にダメージはない。 

インドネシア産の高品質イチゴのニーズおよびプロモーションの重要性について 

• 消費者にとってイチゴはイチゴであり、産地や品種による違いはプロモーションを行わない限り伝わらない。価格、

品質、見た目などで消費者を引き付けることが重要。サイズは大きいものが望ましく、店頭での品質が少なくとも

3日以上保持できる状態で出荷する必要がある。 

◼ プロモーションやパッケージの工夫が重要である一方、明確な基準や認証なしに「有機栽培」や「水耕栽培」であ

る旨を表示するだけで販売促進につながるケースもある。中身が同じでもパッケージを買えただけで販売数が増

加した事例もある。 

農産物価格に関する情報 

• 韓国産輸入イチゴの小売価格はヒアリングの前週時点で 1パック 330g あたり IDR 145,000(約 1,300
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円) 、ピンクストロベリーが同 IDR375,000(3,500円)。 

• Agri Sumber Lestari が取り扱うインドネシア産のイチゴは小売価格 1パック 250g あたり IDR22,000(約

200円)、卸売価格が同 IDR 17,000(約 160円)。 

• 輸入イチゴの小売店での原価率は約 50%、インドネシア産が約 70%となっている。 

• 中国からの輸入品は非常に安価で、例えば中国から輸入されるリンゴ(Premium apple)はインドネシアのマラ

ン県産よりも安くなっている。 

 

6.1.5 BARTISSERIE 

【日時】 2023年 12月 13日 14:00‐15:00   

【ヒアリング先】 BARTISSERIE 

【組織概要】  

BARTISSERIEは健康意識の高い富裕層、若者、外国人に向けた健康な食事、ビーガンメニューをメインに提供し

ているカフェ、レストラン。扱う食材は全てインドネシア産のものを使用しており、バリ島に多くある洗練されたオーガニック、ビ

ーガンレストランを参考にしている。 

ヒアリング結果概要 

原材料調達に関する課題 

• ベジタリアンやビーガン向けレストランが多くマーケットが形成されているバリ島と異なり、ジャカルタでは高品質のイ

ンドネシア産農産物(食材)の安定した調達が課題となっている。現在仕入れを行っている品目のうち品質の向

上が必要なものも多く、実際に卸売業者からの納品の際に品質をチェックして悪いものは返品している。 

• 品質の向上が必要な品目は以下の通り：アボカド、アルファルファ、チーズ、ルッコラ、イチゴ、メロン、レタス、ブロ

ッコリー、トウガラシ、パプリカ、トラビス、グリーンピース、豆腐、キヌア、ケール、パイナップル、バナナ、パパイヤ。 

日本の農産物について 

• インドネシアで日本と同じ品質のものが生産できるのであればぜひ取り扱いたいが、価格も取扱いを決める重要

な要素であり品質だけで決めることはない。 

• まとまった量を生産できるのであれば、コールドチェーンを持つ Indoguna meat(Indoguna Utama)、

Sukanda等、大手の Distributor経由で出荷したほうが良い。農産物、食品販売の EC サイト Sayur 

Box を提供するスタートアップ、Union Restaurant Group など、農産物の買い手候補を紹介することは可

能。 

大手食品サプライヤー(Distributor)について(補足) 

• PT Indoguna Utama90:主に食肉や加工食品の流通のほか、自社ブランドの食品(ソーセージ、フレンチフラ

イ)製造、レストラン(ステーキハウス等)の運営を行っている。 

• PT SukandaDjaya：Diamond Food Indonesia91の子会社で主にコールドチェーンを用いた生鮮食品の

流通事業を行っている。 

 

90https://www.indoguna.co.id/  

https://www.indoguna.co.id/
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6.2 事業を実施する上で必要な連携体制の構築 

本項目では連携体制構築の検討を主な目的として行ったヒアリングの結果を示す。 

6.2.1 ガルト県農業局 

【日時】 2023年 12月 15日 9:00‐10:00 

【ヒアリング先】 ガルト県農業局 

【組織概要】  

西ジャワ州に位置するガルト県の農業担当局。農業政策の策定と実施を通じて、県の農業振興を行っている。 

ヒアリング結果概要 

ガルト県の農業政策、生産者支援について 

• ガルト県は 10種類の重点作物を設定し、5年ごとに見直しを行っている。重点作物のクライテリアは 1)コメ、ト

ウガラシ、タマネギ等インフレの影響を受けやすい作物、もしくは 2)イモ、ショウガ、オレンジ、コーヒー等、ガルト県

のアイコン(名産)であることのどちらかで、トマトやイチゴは含まれていない。 

• イチゴはかつてガルト県の名産品の一つだったが、病害が大流行した際に 2年間生産を停止する政策をとって

以来、一部の地域を除きほぼ生産を行っていない。露地栽培のイチゴは降雨(湿度の上昇)に伴う病害の発生

に脆弱であり、グリーンハウスであれば病害の発生はある程度コントロールできるが、そのための補助等は資金的

余裕もなく行っていない。中央政府、州政府からの補助があれば県としても生産者を支援することは可能。 

• コーヒー、コメ、トウガラシ、タマネギ、コーンを栽培する生産者に対して、肥料を市場価格より安く購入できる施

策を行っている。 

ガルト県の農業の現状、課題について 

• 農業はガルト県の主要産業の一つであり、労働者の 70％が農業に従事している。その多くが所有している農地

が 50a以下の小規模生産者となっている。ガルト県内の 422村(1村あたりの人口は 2,000～6,000人程

度)を約 200名の技術指導員がカバーしており、人材、予算ともに不足している。 

• 農産物の品質は現時点でそれほど大きな課題ではなく、むしろ生産性(収量)が課題となっている。 

ガルト県の農業インフラについて 

• ガルト県は電力供給も不安定で、スマートグリーンハウス事業を実施するために必要なインフラが整備されていな

い地域が多いため、短期的なスマートグリーンハウスの導入は困難。 

• 少なくとも県内の 3か所で電子機器を取り入れたグリーンハウスが存在するが、水量、水温等のモニタリングを行

っている程度で、ハウス内の環境制御には至っていない。 

• ガルト県農業局は JICA民間連携プロジェクト(木ノ内ファームのイチゴ苗生産事業)の行政サイドの実施者とな

っており、プロジェクトサイトのインフラ整備を行うことになっている。 

 

 

 

91https://www.diamondfoodindonesia.com/  

https://www.diamondfoodindonesia.com/
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6.2.2 インドネシア投資省 

【日時】 2023年 12月 8日 16:00‐17:00 

【ヒアリング先】 インドネシア共和国投資省 (BKPM日本事務所) 

【組織概要】  

BKMP日本事務所はインドネシアへの投資促進を目的に、インドネシア進出を計画している日本企業をサポートして

いる。インドネシアのビジネス関連法規制、投資環境の説明、現地パートナー企業探し等を日本語で提供するなど、企

業の規模を問わず日本企業がインドネシアへ進出する際の入口の役割を担っている。 

ヒアリング結果概要 

BKPMの役割とサービスについて 

• インドネシアへの投資、進出の参考となる情報を収集・分析する調査プロジェクト92を産業別に行っており、これ

まで 69件の実績があるほか、現在 12件のプロジェクトを形成中である(調査費用は BKPM およびインドネシ

ア政府が負担)。インドネシアへの進出を検討している企業から調査のアイデアも募集しており、特に条件なくす

べての企業が応募可能。 

• IP(Intellectual Property)に関するサポートや、法的トラブルの仲裁などは行っていないため、インドネシア国

内の日系会計事務所やコンサルタントに相談することを勧める。 

日本企業のインドネシア進出について 

• 一部出資制限や進出規制がある産業、分野を除き、2021年以降 100億インドネシアルピア(約 1億円)の

資本金を用意し、業務内容に応じたコードを取得すれば外資企業を設立することができる。 

• 1980年代以降に日本企業のインドネシア進出が本格化したが、それに先立ち 1960年代から JICA による

ODA の供与、JETROのインドネシア事務所による日本企業の支援が始まっている。その後 1980‐1990年

代に大手日系企業のインドネシア進出が始まり、門戸が開かれていった。 

• 政権の方針によって外資企業への規制が強化、緩和されてきた歴史があり、特に規制強化は進出を検討する

企業にとってリスクとなっている。しかし、規制が過年度に遡及することはない(Grand fathers‘ clothes=既得

権による保護)ため、インドネシアで法人を設立した時点以降に規制が強化されてもその対象になることはない。 

• 日本企業がインドネシアに進出する際、COVID19のパンデミック以前は外資法人として設立する前提で相談

に来るケース多かった。しかし COVID19、ロシアのウクライナ侵攻を経て、こうしたリスクに柔軟に対応できる(進

出先の国で起きたリスクイベントに対して、当該国の状況をもとに速やかな経営判断が可能な)内資法人設立

や、現地パートナーとの連携に関する相談が増加した。 

インドネシアへの外資による投資概況について 

• 2023年度第 3四半期までの日本からインドネシアへの投資額(foregin investment)は、シンガポール、中

国、香港に次いで第 4位となっている。投資額 1位のシンガポールは多くの外資企業の拠点となっているため、

実質多国籍の企業からの投資の合算とみなされる。 

• 投資内容の特徴として中国はニッケルの採掘・加工等、鉱業が主要な投資先であり、件数は少なく金額は大

 

92インドネシア投資省/BKPM東京事務所ウェブサイトから閲覧可 https://bkpm-jpn.com/project/ 

https://bkpm-jpn.com/project/
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規模になる傾向がある。一方日本は中国に比べると 1件当たりの投資金額は少なく、件数が多い。 

• 韓国は政府が民間企業の海外進出を積極的にサポートしている。特徴として K-POPやドラマ、映画といった韓

国のポップカルチャーの普及を先行して行い、それによって作られたマーケットに向けて化粧品、食品など関連する

商品を輸出するといったインパクトの大きい戦略をとっている。 

 

6.2.3 東京コンサルティングファーム 

【日時】 2023年 12月 4日 11:00‐12:00 

【ヒアリング先】 東京コンサルティングファーム 

【組織概要】  

日本企業の海外進出支援、海外子会社のサポートなどを行うコンサルティング企業 

ヒアリング結果概要 

GEOの利用目的、制度概要について 

• GEO サービスとして進出～撤退までサポートしている。出資比率の規制、資本金額の規制、業種によっては制

限があり、外資に開放されていない業種が多々ある(一部の農業、建設業、インフラ、繊維等)。 

• GEOは進出可否検討として利用することが多く、現地法人というよりは駐在員事務所に近い。GEO をやるにし

てもローカル人材を自社の社員営業として雇用していくような体系になる。会社に雇用されることで社会保障が

担保される国では安心感があるので、雇用代行(GEO)が利用されることが多くなる。GEO契約期間中は雇用

を解約できず、解約した場合も契約金額をすべて支払う必要があるため途中解約のメリットはない。 

• 給与体系は固定給を総額の 75%以上にする必要があり、その固定部分で最低賃金(現時点日本円で約 5

万円/月)以上の額を支払わなければならない。月額 10万円程度払えば優良な人材が見つかる可能性が高

い。 

インドネシアで GEO を使用するメリット・デメリット 

• GEO で雇用できるのは市場調査を行う人材となる。製品の販売を通じたマーケティングテスト等、売上が立つ

活動を行うことは出来ず、例えば、市場調査等は可能である。インドネシアは社会保障が確立していないので、

GEO よりも個人事業主などと直接外注契約して、自社の社員の一員のような位置づけで雇用した方が、活動

制限がかからないので良いと思われる。社会保障のメリットが大きい国だと GEOで人が集まりやすい。結論とし

て、GEO および駐在員事務所では販売営業はできず、販売先や仕入れ先候補の調査に限られるため、将来

的に現地法人を設立するのであればメリットはあまりない。 

事業実施体制における GEO以外の選択肢について 

• インドネシアは KBLI(KlasifikasiBukuLapangan Usaha Indonesia:事業の目的、業種を分類するコー

ド https://www.nacglobal.net/ja/indonesia-kbli-and-klu/)による規制が厳しく、外資企業が商社と

しての機能を持つことができないが、現地商社に依頼して想定する事業をやってもらうことは出来る。 

• 内資法人を設立する場合、外国人を役員には出来るが取締役までであり、代表取締役にはできず、労働省の

内規によると外国人労働者のビザと取得するために約 1000万円/人の資金証明が必要。また、内資法人の

場合、現地のパートナーとの仲たがいなどで日本人が経営に関われなくなったケースもある。また、内資法人はノ

ミニー制度(インドネシアの名義人(ノミニー：インドネシア人)が実質的な所有者(実益所有者：外国人)の代

https://www.nacglobal.net/ja/indonesia-kbli-and-klu/
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わりに資産や株式を所有する制度)とみなされ規制の対象になることも多い。 

• 外資法人の設立に必要な資本金 1億円というのは定款に記載が必要な金額であり、すでに一定の資本金の

ある企業を買収して資本金を積み増すということも可能。また規模の大きい農業会社に出資して、対価としてジ

ャパンデスク(進出を検討している事業を実施する部署)を設けてもらえれば事業の実施は可能。 

• インドネシアに進出する日本のスタートアップ企業は、資金調達をしっかり行い外資法人として設立することが多

い。中小企業は外資法人設立に必要な資本金がここ 5-10年で(約 1億円に)増額になったこと、内資法人

はノミニーとみなされるケースが多いことから進出を断念するケースが多くなった。 

 

6.2.4 JICAプロジェクト 

【日時】 2024年 1月 15日 15:00‐16:00 

【ヒアリング先】 JICA プロジェクト 

【組織概要】  

インドネシアにおいて JICAが実施する「官民協力による農産物流通システム改善プロジェクトフェーズ 2」。生産者グ

ループの能力強化と官民連携によるサプライチェーン構築、強化を行う。 

ヒアリング結果概要 

調査概要へのフィードバック 

• 日本企業がインドネシアに進出して農産物生産や加工に関する事業を行うにあたっては、外資企業への規制は

厳しく(例えば特定の農産物の種子のシェアは 30％以内に収めなければならない等)ため、規制の内容を考慮

したうえで現地企業とのパートナーシップを検討する必要がある。 

• Amazing Farmや Highland Vegetable などの企業は水耕栽培の生産拠点を持ち独自のサプライチェー

ン構築を行い、安定供給を実現している。他方、土耕栽培がメインの農産物の生産は個別の生産者(グルー

プ)に依るため、安定供給に向けた課題が残っている。そのためのキャパシティビルディングを JICA プロジェクトで

行っている。 

• ローカルの生産者に対して高度なスマート農業の技術を導入することは現実的ではない(技術的に個人や生産

者グループでは扱いきれない)。個人でも扱えるような自動潅水や温度管理の製品やサービスはすでにインドネシ

アの企業が販売を展開しており、日本企業が参入する隙間はないかもしれない。より高度なスマート農業の技

術であれば規模の大きい企業とのパートナーシップが必要になると思われる。 

インドネシアの農業政策、実施体制について 

• 複数の生産者がグループを形成しており、そのグループが複数集まって組合(Association)を形成しており、地

方自治体に登録されている。これが行政の支援の受け皿になっているが、かならずしも営農活動を共同でおこな

っているわけではなく、農産物の販売は個別の生産者あるいは生産者グループの単位で行われることが多い。 

• アグリテック支援は重要政策のひとつで、政府(農業省)も製品・サービスの費用を負担して生産現場でのトライ

アルを進めているが、アグリテック企業は公的支援に依らないビジネスモデルの構築を模索している。 

日本の農産物のニーズ、ブランディングについて 

• レストラン等で高品質な農産物の需要はたしかにあると思うが、具体的な品目や量は不明。日本と同程度の品

質の生食用イチゴが国内で生産出来れば、価格次第で市場を獲得することは可能。 
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• 日本産の農産物に対するポジティブなイメージはあるが、一般的にインドネシア人は食に対して保守的なので、

日本の農産物の量的な需要拡大を目指す際にボトルネックになるかもしれない。一方、プロジェクトで日本のニ

ンジンのプロモーションをした際には、栄養価・機能性が販売につながることがデータでも示されたため、ジャカルタ

の健康意識が高い層など特定のマーケットでの需要創出は可能。 

• (有機栽培等の)認証制度の有効性は未知数。インドネシアの場合有機認証が機能しないケースも多く、費用

もかかる上、マーケットを選ぶことになる。 

 

6.3 法規制・認証制度の運用実態の把握 

本項目では法規制・認証制度の運用実態の把握のため行ったヒアリングの結果を示す。 

6.3.1 National Food Agency 

【日時】 2023年 12月 11日 14:00‐15:00 

【ヒアリング先】 National Food Agency  

【組織概要】  

National Food Agencyは食料・栄養安全保障、食の多様化、食の安全に関する政策の調整、策定、実施を

担う大統領府直轄の組織。 

ヒアリング結果概要 

ヒアリング先について 

• 農業省傘下の Food Security Agency に、農業省を含むいくつかの省庁の役割と機能の一部を統合する

形で 2021年に設立された。 

食品安全に関する National Food Agencyの役割、機能について 

• National Food Agencyは特定の農産物ごとに輸入/流通業者を登録するデータベース93を整備しており、

誰でも National Food Agency のウェブサイトからアクセスすることが可能である。このデータベースへの登録に

は食品安全に関する規格(Certification of Good Handling Process)の準拠が必要であるため、このデー

タベースへの登録は、同時に食品安全基準をクリアしていることの証明になる。 

• 上記データベースの登録に際して、コメ等の特定品目については残留農薬量を測定する必要があり、National 

Food Agencyがサンプルを検査機関へ送り、残留農薬の量、レベルを検査している。 

• インドネシアへの農作物の輸入とインドネシア国内での生鮮食品・加工食品に適用される食品安全規制(残留

農薬、毒素等)を運用しているが、適用対象は大企業のみであり、中小企業以下は適用対象外となっている。 

食品安全に関する認証制度について 

• インドネシアでは食品安全に関する認証制度(プライム認証:Sertifikasi Prima)が運用しており、認証は以下

の 3 つの段階に分類されている。また中小規模の生産者が同認証を取得する際には安全基準値を測定する

ための検査費用等の補助金が適用される。 

P3:安全基準をクリアした食品 

 

93https://sipsat.badanpangan.go.id/okkp/registrasi  

https://sipsat.badanpangan.go.id/okkp/registrasi
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P2:安全基準をクリアし、かつ高品質な食品 

P1:安全基準と品質基準をクリアし、かつ環境に配慮した方法で生産された食品 
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7. Phase2 ヒアリング調査による示唆・考察 

本章では、ヒアリングの結果および追加調査から得られた示唆と考察を記載する。 

 

7.1 ターゲット市場・顧客の特定 

本項目では、前提として「誰に対して(To whom:需要と顧客候補)どうやって(How:営業と販売促進)何(What:

製品・サービス)を販売・提供するか」という観点から考察を行う。その際に Phase1 の調査を通じて得られた考察、仮説

も踏まえ、日本企業のインドネシアにおいて事業化の可能性とその方法を検討する。 

 

7.1.1 需要と顧客候補 

7.1.1.1 Phase1でのポイント 

中・高所得、富裕層の増加に伴い、インドネシアでは今後より一層高品質な商品、サービスへの需要が高まると予想

される。インドネシアの園芸作物の輸入金額は上昇傾向にあるが、輸入量が横ばい、微減している年でも輸入金額が

増加していることから、高価格の園芸作物に対する需要が伸びている可能性も考えられ、実際にイチゴの輸入単価は上

昇傾向にある。園芸作物に関する調査から、例えば西ジャワ州などジャカルタから距離の近い地域において輸入農産物

と同等以上の品質、付加価値かつ同等以下の価格の農産物を生産することで、輸入農産物を代替しその市場を獲得

できる可能性があると考えられる。 

農業政策においては食の多様化や嗜好の変化への対応、テクノロジーを活用した農林水産業の拡大も方針として示

されている。このことから先進的な技術を活用した農業によって変化する国内の需要を満たすこと(今後需要が高まるで

あろう高品質の園芸作物を、テクノロジーを活用して生産・販売すること)はインドネシアの農業政策と合致しており、そう

した事業は実施の妥当性、必要性が高く、将来的なニーズもあるものと考えられる。またインドネシアにおいて園芸作物

の生産は今後も増加していくことが予想されている。施設園芸に関しても同様に生産量、金額ともに伸びていくこと、特に

環境制御技術を用いた水耕栽培への移行が増加していくことが予想される。 

 

7.1.1.2 Phase2のヒアリング結果を通じて得られた示唆 

◼ Made by Japanのポテンシャル 

中・高所得層の増加を背景に高品質な農産物へのニーズが高まっていることが、農業生産法人、小売、レストラン等

のヒアリング結果からも確認された。特に健康意識の高まりからサラダ、フルーツサラダを販売するレストランチェーンや、サラ

ダボウル専門店等が数多く出店しており、生鮮野菜、果物の需要は大きいものと思われる。また PB商品(加工食品)を

自社で製造している小売店もあり、その原材料も為替リスクが少なく柔軟な調達が可能なインドネシア産が望ましい。さ

らに、国産の農産物のみの使用をコンセプトにしたレストランなどもジャカルタ、バリ等に存在する。一方で、インドネシアの

小売店で入手可能な高品質の農作物、特に果物には輸入品(韓国産のイチゴ等)も多く、輸入農産物には①関税94

および長距離輸送費がかかり高額になる、②輸送によるリードタイムを見越して最適期(完熟)前に収穫しなければいけ

ない、といったデメリットがあるにもかかわらず一部の農産物では輸入が増加している。関税と輸送によるデメリットを踏まえ

ると、日本の技術で現地生産する農産物が品質、価格両方で輸入品に勝ることは可能であると考えられる。したがって、

高品質な農産物をインドネシアで生産するビジネスモデルには輸入品が寡占するマーケットを獲得するポテンシャルがある

と考えられ、日本企業がスマート農業技術を活用してこのビジネスモデルを実践することは大きな機会になるものと考えら

 

94トマト、イチゴ等の園芸農産物は 5％。輸出国別の関税に係る情報はウェブサイト「RULES OF ORIGIN FACILITATOR(https:/

/findrulesoforigin.org/)」を参照。 

https://findrulesoforigin.org/
https://findrulesoforigin.org/
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れる。上記の通り高品質農産物へのニーズは高まっており、特に高所得者向けのスーパーマーケットにはそういった商品が

多く陳列されており、各商品の価格も日本での小売価格と同等かそれ以上であるケースも多い。そのため日本国内で販

売されている農産物と同程度の品質、価格のものをインドネシア国内で生産することができれば、市場を獲得することは

可能であると考えられる。 

現在市場やスーパーには高品質・高価格帯の商品がない農産物に関しても、潜在的な需要がある可能性がある。

例えばメロンは、インドネシアでも一部農家で水耕栽培が進んでおり高品質ブランドが作られ浸透していく可能性がある。

また、インドネシアが国内生産と輸入の両方を行っている農産物品目は、国内の環境で生産可能だが国内品と輸入品

の間で、品質や手に入る季節等にギャップがあるものと考えられる。そのためこのギャップを埋める技術があれば市場を獲

得できる可能性がある。一例として、図表 79はオーストラリア、中国、アメリカからインドネシアへのオレンジの輸入量を

示しており、2020年から輸入量の回復、増加がみられる。2022年のインドネシアのオレンジ生産量は 268万 t95と、各

国からの輸入量と比較して非常に多くの量を生産していることから、季節的・量的なギャップを埋めるための輸入とは考え

にくいため、国内産とは異なる品種、品質のものを輸入している可能性が高い。上述の通りこうした輸入品の市場を高

品質の国内産農産物で代替することは可能であると考えられる。一方でオレンジ等の果樹は商品としての収穫までに年

数を要する点は留意が必要である。 

 

図表 79 インドネシアへのオレンジの輸入量(t) 

 

FAOSTAT をもとに PwC が作成            

 

そのほか、レストランへのヒアリング結果から、アボカド、アルファルファ、チーズ、ルッコラ、イチゴ、メロン、レタス、ブロッコリ

ー、トウガラシ、パプリカ、トラビス、グリーンピース、豆腐、キヌア、ケール、パイナップル、バナナ、パパイヤの生産、製造品

質の向上には需要があることは確認されたが、量的な需要と各農産物、食品の市場に関しては別途調査が必要である。 

 

◼ 顧客候補の深堀 

図表 80 の通り、Phase1で特定した顧客候補の属性ごとに、Phase2 でのヒアリング、現地調査結果をもとにスマ

ート農業ソリューション導入の可能性の検討を行った。結果は必ずしも各属性を代表するものではないが、農業生産法

 

95FAOSTAT https://www.fao.org/faostat/en/#home 
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人、小売企業はスマート農業関連サービス導入を行う可能性は他の属性よりも高いものと考えられる。同じ小売であっ

ても、各企業によって生産事業への参入可能性は大きく異なり、例えば図表 81で示すように、資本力が高く高品質農

産物の需要が大きい企業は特に生産事業への参入の可能性が高くなるものと考えられる。 

 

図表 80 スマート農業ソリューション導入の可能性の検討 

顧客候補の属性 結果 

農業生産法人 

顧客候補として考えた理由 

• 既に農産物生産を行っていることから、新しい栽培システムを導入する障壁が低いのではない

かと考えられる。 

• システムの導入を通じて、生産性の向上や品質安定化・向上に伴う収益改善の余地がある。 

 

Phase2 での検討結果 

• ヒアリングを行った Amazing Farmは水耕栽培による農産物生産に加え、加盟生産者から

農産物の集荷を行い、品質保証を行い自社ブランドとして卸売販売を行っている。自社及び

加盟生産者が生産する農産物の品質が自社のブランド評価、ひいては収益につながるため、

品質を特に重視する必要がある。そのため農業生産法人はスマート農業ソリューション導入の

可能性があるものと考えられる。 

• AmazingFarm のように農産物のパッケージに自社のロゴやブランドを貼付している農業生産

法人は、同様に品質保証を行っている、もしくは品質を重視しているものと考えられる。こうし

た、特に農産物の品質を重視している農業生産法人は、スマート農業ソリューション導入の可

能性が比較的高いと考えられる。 

• 一方で、こうした農業生産法人は農産物生産の経験、基盤があるため、新しい技術やサービ

スの導入が必須ではない点に留意し、提供・販売するサービスについて検討する必要がある。 

農業協同組合 

Phase1 で顧客候補とした理由 

• 参画している生産農家に対して栽培システムを導入するために、組合としてシステムを購入す

る可能性がある。 

 

Phase2 での検討結果 

• 実態として農業協同組合は生産者グループの集まりであり、行政からの支援や補助金、補助

事業の受け皿となっているケースが多い。一方、組合による農業資材や関連サービスの共同購

入や加盟生産者への製品・サービスの販売は行っていない。したがって、農業協同組合を介し

て民間企業の製品やサービスが普及することは現実的ではなく、スマート農業ソリューション導

入の可能性は高くない。 

• また Phase1 のデスクトップ調査で、農業関連資材・サービスの共同販売を行う機能があると

されていた KUDは必ずしも十分に機能していないため、これらが短期的に顧客候補になる可

能性は低いと考えられる。 

小売 
Phase1 で顧客候補とした理由 

• 小売データ等から自社で把握している消費者ニーズに沿った農産物を効率的に調達するため
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に、自社で農産物生産を行う可能性がある。 

• 農産物の調達を契約農家等から行っている場合、生産効率の向上や品質安定化・向上に

向けて、その契約農家に対して栽培システム導入を促す可能性がある。 

 

Phase2 での検討結果 

• ヒアリングを行った Papaya Fresh Garally をはじめ、一部のスーパーではプライベート・ブラン

ド(PB)商品の開発、製造、販売を行っている。PB商品はナショナル・ブランド(NB)商品に比

べて他社との差別化が容易であり、PB商品の商品価値を高めるために高品質な原材料を使

用して PB商品を開発することが重要な戦略の一つであると考えられる。そのため、これらの原

材料として、高品質農産物を安定供給するために農産物生産事業に参入する可能性があ

り、その意欲も確認された。 

• 農産物生産事業への参入に際して、新規事業者でも安定して高品質な農産物が生産可能

なスマート農業ソリューションを提供することで、新規参入の障壁を低くすることができるかもしれ

ない。  

レストランチェーン 

Phase1 で顧客候補とした理由 

• 消費者のニーズに沿った農作物(材料)を効率的に調達するために、自社で農作物生産を行

う可能性がある。 

• 農産物の調達を契約農家等から行っている場合、生産効率の向上や品質安定化・向上に

向けて、その契約農家に対して栽培システム導入を促す可能性がある。 

 

Phase2 での検討結果 

• ヒアリングを行った BARTISSERIEでは、コールドチェーンを持つ 1社の大手 Distributor か

ら多くの原材料(食材)を調達していており、それにより供給量と品質の安定化・効率化を図っ

ていた。そのため、例えばトマトやイチゴなど 1品目のみを原材料調達のために自社生産するこ

とは考えにくく、スマート農業ソリューション導入の可能性は必ずしも高くない。 

• レストランは小売と同じく農産物の実需者ではあるものの、上述のとおり調達の効率化、安定

化のため、限られた数のサプライヤーから多様な種類の原材料を調達していると考えられるた

め、個別の原材料のためにスマート農業ソリューションを導入する可能性は低いものと考えられ

る。  

専門商社・卸売

業者 

Phase1 で顧客候補とした理由 

• 取引先の小売、外食チェーン等のニーズに沿った農産物を効率的に調達するために、自社で

農産物生産を行う可能性がある。 

 

Phase2 での検討結果 

• ヒアリングを行った Agri Sumber Lestariは中小規模の卸売業者で、初期投資のために一

定の資本力が必要なスマート農業ソリューション導入の可能性は高くないと考えられる。 

• 大規模な卸売業者、例えば前述の PT Indoguna Utama、PT SukandaDjaya等に関

しては販売先のニーズ次第で、高品質農産物を安定共有するために農産物生産事業に参



 

96 / 117 

 

 

入しスマート農業ソリューションを導入する可能性はあると考えられる。一方、小売やレストラン

とは異なり実需者ではないため、販売先にニーズによっては生産した農産物が販売できなかっ

たり、在庫が発生したりするリスクを考慮する必要がある。そのため、資本とニーズがあっても農

産物生産事業に参入する障壁は高いものと考えられる。 

• 上記のことから専門商社及び卸売業者へのスマート農業ソリューション導入の可能性は、大規

模な事業者へのヒアリング等を通じて明確化されるものと考えられる。 

 

また、同じ属性であっても、各企業の資本力や特徴によって生産事業への参入可能性は大きく異なり、例えば図表 

81 で示すように、資本力が高く高品質農産物の需要が大きい企業は特に生産事業への参入の可能性が高くなるもの

と考えられる。そのため、同じ顧客候補の属性の中でも、特に生産事業への参入およびスマート農業ソリューション導入の

可能性が高い企業に対してアプローチすることが有効であると考えられる。 

 

図表 81小売企業のスマート農業ソリューション導入にかかる分類の例(※企業名は一例として記載) 

 
 

7.1.2 営業と販売促進 

7.1.2.1Phase1.でのポイント 

農業関連の事業者においては、農産物の販売促進を行う際には品質のみでなくトレンドに合わせ、「持続可能性」、

「環境にやさしい」、「オーガニック」、「新鮮さ」、「自然食品」、「フェアトレード」などを付加価値とすることで、インドネシアの

中所得以上の消費者に訴求することができるものと考えられる。また、農産物や加工食品の販売先は小売店のみでなく

EC等多様なチャネルを通じて流通させることで、消費者のニーズにこたえられる可能性があると考えられる。 
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7.1.2.2 Phase2.でのヒアリングを通じて得られた示唆・考察 

◼ 日本産の農産物のブランド力向上のためのオールジャパンでの取り組み 

 農業生産法人、小売、レストラン等へのヒアリング結果から日本の農産物のブランド力の高さも確認できたことから、そ

のブランド力を保つために、日本の品種、技術で栽培された農産物に貼付するラベルや認証の基準なども事業の一部と

して検討できるかもしれない。日本からインドネシアに輸出可能な農産物の品目は限られており96、輸出を足掛かりとした

日本ブランドの農産物の普及やプロモーションには限度があり、必ずしも有効とは言えない。そのため、インドネシア国内で

生産される日本の農産物のブランド化は相対的に重要性が高いと考えられる。また、インドネシアでは多くの日本料理レ

ストランが出店しているが、それらすべてが日本企業によるものや日本人の監修によるものではない。一方、韓国は政府

として農産物の輸出に向けた、関係者を巻き込んだイニシアチブ形成等の取り組みを積極的に行っていることがヒアリング

でも確認された。これらのことから、日本の食品や農産物のブランド力向上のための取り組みは個社のみではなく、複数の

事業者からなるアライアンスや政府を含めたイニシアチブなど、関係するステークホルダーと連携した、オールジャパンでの実

施体制を構築することが重要だと考えられる。 

 

◼ 顧客候補に合わせたアプローチの検討 

 図表 81 で例示したように、同じ属性であっても企業の資本力、高品質農産物に対する需要やそのほかの特徴によっ

てスマート農業ソリューション導入の可能性は異なるため、それらを考慮したアプローチ(販売営業)が重要となる。 

例えば、「資本力はあるが高品質農産物の需要は高くない小売企業(図表 81の右下のグループ)」に対しては、小

売店の店舗における需要喚起のためのプロモーション(販売促進)として、バナー等の販売促進ツールの提供や、店頭で

の試食会、イベント開催等をサービスの一部として提供することも一案として考えられる。こうしたプロモーションによって高

品質農産物の需要を顧客候補の小売企業に対して創出することで、生産事業への参入およびスマート農業ソリューショ

ン導入の可能性を高めることができるかもしれない。また、「需要はあるが資本力が高くない企業(図表 81の左上のグル

ープ)」に対しては、スマート農業製品・サービスにかかる初期コストの負担を軽減するために、金融機関や資本家等と連

携し低利子のローンを提供できる環境を構築するといったアプローチも考えられる。こうした取り組みによって農産物生産

事業への新規参入時の経済的負担を軽減することで、資本力が高くない企業の参入障壁を低くすることができるかもし

れない。このように、一つの製品・サービスであっても多様なアプローチで販売をはかることが重要であると考えられる。 

 

◼ 需要創出のための戦略的なプロモーション 

卸売業者へのヒアリング結果から、かつてイチゴは消費者にとっては小さくて酸っぱい果物であり、甘くて大きいイチゴに

対する需要は顕在化していなかったが、韓国企業のプロモーションによって高品質のイチゴの需要を創出した事例が確認

された。このことから、市場が十分に形成されていない農産物をインドネシアで生産もしくは販売する場合、プロモーション

がボトルネックになる可能性があるため、生産する農産物そのものの販売促進戦略、計画を合わせて検討する必要があ

る。プロモーションの例としては、目を引くパッケージ、販売スタッフの配置、試食会などが挙げられる。特に見せ方(パッケー

ジのみの変更)によって売り上げが大きく増加した事例も確認できたことから、高品質な農産物を生産することを前提とし

て、パッケージを含む商品の見せ方、販売方法、ブランド構築についても留意する必要がある。なお後述(7.2.1.2)の通り、

既存の認証制度の取得は必ずしも市場での付加価値にならないと考えられる。 

 

 

96ぶどう、りんご、たまねぎ、コメ（もみ米、玄米、精米）、とうがらし、乾燥とうがらし、きのこ、アーモンド、チンゲンサイ、はくさい、ラディッシ

ュ、だいこん、ネクタリン、もも、なし、レタス、緑茶及び紅茶。農林水産省ウェブサイト https://www.maff.go.jp/j/shokusan/exp

ort/e_faq/agricultural/answer02.html  

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_faq/agricultural/answer02.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_faq/agricultural/answer02.html
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◼ 大手 Distributor、EC との連携 

小売への聞き取り結果から、インドネシアの伝統的な農産物のサプライチェーンにはまだ課題も多く、事業を行なう際の

ボトルネックになる可能性があることが考えられる。一方、高級レストラン、中高所得者向けスーパー等はコールドチェーン

を含む安定したサプライチェーンを提供する大手 Distributor と連携しており、こうした経由で農産物を販売する体制を

構築出来れば、輸送面の課題は解決されると考えられる。また、BtoB(小売・レストランチェーンやディストリビューターへの

卸売)だけでなく、インドネシア国内で普及している食品の ECサイト(オンラインプラットフォーム)を利用して直接消費者に

農作物を販売するサービスも存在しており、伝統的なサプライチェーンに頼ることなく農産物を実需者、消費者に届けるこ

とが可能となっている。そのため、日本企業がスマート農業に関連する事業を検討する際には、こうした先進的なサプライ

チェーンの活用あるいは構築を事業の一部とすることも一案として考えられる。 

 

7.1.3 製品・サービス 

7.1.3.1 Phase1でのポイント 

小売、レストランチェーンが農業生産に新規参入するケースでは、自社で生産を行うことによってニーズにあった商品/

原材料を調達できるというメリットはあるが、事業(農産物の生産・販売)そのものの収益性も重要であるため、スマート農

業を推進する日本企業は、その技術・ソリューションを導入して農産物の生産を行った際の収量とコスト等を明確にする

必要があると考えられる。 

 

7.1.3.2 Phase2.でのヒアリングを通じて得られた示唆・考察 

◼ スマート農業の普及までのギャップとそれに対応した製品・サービス内容の検討 

Phase1 での調査から、スマート農業の実践はインドネシアの農業政策と合致しており、そうした事業は実施の妥当

性、必要性が高く、将来的なニーズもあるものと考えられる。一方、小売、農業協同組合、地方自治体等へのヒアリング

結果から、現時点でインドネシアの農産物生産技術の水準は個別の生産者や生産団体がスマートグリーンハウスを導

入できるほどに高くはないことが確認された。インドネシアでスマートグリーンハウス等のスマート農業サービスを自己資金で

導入できる生産者や生産法人は非常に限られた数になると考えられ、それを短期的に広く普及させることは難しく、普及

に向けては官民のさらなる支援(ソフト、ハード)が必要である。 

短期的には前述(7.1.1.2)の通りスマートグリーンハウスのイニシャルコストを負担できる資本を持つ企業、団体、個人

への営業・関係構築が必要となるが、顧客候補の数は限られる。そのため、農業生産法人として自社で農産物生産と

販売事業を行うことも一案であると考えられ、スマートグリーンハウスによる農産物生産の収益性をアピールする意味でも

有効な手段となる可能性がある。一方、生産する農産物の品目によっては規制の対象となったり許認可が必要になった

りするケースもあるため、その点には留意が必要。あるいは、スマートグリーンハウス導入に先立つ部分的なサービス提供、

ダウングレード、もしくは農業金融サービスの同時提供などが必要になるかもしれない。サービスの部分提供、ダウングレー

ドを検討する際にはインドネシアですでに手に入れることのできる初歩的なスマートグリーンハウス関連製品(自動潅水、

散水、水量のモニタリング計器等)との競合を避けるとともにそれらと補完的な製品、サービスとなるよう留意が必要。 

 

7.2 事業を実施する上で必要な連携体制の構築 

本項目では、事業体の設立、事業の開始、事業の継続のそれぞれのフェーズにおける規制、慣習への対応について

考察する。 

7.2.1 事業体の設立 

7.2.1.1Phase1.でのポイント 
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事業設立形態については、スマート農業を推進する日本企業にとっては、現地法人を設立するか、国際雇用委託サ

ービスを活用するかのいずれかであると考えられる。現地法人を設立する場合、外資法人は多額の資本金が必要であり、

主に大企業によって取られる形態であるため、内資法人が有力となる可能性が高い。しかし、内資法人を設立するため

には、現地インドネシア人との連携が必須であり、日本側で事業をコントロールし得る体制を構築する必要がある。また、

事業体を設立せずに事業を行う方法として、国際雇用委託サービスの活用も有効であると考えられる。ただし、日本人

の現地就業を前提としていないため、いずれは現地法人の設立を検討する必要があるとも考えられる。 

 

7.2.1.2Phase2.でのヒアリングを通じて得られた示唆・考察 

会計事務所/GER事業者へのヒアリング結果から、国際雇用委託は海外への進出可否検討として利用されることが

多く、販売営業はできず、販売先や仕入れ先候補の調査に用途が限られるため、将来的に現地法人を設立するので

あればメリットは大きくないことが確認された。そのため、インドネシアへの進出、事業展開が決定しているのであれば国際

雇用委託を利用する必要は必ずしもない。 

現地法人を設立する際には、外資法人、内資法人のいずれにするか検討する必要がある。内資法人の場合、設立

時の資本金が少額で良く、インドネシア国籍の人物が代表取締役となるためインドネシア国内のリスクに柔軟に対応でき

る。他方で現地パートナーとの仲たがいなどで日本人が経営に関われなくなるケースや、ノミニー制度とみなされ規制の対

象になるなどのリスクがある。外資法人は資本金が高額になるが、日本企業単独での意思決定が可能であり、外資・内

資ともにメリットとデメリットがある。日本企業がインドネシアで事業体を設立する際には、インドネシア国内の信頼できるパ

ートナーの有無、日本企業として意思決定をする必要性、有事の際のリスク等も考慮して外資/内資企業のどちらにす

るか決定することが重要であると考えられる。 

 

7.2.2 事業の開始 

7.2.2.1 Phase1.でのポイント 

スマート農業を推進する日本企業が実施する園芸生産事業においては、規制等は該当しないように見受けられる。

なお、事業体設立において内資法人を設立する場合、または雇用委託サービスを活用する場合は、日本人が現地就

労を行う際に、外国人就労規制・在留許可を申請する必要がある。 

外資法人に対する奨励について、園芸作物生産は優先事業では無いが、観賞用作物農業など関連するものはある。

また、先駆的な事業や研究開発要素のある事業については、インドネシア政府としても適宜便宜を供与していくとされて

おり、奨励を受けられるかどうか、運用実態の確認が必要である。 

インドネシア共和国投資省 (BKPM日本事務所)は特に日本企業に対して、投資アドバイス、許認可申請のサポ

ート、現地パートナーとのマッチング、他の政府機関との橋渡し等、幅広くサポートしており、適宜サポートを受けることが

有用であると考えられる。 

 

7.2.2.2Phase2.でのヒアリングを通じて得られた示唆・考察 

 インドネシア共和国投資省 (BKPM日本事務所)はインドネシアへの投資、進出の参考となる情報を収集・分析す

る調査プロジェクトを実施しており、企業から調査プロジェクトのアイデアも募集しているため、事業の開始に先立ってこうし
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たスキームを利用することも一案として考えられる。なお実施済みの調査プロジェクトの結果概要は同機関のウェブサイト
97から閲覧可能となっている。 

 

7.2.3 事業の継続 

7.2.3.1Phase1.でのポイント 

園芸作物の生産・販売・流通において、園芸用施設の建築基準や農薬の使用制限などが存在するため、農作物生

産時には留意する必要がある。また、国際認証の取得は必須ではないが、特に環境保護規制に対しては厳しく見られ

る傾向が見受けられる。いずれにしても、インドネシア国内での位置づけ、運用実態は現地調査で確認する必要がある。

農作物の流通、販売においては、食品表示に関する規制などが存在し、生産主体にとっては留意するべきである. 

 

7.2.3.2Phase2.でのヒアリングを通じて得られた示唆・考察 

行政機関等へのヒアリング結果から、食品安全認証(プライム認証:Sertifikasi Prima)が制度として確立されている

が市場にはまだ浸透しておらず、必ずしも付加価値になっていないことが推察された。スーパーマーケットでは有機(Orga

nic)の表示がされている生鮮野菜や、有機農産物の特設コーナーなども設置されているが、有機農産物の基準は厳格

に管理されていない。例えば日本の基準で言えば有機農産物に該当しないであろうものでも有機認証が付与されている

こともある。そのため、日本やそのほかの国の基準に沿ってコストをかけて有機農産物を生産したとしても、有機農産物を

謳っているだけの商品と競合することになる可能性もあり、少なくとも現時点では有機農産物の市場は必ずしも公正なも

のではないと考えられる。 

上述の通り、既存の認証や有機認証の取得が必ずしも市場での競争力を高めるものではないと考えられることから、

認証に頼るよりも、自社において安全性と品質を確保し、説明責任を果たすことが重要と考えられる。 

 

7.3 法規制・認証制度の運用実態の把握 

◼ Phase1.でのポイント 

近年、日本に限らず国際的に種苗の知的財産権保護に対する関心は高まっており、インドネシアでも、新品種の保

護、優良品種の育成促進等を目的として、インドネシア国内での品種登録制度が存在する。スマート農業を推進する

日本企業が海外での農業生産事業を展開するにあたっては、日本からの種苗の持ち出し、海外現地国への持ち込み

において、種苗の育成者権者や政府に対して届け出が必要となる。申請は複数の手続きに沿って行われ、数ヶ月以上

を要する場合もあることから、時間的な猶予を持って対応することが必要と考えられる 

 

◼ Phase2.でのヒアリングを通じて得られた示唆・考察 

 JICA プロジェクトへのヒアリング結果から、インドネシア国内での農産物の品種登録に必要な手続きは、既存品種との

優位な違いを証明するための栽培試験等も含まれることもあり、非常に長い時間を要する。また品種登録の更新手続

きも必要であることから、これを主体的に行うインドネシア国内の種苗会社、あるいは日本の種苗会社の代理店等と連

携し品種(種苗)の確保を行うことが重要だと考えられる。また、品種登録が不要なケース(種苗としてインドネシアで流通

させないケース：自社による生産、全量買い取り、自社製品への全量使用、自社販売など)もあるため、事業内容やビ

ジネスモデルを検討する際に新規の品種登録の要否も併せて確認する必要があると考えられる。 

 

97 インドネシア投資省/BKPM東京事務所ウェブサイト https://bkpm-jpn.com/project/  

https://bkpm-jpn.com/project/
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8. Phase2 ヒアリング調査まとめ 

ターゲット市場・顧客に関して、中・高所得層の増加を背景に高品質な農産物へのニーズが高まっていることが確認さ

れた。インドネシアの小売店で入手可能な高品質の農作物、特に果物には輸入品も多く、輸入農産物には①関税お

よび長距離輸送費、②リードタイムを見越した最適期前の収穫、といったデメリットがあるにもかかわらず一部の農産物で

は輸入が増加している。関税と輸送によるデメリットを踏まえると、日本の技術で現地生産する農産物が品質、価格両

方で輸入品に勝ることは困難ではなく、高品質な農産物をインドネシアで生産するビジネスモデルには輸入品が寡占する

マーケットを獲得するポテンシャルがあると考えられ、大きな機会となり得る。こうしたビジネスモデルの実現・普及には、日

本の農産物のブランド力の向上も重要であるが、日本からインドネシアに輸出可能な農産物の品目が限られており、輸

出を足掛かりとした日本ブランドの農産物の普及やプロモーションには限度があり、必ずしも有効とは言えない。そのため、

インドネシア国内で生産される日本の農産物のブランド化は相対的に重要性が高いと考えられる。インドネシアにおける

日本食や日本産ブランドの現状、他国の動向なども踏まえると、日本の食品や農産物のブランド力向上のための取り組

みは個社のみではなく、複数の事業者からなるアライアンスや政府を含めたイニシアチブなど、関係するステークホルダーと

連携した、オールジャパンでの実施体制を構築することが重要かつ喫緊の課題であると考えられる。 

インドネシアでスマート農業の製品・サービスを展開するにあたっては、顧客候補となる企業の資本力、高品質農産物

に対する需要やそのほかの特徴によってその製品・サービス導入の可能性が異なると考えられる。そのため資本力、需要、

企業の特徴等を考慮したアプローチ(販売営業)が重要となり、需要喚起のためのプロモーション(販売促進)や、初期費

用を抑えられるような環境構築支援といったサービスを合わせて提供することで、製品・サービス購入の可能性を高めるこ

とができるかもしれない。製品・サービスの内容に関しても同様に、顧客候補と利用者の資本力、需要、特徴等を踏まえ、

部分的なサービス提供、ダウングレード、金融サービスの同時提供などが必要になるかもしれない。なお、その際にはイン

ドネシアですでに手に入れることのできる関連製品との競合を避けるとともに、それらと補完的な製品、サービスとなるよう

留意が必要。 

インドネシアで事業体(現地法人)を設立する際には、外資法人、内資法人のいずれにするか検討する必要があり、

外資・内資ともにメリットとデメリットがある。日本企業がインドネシアで事業体を設立する際には、インドネシア国内の信

頼できるパートナーの有無、日本企業として意思決定をする必要性、有事の際のリスク等も考慮して外資/内資企業の

どちらにするか決定することが重要であると考えられる。事業の中で自社の製品・サービスによって生産された農産物の市

場競争力を高めるための方法として認証制度の活用が考えられるが、既存の認証は必ずしも付加価値になっていないこ

と、有機認証の農産物市場は必ずしも公正なものではないことがヒアリングの結果から推察された。そのため、認証に頼

るよりも、自社において安全性と品質を確保し、説明責任を果たすことが重要と考えられる。 

インドネシア国内での農産物の品種登録に必要な手続きは、既存品種との優位な違いを証明するための栽培試験

等も含まれることもあり、非常に長い時間を要する。また品種登録の更新手続きも必要であることから、これを主体的に

行うインドネシア国内の種苗会社、あるいは日本の種苗会社の代理店等と連携し品種(種苗)の確保を行うことが重要

だと考えられる。また、品種登録が不要なケース(種苗としてインドネシアで流通させないケース)もあるため、事業内容や

ビジネスモデルを検討する際に新規の品種登録の要否も併せて確認する必要がある。 
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9. スマートグリーンハウスによる日本品種のトマト栽培実証試験、アンケート調査 

 ジャパンプレミアムベジタブルが沖縄県石垣市で開発をおこなったスマートグリーンハウス技術を使用し、ジャカルタ近郊

のロイヤルものづくり協同組合で日本品種のトマトを栽培し、嗜好性等の調査を実施した。 

 

9.1 栽培設備 

沖縄県石垣市で開発をすすめた高温多湿地域向け植物工場の技術（石垣モデル）を活用し、ジャカルタ近傍のロ

イヤルものづくり協同組合でトマト栽培の実証試験を実施した。実証試験用の栽培ハウスはロイヤルものづくり協同組合

が提供し、これをジャパンプレミアムベジタブルのアドバイスに基づき、石垣モデルと同等になるよう改修してもらったうえで、

トマト栽培の実証試験に用いた。 

使用した機材は石垣で使用した仕様とほぼ同等であり、3連棟のパイプハウスに換気扇、細霧冷却、遮光カーテン、

農業用ヒートポンプエアコンを設置している。栽培ハウスを構成するパイプ部材、一部被覆フィルム、換気扇、養液混合

装置等は現地で調達されたが、石垣モデルと同等となるよう改修するための主要部材（天井用被覆フィルム、遮光カー

テン(巻上装置含む)、栽培ベンチ、統合環境制御装置、細霧冷却装置等は日本から、またヒートポンプはタイから、そ

れぞれロイヤルものづくり協同組合が輸入・調達した。以下に、石垣モデルと、ロイヤルものづくり協同組合が提供・改修

した実際の栽培ハウス（現地栽培ハウス）の外観および使用機材・部材を示す。 

 

図表 82高温多湿地域向け植物工場の構成(石垣モデル) 
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図表 83高温多湿地域向け植物工場の構成(現地栽培ハウス) 

 
 

この現地栽培ハウスは、統合環境制御装置からの指令に基づき、日中は細霧冷却と遮光カーテンにより、また、夜間

は農業用ヒートポンプエアコンにより、ハウス内の栽培環境を適切に遠隔制御される。この遠隔環境制御により日中温

度は 35℃以下に抑え、夜温は 22℃程度まで低下させており、石垣での栽培条件と同等の環境が良好に実現できて

いることを確認した。１例として 3月 6日のハウス内外環境データの推移を示す。この時期は、インドネシアでは雨季で

あり、温湿度は石垣島の夏期に近いが、外気の最高気温は石垣島よりやや高く、最低気温は石垣島よりやや低い状

況である。また日射は石垣島よりやや弱い。この環境において、日中の細霧冷却と遮光カーテンハウス制御によるハウス

内温度抑制とともに、夜間の農業用ヒートポンプエアコン運転により、夜間冷却と除湿が適切に行われていることが分か

る。 

 

図表 84栽培ハウス内外環境データの例(3月 6日) 
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9.2 栽培概要 

ロイヤルものづくり協同組合の圃場に高温多湿地域向け植物工場を設置頂き 12 月より本圃での定植をおこなった。

トマトの品種は桃太郎系統となる「Tough Boy Fight」である。2月より収穫をおこなっている。糖度は石垣での栽培と

同等の 5、食味も石垣での栽培と同等となった。日本と同等のコストでトマト生産が可能となる見込みである。栽培の状

況を下図に示す。 

 

図表 85 インドネシアでのトマト栽培状況 

 
 

 

9.3 アンケート調査 

収穫したトマトはロイヤルものづくり協同組合に隣接するレストラン（OYA-OISHI-YASAI）で試食をおこない 12

名にアンケート調査を実施した。男女の構成は 50%、50%で全員現地国籍、年齢は 30歳未満が 50%、30歳以

上 50歳未満が 25%、50歳以上が 25%である。 

野菜を買うときには鮮度、価格、購入場所に留意している。日本の野菜はほとんど販売されていないが、印象は「高

品質」、「高価」、「健康に良い」、「安全」の順となる。 

生のトマトを週に数回食べる人は 25%、週に 1回程度食べる人は 42%、ほとんど食べない人は 33%である。イチ

ゴについては週に数回食べる人はなく、週に 1回程度は 67%、ほとんど食べない人は 67%となった。 

今回栽培したトマトを試食頂き、一般的な水耕栽培トマトと比較していくらで購入するかの質問にたいしては、2倍の

価格が 25%、1.5倍の価格が 50%、1.2倍は 50%、同等価格は 8%と 90%以上の方に付加価値を認めて頂く

ことができた。アンケートの結果を下図に示す。 

 

 

 



 

105 / 117 

 

 

図表 86 インドネシアでのアンケート調査結果 
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10. スマート農業人材の育成 

10.1 第 1回研修会 

ロイヤルものづくり協同組合の敷地に併設されている phbk農業教育学校でスマートグリーンハウスの構成、トマトの栽

培方法について研修会を実施した（2023年 11月 23日）。教員、生徒合計で 61名が参加した。 

図表 87 第 1回研修会 
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10.2 第 2回研修会 

ロイヤルものづくり協同組合の圃場にて phbk農業教育学校の教員、生徒合計の 12名にスマートグリーンハウスの

使い方、トマト栽培の方法について研修会を実施した 

図表 88 第 2回研修会 

 
 

 
 

 

  



 

111 / 117 

 

 

11. インドネシア、及びインドネシア周辺国のトマト、イチゴの市場調査 

インドネシアでのスマートグリーンハウス事業化可能性についてインドネシア、及び周辺国のトマト、イチゴについて価格

調査を実施した。トマトは日本で販売している品種に比べて味が薄く、硬めである。イチゴは糖度 5～8程度と甘味、香

りが薄いものが多い。 

 

11.1 インドネシア市場調査 

ジャカルタ近郊で高級スーパーの Pacific Park Mall、日系スーパーAEON Mall、パパイヤスーパーで価格調査を実

施した（2023年 9月 2日、10月 2日）。いずれのスーパーも同じ商品はほぼ同一価格で販売しており、国産トマ

トの価格は 300円/kgから 400円/kg、イチゴ価格は米国産が 6,600円/kg、オーストラリア産が 3,000～4,000

円/kg、インドネシア産が 1,200円/kg。トマトは日本に比べ旨味が少なく、イチゴは甘さ、香りが少ない。特にインドネ

シア産は味が薄い。 

図表 89 インドネシアのスーパーで購入したトマト、イチゴ 

 

11.2 シンガポール市場調査 

高級スーパーの fairprice finest、日系スーパーの伊勢丹、高島屋、ドン・ドン・ドンキで価格調査を実施。 

トマトは全てマレーシア産で価格は 550円/kg から 1,900円/kg と他国に比べ高めのである。イチゴは韓国産が多

く甘味、香りが少ない。価格は 2,900円～6,100円/kg、ドン・ドン・ドンキでは日本産のイチゴを韓国産と同等程度

の価格で販売している。 

図表 90 インドネシアのスーパーで購入したトマト、イチゴ 
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11.3 マレーシア市場調査 

日系スーパーの伊勢丹、イオン、ドン・キホーテで価格調査を実施した。トマトの価格は 480 円/kg から 670 円/kg、

イチゴの価格は米国産が 3,000円/kg、韓国品が 3,600～4,100円/kg、マレーシア産が 4,200円/kg、日本産

が 9,800～18,000円/kg 。日系企業の CHITOSE社はマレーシアでイチゴの生産をおこなっている。 

図表 91 マレーシアのスーパーで購入したトマト、イチゴ 

 

 

11.4 ブルネイ市場調査 

現地スーパーSUPA SAVE,X SUPERMARKET (高級スーパー）で価格調査を実施。トマトの価格は 540円

/kg）から 910円/kg、主にオーストラリア、マレーシア産。 

イチゴの価格はオーストリア産が 2,730円/kg、 ブルネイ産は 2,730円/kg。オーストリア産(Doriscoll)が主。ブ

ルネイ産は甘味少なく酸味強い。 

図表 92 ブルネイのスーパーで購入したトマト、イチゴ 
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12. インドネシア周辺国への種苗持ち込み 

12.1 シンガポール 

シンガポールへの種苗持ち込みは次のものが必要となる。また、入国後の検査、検疫、サンプリングなど、NParks が指

定する植物の健康要件も満たさなければならない。 

・輸出国が発行した植物検疫証明書 

・NParks 発行の CITES 輸入許可書 (CITES 保護種の場合) 

・NParks が発行した輸入許可。  

シンガポールへの植物の持ち込みに関するガイドラインは以下の URL を参照。 

https://www.nparks.gov.sg/services/plant-health-services/bringing-plants-and-plant-products-into-singapor

e/guidelines-on-bringing-plants-into-singapore  

 

図表 93 シンガポールへの植物の持ち込みに関するガイドライン 

 

 

https://www.nparks.gov.sg/services/plant-health-services/bringing-plants-and-plant-products-into-singapore/guidelines-on-bringing-plants-into-singapore
https://www.nparks.gov.sg/services/plant-health-services/bringing-plants-and-plant-products-into-singapore/guidelines-on-bringing-plants-into-singapore
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12.2 マレーシア 

マレーシアでは以下のものの輸入を禁止している。 

1 栽培用に利用するココヤシ、アブラヤシ植物及びその部分、種子、生果実及びその他の生産物 (※1) 

2 以下に掲げる栽培用に利用する植物及びその部分、球根類、種子 (※1)(※2)いね、さつまいも、ばれいしょ、

だいず、ちゃ、とうもろこし、ドリアン、パインアップル、パパイヤ、カカオ属、コーヒーノキ属、さといも属、さとうきび属、

たばこ属、ネフェリューム属、バショウ属及びその近縁属、ぱんのき属、マニホット属、マンゴウ属、わた属、

Zanthosoma属、あおぎり科、こしょう科、しょうが科、パンヤ科、まめ科、ヤシ科、ラン科、かんきつ類、森林樹 

3 栽培用のパラゴムノキ属植物及びその部分、種子（生育・繁殖能力のないものを含みます） (※1) 

4 土及び土の付着する植物 (※1) 

5 病害虫及び病害虫が付着する植物 

栽培用に利用する植物及びその部分、球根類、種子は物検疫証明書を添付し、マレーシア政府の事前の輸入許

可が必要である。また、マレーシア政府当局が植物検疫規則別表 5（FIFTH SCHEDULE, Plant Quarantine 

Regulation）で規定する海空港等から輸入されることが条件となる。 

 

https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/malaysia/index.html  

 

12.3 ブルネイ 

ブルネイでの種苗持ち込み手続きは以下となる。 

1. 輸入許可を申請する前に、DOAA バイオセキュリティ部門に商業輸入者として登録。 

2. 新しい種類の植物または植物製品 (高リスク) については、輸入許可の承認および発行の前に植物害虫リ

スク分析 (PRA) が必要。 

3. CITES 植物または植物製品の場合、CITES 証明書が必要であり、輸入前に輸出国の管轄当局によって

発行が必要。 

4. オンライン経由で Brunei Darussalam NationalSingleWindowの新規ユーザーを登録 

https://login.bdnsw.gov.bn/ 商品到着の少なくとも 1週間前に、Brunei Darussalam 

NationalSingleWindow(BDNSW)経由で輸入許可を申請。 ($7.00) 

5. 管理ポストに到着したら、輸入許可証の原本、植物検疫証明書の原本、燻蒸証明書の原本（該当する

場合）、承認された商品のリスト、請求書およびカスタム申告書を文書および物理検査のためにバイオセキュ

リティ国境検査官に提出。 

http://www.agriculture.gov.bn/SiteCollectionDocuments/INFO%20PACK%20HPPPN%202021/English%20%

20BM%20Commercial%20Use%20Guidelines%20to%20Import%20Plants,%20Plant%20Products,%20and%2

0Parts%20Thereof.pdf    

 

 

 

 

 

  

https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/malaysia/index.html
http://www.agriculture.gov.bn/SiteCollectionDocuments/INFO%20PACK%20HPPPN%202021/English%20%20BM%20Commercial%20Use%20Guidelines%20to%20Import%20Plants,%20Plant%20Products,%20and%20Parts%20Thereof.pdf
http://www.agriculture.gov.bn/SiteCollectionDocuments/INFO%20PACK%20HPPPN%202021/English%20%20BM%20Commercial%20Use%20Guidelines%20to%20Import%20Plants,%20Plant%20Products,%20and%20Parts%20Thereof.pdf
http://www.agriculture.gov.bn/SiteCollectionDocuments/INFO%20PACK%20HPPPN%202021/English%20%20BM%20Commercial%20Use%20Guidelines%20to%20Import%20Plants,%20Plant%20Products,%20and%20Parts%20Thereof.pdf
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図表 94 ブルネイでの種苗持ち込み手続き 
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13. インドネシア、インドネシア周辺国における日本品種のトマト、イチゴの市場規模推定 

インドネシアでは富裕層、上位中間層の増加により日本品質で管理され、美味しいトマト、イチゴの需要が拡大するも

のと推定する。2021年の富裕層、上位中間層はインドネシアで 45.7百万人、シンガポールで 5.2百万人、マレーシ

アで 22.4百万人である。また、ブルネイは日本よりも GDP が高く人口は 0.5百万人である。 2020 年生産統計では、

日本でのイチゴ生産は人口一人当たり換算で 1.3kg、トマトは 5.9kg である。 

各国の富裕層、上位中間層向けに日本と同等量の生産を行った場合、生食トマトの市場はインドネシアで 27万 to

n、シンガポールで 3万 ton、マレーシアで 13万 ton、ブルネイ 3千 ton と予測した。また、イチゴの市場はインドネシア

で 6万 ton、シンガポールで 6千 ton、マレーシアで 3万 ton、ブルネイで 7百 ton と予測した。 

また、インドネシアでは 2030年に富裕層、上位中間層が 2020年に比べて 2倍程度の増加が予測されており、ト

マト、イチゴの市場も 2倍程度に拡大するものと推定する。 

図表 95 アセアンと日本の富裕層、上位中間層 

 
https://www.jetro.go.jp/ext_images/biz/seminar/2023/9d8a2735282c6df9/230907_jetro.pdf  

 

図表 96 インドネシアでの年間の可処分所得層別世帯数（千世帯） 

 
 

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2019/0303/469402dd3b3a27ca.html?_previewDate_=null&

revision=0&viewForce=1&_tmpCssPreview_=0    

https://www.jetro.go.jp/ext_images/biz/seminar/2023/9d8a2735282c6df9/230907_jetro.pdf
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2019/0303/469402dd3b3a27ca.html?_previewDate_=null&revision=0&viewForce=1&_tmpCssPreview_=0
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2019/0303/469402dd3b3a27ca.html?_previewDate_=null&revision=0&viewForce=1&_tmpCssPreview_=0
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14. インドネシアにおけるスマートグリーンハウス事業の展開について 

インドネシアは 2030年代に人口が 3億人となり、富裕層、中間層の増加が見込まれる大きな市場である。高品

質の野菜はニーズが高いが、日本からの輸出は極めて困難であることから現地生産が有望と考える。日本の施設園芸

技術は現地ニーズにマッチした減農薬、高付加価値野菜の栽培が可能となり、農業従事者の所得向上にも繋がる。

インドネシアではコールドチェーンの課題があるため各地域の消費地に隣接した生産拠点の検討が必要と考える。 

農業生産法人、小売、レストラン等へのヒアリング結果から日本の農産物のブランド力の高さも確認できたことから、そ

のブランド力を保つためにインドネシア国内で生産される日本品質の農産物のブランド化は重要性が高い。一方、韓国

は政府として農産物の輸出に向けた、関係者を巻き込んだイニシアチブ形成等の取り組みを積極的に行っていることが

ヒアリングでも確認された。これらのことから、日本の食品や農産物のブランド力向上のための取り組みは個社のみでは

なく、複数の事業者からなるアライアンスや政府を含めたイニシアチブなど、関係するステークホルダーと連携した、オール

ジャパンでの実施体制を構築することが重要だと考えられる。 

日本の種苗はインドネシアでも高評価である。一方、海外においても種苗保護の法律はあるが自国保護の観点から

取り締まりについては不透明な点が多い。海外への種苗持ち込みについては契約による事業者間の取引と現地商標

の登録等、ブランドの保護が有効となる可能性がある。トータルのビジネスモデル（種苗から流通）による種苗の保護

が必要と考える。 

図表 97 UPOV加盟国 

 

https://www.hinshu2.maff.go.jp/pvr/sinsakyouryoku/UPOV_jyouyaku.pdf    

  

https://www.hinshu2.maff.go.jp/pvr/sinsakyouryoku/UPOV_jyouyaku.pdf

